
◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 皆さん、おはようございます。 

 出席議員も定足数に達しておりますので、直ちに本

日の会議を開きます。 

 本日の会議は、議事日程第４号によって進めます。 

 日程第１、一般質問を行います。発言通告のあった

議員は、１番 菅野修一議員、２番 星川薫議員、３

番 菅野喜昭議員、４番 安井一義議員、６番 奥山

格議員、７番 青野隆一議員、８番 鈴木由美子議員、

10番 小関英子議員、11番 塩原未知子議員、12番 伊

藤浩議員、13番 鈴木裕雅議員、14番 鈴木清議員、

以上の12名であります。 

 発言の順序は、議長より指名いたします。なお、質

問、答弁を含め、１議員１時間の持ち時間制となりま

すので、質問に対する当局側の答弁は、質問者の時間

制約もありますので、ご協力をお願いいたします。 

 まず、11番 塩原未知子議員の発言を許します。塩

原未知子議員。 

〔11番 塩原未知子 議員 登壇〕 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 おはようございます。３月定例会一般質問冒頭一言

申し上げます。 

 東日本大震災から９年。未だ復興に格差が生じ、不

便な生活を送る方々。その後も次々と発生した地震や

自然災害で、日本の様々な地域で、住み慣れたふるさ

とを離れ生活をしている方々が多くあります。１日も

早く、日常の生活を取り戻すことが出来ますよう願い

ます。 

 このたびの過去に例をみない記録的な少雪に、通常

であれば２ｍの雪壁があってもおかしくない時期、全

く雪のない世界。私の人生においても初めてでありま

す。豪雪地尾花沢にいつもある雪が無く、過去に経験

の無い春の風景です。春を待つワクワクした感じが、

何か、不気味にさえ感じられます。 

 さらには遠く他国からもたらされる、未知の感染病

の脅威。想定範囲を超える事象がこれから次々に起こ

ることも想定しながらいかなければならないと感じて

いる今日この頃です。 

 この異常事態の中、連日ニュースで報道される「新

型コロナウイルス対策」に、普段の生活が一変してい

ます。学校休校の緊急発令から、今朝は中国、韓国か

らの入国者に２週間の待機要請など観光や経済への今

後の影響は、計りしれない状況であります。１日も早

く収束を願います。 

 防災拠点として尾花沢市民を守るこの新庁舎で、職

員の皆さんが的確に判断、行動するためにも、経験値

や前例にだけにとらわれず、正しい情報を入手し、臨

機応変、市民と柔軟にリスクコミュニケーションをと

って、良い関係を築き、尾花沢市民の皆と協力ができ

る関係をさらに深めていただきたいと思います。 

 一言が長くなりましたが、どんな時にでも希望と活

力ある市政になりますよう願いを込めて通告にしたが

い大きくは４つの質問をいたします。 

 はじめに、尾花沢市次世代エネルギーパークについ

て、東日本大震災による深刻なエネルギー不足が契機

となり、再生可能エネルギーの重要性が見直されるな

ど、防災の観点からもエネルギーの自給自足が叫ばれ

ています。 

 本市においては、平成24年１月に「大正ロマン再生

可能エネルギーパーク」が次世代エネルギーパークと

して認定されていますが、新庁舎の完成に伴い、新た

な再生可能エネルギー設備も整備されるなど、認定当

時の内容と変更が生じています。令和の時代にあった

見直しが必要であると思います。 

 また、自治体新電力など、全国的には発電事業に関

与する自治体が増加の傾向にあります。県内で初めて

次世代エネルギーパークに認定された本市においては、

これまでの成果を踏まえつつ、防災の観点も含め、再

生可能エネルギー事業に取り組んでいくことが期待さ

れています。今後、どのような目標を掲げ、事業に取

り組んでいくのかお尋ねします。 

 ２番目の質問です。徳良湖築堤100周年について、４

点お聞かせ願います。 

 １．徳良湖周辺整備マスタープランに基づく、今後

の展開をお聞かせ願います。 

 ２．徳良湖は、令和３年５月27日に100歳を迎えます

が、今後、湖をどのように維持・活用していくのか。

また、持続可能な湖畔の維持に取り組むにあたり、徳

良湖を農業遺産や産業遺産とする考えはないか。お尋

ねします。 

 ３．徳良湖では、太陽光、雪氷冷熱、マイクロ水力

発電など、現在複数の再生可能エネルギーを活用して

います。尾花沢市のへそにあたる湖畔です。次世代エ

ネルギーパークの拠点地を徳良湖としてはどうかと思

います。いかがですか。 

 ４．また、村山総合支庁北村山地域振興局の１階に、

雪に関する資料が展示されています。徳良湖に資料の

品々を保管・展示できる、美術館ギャラリーも兼ねた

「雪の資料館」などを整備し、徳良湖に訪れる人が通

年で立ち寄れる場所を検討してはどうですか。４点に



ついて、ご所見をおねがいします。 

 ３番目の質問です。公文書保全について、３点お尋

ねします。 

 １．歴史や文化、災害の記録、建物の維持管理に関

するものなど、長期的に保存すべき文書が多数存在し

ますが、現在その内容によって保存年月も異なると聞

いております。写真や映像など、残すべき資料につい

ては、どのように保存しているのでしょうか。 

 ２．保存している文書を、デジタルデータ化し、デ

ータベースを作成すれば、文書の劣化を防ぐだけでな

く、文書の検索も容易となり、人事異動の際の円滑な

引継ぎや、働き方改革にもつながると思います。行政

文書や地域の資料などを、可能な限りデジタルデータ

ベース化し、地域活動などにも役立てられるよう、公

開すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ３．重要な資料や、成果を保存するにあたっては、

複数の視点で検証する必要があると思います。文書等

の保存については、担当課だけの判断でなく、複数の

課によって横断的な視点が重要とみなされるものを残

す必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

 最後の質問です。記録的な少雪対策について、お尋

ねします。 

 ３月にどこにも雪が無い、今冬は、こんなに経験し

たことのないような少雪となっています。 除雪事業者

はもちろん、観光面への影響や、水不足による農業へ

の影響が大変心配されています。雪が少ないことが本

市に及ぼす影響として、今後の対策についても併せて

お聞かせ願います。 

 以上、私の演壇からの質問はこれで終わりますが、

必要に応じて自席からの再質問をお許しください。そ

れでは、誠意あるご答弁なにとぞよろしくお願いいた

します。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 塩原議員から、大きく４点について、ご質問頂戴い

たしました。順次お答えいたします。 

 まず、本市における「次世代エネルギーパーク」の

認定内容の見直しについてですが、本市の「次世代エ

ネルギーパーク」は、平成23年度に「大正ロマン再生

可能エネルギーパーク」として資源エネルギー庁の認

定を受けたものです。当時、旧市役所に設置した簡易

雪山冷房をはじめ花笠の湯の雪蔵と太陽光発電、民間

企業の雪蔵やＢＤＦを活用した路線バスやごみ収集車

の運行、さらには新鶴子ダムの水力発電など、官民を

あげた再生可能エネルギーの取り組みが認められたも

のでございます。 

 その後、再生可能エネルギーの稼働施設も変わって

きたため、平成26年度には、新たに徳良湖マイクロ水

力発電や文化体育施設の大地熱を利用した融雪設備な

どを加え、計画内容の変更をしております。 

 ご提案のとおり、新庁舎の建設が完了し、26年度当

時の計画からは、さらに進んだ再生可能エネルギーの

活用がなされており、令和の時代にあわせた本市の「次

世代エネルギーパーク」の見直しが必要と考えていま

す。 

 特に、新庁舎では、これまで官民を挙げて様々な実

証実験を行ってきた成果を踏まえ、融解水熱交換方式

による雪冷房システムや木質バイオマスを活用した暖

房システム、さらには地中熱を活用した融雪システム

を採用しています。加えて、村山北部土地改良区では

農業用水を利用した小水力発電も行っております。 

 こうした方式を多くの方から知っていただくことが

地球温暖化防止の啓蒙普及に役立つものと考えますの

でぜひ、見直しをしていきたいと思います。 

 次に、自治体新電力を含めた再生可能エネルギー事

業の展開についてですが、まず、自治体新電力につい

ては、エネルギーの「地産地消」と「地域経済の活性

化」の目的に設立されているようです。身近なものと

しては「やまがた新電力」があり、エネルギーの「地

産地消」と「供給基地化」による災害対応力の向上を

目指すこととしており、企業局や民間による太陽光、

風力、バイオマス、及び水力発電を買って、県有施設

や市町村施設に供給しているようです。当然、新鶴子

ダムの水力発電も、やまがた新電力に供給されている

ようです。 

 さて、自治体が設立する自治体新電力は、どこから

いくらで電力を調達し、どこへいくらで供給していく

かなど、経営が難しいようですので、「やまがた新電力」

をはじめ国内の先進事例を参考に研究してみたいと思

います。 

 また、再生可能エネルギー事業の展望ですが、これ

まで新庁舎、芭蕉、清風歴史資料館や地区公民館など

公共施設に雪や地中熱の再生可能エネルギーを設置し

てきましたが、現在、民間企業により、宮沢地区の小

水力発電や県境付近の風力発電などが検討され、準備

を進めている状況にあります。今後は、公共施設だけ

でなく、こうした民間の参入についてもバックアップ

しながら、官民挙げて再生可能エネルギーの推進を目



指していきたいと思います。 

 徳良湖周辺整備マスタープランに基づく今後の展開

についてお答えいたします。当該プランは『今後もさ

らに魅力ある徳良湖にするため、優れた四季折々の自

然環境といった長所を活かし、「市民憩いの場」、「観光

交流拠点」という視点に立ち整備を進める』ことを基

本的な考えとしています。 

 今後の展開についてですが、計画期間である10年間

を「早期」、「中期」、「長期」に分類し、早期に位置付

けられたものから順次事業に取り組んでおります。今

年度はレストラン徳良湖前の市道拡幅工事と、破損し

たローラーすべり台に代わる「新たなすべり台の設置

工事」を行っております。いずれも当該プランに盛り

込まれている事業ですが、ローラーすべり台のように、

自然災害により被害を受けた施設については、計画を

前倒しし、緊急度、優先度を考慮しながら、整備に取

組んでおります。 

 また、令和２年度には、アクロバティックなスケー

トボードやマウンテンバイク等が楽しめる「モジュラ

ーパンプトラック」の新設と、購入した土地の利活用

の検討、さらには徳良湖畔に花畑を整備するための測

量設計に取り組む予定です。 

 徳良湖については、四季折々の自然環境を保全しな

がら、多くの方に訪れていただけるように整備を進め

てまいります。 

 次に、徳良湖の維持・活用についてですが、平成29

年度に行った徳良湖の耐震調査では、東日本大震災な

どの最大級の地震が当該地点で発生した場合、堤体の

滑りや堤体下部の液状化により、堤体の変形や越水の

危険性が懸念されると指摘を受けています。 

 徳良湖はかんがい用水や流雪溝用水のほか、市民の

憩いの場、観光資源としても重要な役割を果たしてお

り、後世に引き継ぐための対策が急務です。そのため、

山形県が実施主体となり、新年度に詳細な耐震調査を

行う予定になっており、その後に国に対して「防災減

災事業」として申請することになっております。 

 また、基幹集落センター前にあるダム吐出し口です

が、パイプラインの一部に漏水があるため現在使用で

きません。新年度予算に農業用水路等長寿命化・防災

減災事業として漏水対策工事を計上しており、計画的

に整備することにしています。 

 先に申し上げたとおり、徳良湖は市民の憩いの場で

あり、県内外に誇れるかけがえのない財産です。活用

にあたっては、徳良湖周辺の景観に配慮しつつ、自然

環境を維持しながら利活用していくことが何よりも重

要であると考えております。 

 これまでも、水環境の保全を目的としたトイレの改

修工事や、樹木医の診断に基づく桜の維持管理にも取

り組んでおります。また、ゴールデンウィーク前には、

徳良湖周辺の環境を美化するため、多くの市民の方々

の協力をいただきながらクリーン作戦にも取り組んで

おります。地道な取り組みですが、このような活動が

徳良湖を愛する心も醸成していくものと考えておりま

す。 

 いずれにしても徳良湖は、本市を代表する観光地の

一つと考えています。対外的には銀山温泉が最も知ら

れているとは思いますが、銀山温泉を訪れる方々にも、

足を伸ばして徳良湖にも立ち寄っていただけるよう整

備を図っていきたいと考えています。 

 次に、徳良湖を農業遺産・産業遺産としてはとのご

提言ですが、これらの遺産登録を目指すには、広域的

な取組みが必要であることや、構成する遺産の地域史

や産業史の観点からのストーリー性が大変重要視され

るようで、極めて高いハードルをクリアする必要があ

ります。 

 「日本農業遺産」は、何世代にもわたり継承されて

きた独自性と、伝統的な農林水産業を営む地域を認定

する制度であり、農林水産省が認定しております。 

 「近代化産業遺産」は、幕末から戦前までの産業発

展において、重要な役割を担ったものを保存・活用す

べく経済産業省が認定するもので、33の「近代化産業

遺産群」がリスト化されております。 

 「日本農業遺産」については、先に、宮城県大崎市

を訪問し、大崎地域において認定された「持続可能な

水田農業を支える「大崎耕土」の伝統的水管理システ

ム」についてご教示をいただきました。大崎地域では、

「やませ」による冷害、地形的な要因による洪水や渇

水を克服するための巧みな水管理、五穀豊穣を祝う農

耕儀礼、水田の中に浮かぶような屋敷林や豊かな湿地

の生態系、独特のランドスケープが認められ、１市４

町の枠組みでの認定となっていました。また、認定ま

でには専属の組織体制や多くの経費と年月が必要との

ことでした。 

 こうしたことを踏まえれば、必ずしも「日本農業遺

産」や「産業遺産」の認定取得にとらわれず、農業用

ため池が作られた背景や意義、そして、花笠踊り発祥

の地としての役割や効果など、徳良湖の自然や歴史に

ついて、市民と認識を共有しながら、後世に伝えてい

くことが重要であると考えます。 

 次に、次世代エネルギーパークの拠点を徳良湖にと



のお尋ねです。 

 先の次世代エネルギーパークのご質問でも申し上げ

たとおり、本市のエネルギーパークは、市庁舎の雪冷

房、地中熱による融雪装置、木質バイオマスボイラー、

サルナートの太陽光発電と大地熱融雪、徳良湖のマイ

クロ水力発電、花笠の湯の太陽光発電と雪蔵、農業用

水を利用した小水力発電、さらには民間施設の雪蔵な

ど、市内一円に再生可能エネルギー施設が設置されて

います。 

 このエネルギーパークを構成しているそれぞれの施

設は、尾花沢の資源の特性を生かしたものとなってい

ますので、それぞれが拠点であると認識しています。 

 こうした施設を皆様から知っていただくことが「エ

ネルギーパーク」の目的ですので、市民だけでなく市

外に対しても大いに発信していきたいと考えています。 

 次に、雪の資料館を整備してはとのお尋ねです。 

 市内には、昔の雪国の暮らしを偲ぶミノやタラグツ

などの民具がほたるの里郷土資料館などに残っていま

す。また、例年、芭蕉、清風歴史資料館では、冬期間

の１月上旬～２月上旬にかけて、「雪をながむる尾花沢

展」を開催し、雪国ならではの民具や冬の伝統行事に

関する資料等の展示を行っています。資料館の中で芭

蕉に関する常設展示品と雪にまつわる民具や資料を併

設して展示することで、相乗効果による誘客にも繋が

るものと考えますので、展示方法等を工夫しながら「雪

をながむる尾花沢展」を継続していきたいと思います。 

 また、これまでに積み上げた雪に関するデータ、新

庁舎の雪冷房、除雪ボランティア活動、さらにはスノ

ーランドの取り組みなどの様子を、空き公共施設を活

用して展示していければと考えています。 

 次に、市の公文書の保存に関してですが、「尾花沢市

文書管理規程」に基づき、保存期間を第１種から第５

種までの５つに分類して、それぞれ、永年保存、10年、

５年、３年、１年としております。第１種の永年保存

文書については、「市の基本事項に関する文書」、「例規

や重要通達等に関する文書」、「議会の議事録及び議決

書等」、さらには「市史の資料となる文書」など10項目

としており、未来に残すべき写真や映像などは、紙ベ

ース又はデータベースにて永年保存として大切に保管

しています。 

 先の市制施行60周年記念式典の際に展示しました

「写真で振り返る尾花沢市60年の歩み」は、これまで

保管してきた画像を活用してパネルにしたものです。

多くの市民の方々にご覧いただき、昔のことをなつか

しく思いながら会話を交わすなど大変喜んでいただき

ました。保存の状況としては、昭和30年から平成16年

までの写真をフィルムの状態で保存しており、デジタ

ルカメラ導入後はCD-Rなどの記録媒体やパソコンのハ

ードディスク内に保存しております。また、フィルム

は撮影年月順にネガアルバムに収納し、アルバムは約

400冊にのぼっています。 

 今後も本市の歩みを後世に引き継ぐため、さらには

必要な時にタイムリーに出せるよう、工夫しながら画

像、映像データを大切に保管してまいります。 

 行政文書や地域の資料のデジタルデータベース化に

ついてですが、国では、平成30年７月の関係閣僚会議

にて「公文書管理の適正の確保のための取組み」事項

が決定され、今後作成する行政文書については、作成

から保存、廃棄、移管までを一貫して電子的に管理す

ることにより、体系的・効率的な管理を進め、行政文

書の所在把握、履歴管理や探索を容易にするとともに、

文書管理業務の効率性を向上させるとしており、その

具体的な方法等については検討中とされています。 

 現在は、本市の文書管理は紙ベースで行っており、

その文書を保存しています。将来的には、こうした国

の取り組みの流れを受け、電子的な管理への段階的な

移行も必要になってくるものと考えております。 

 文書の検索についてですが、行政文書のデータベー

スについては、新庁舎への移行に合わせて、平成30年

度よりファイリングシステムを導入し、各課所管の行

政文書の索引となる「ファイル基準表」を作成してお

ります。また、公開についてですが、県内では行政文

書のデータベースを公開している市は、今のところあ

りませんので、他市町村の動向を踏まえながら対応し

てまいります。なお、行政文書等については、個人情

報が記載された内容も多いため、情報公開請求制度に

基づき、開示請求をいただいた上で、公開可能な範囲

で文書を開示しております。 

 過去の行政文書等のデジタルデータ化については、

データベースを作成するには、膨大な時間と労力がか

かるものと想定されますので、どの文書を優先的にデ

ータ化するかなど、詳細な検討が必要になってきます。 

 貴重な資料や成果の保存に関する判断の基準ですが、

先に申し上げたとおり、「尾花沢市文書管理規程」に文

書保存基準を規定しており、「市の基本事項に関する文

書」や「議会関係の文書」、「市史の資料となる文書」

等のほか、「永年保存の必要があると認められる重要な

文書」については、永年保存とすることになっていま

す。 

 また、同規程では、保存文書の引き継ぎ及び保存に



おいて、「３年以上の保存を要するものにあっては、５

月末日までに総務課長に引き継がなければならない。

総務課長は引継ぎを受けたときは、年度別、又は保存

期間別に書庫に保存しなければならない。」と規定して

います。併せて保存期間に基づく第１種から第５種ま

での対象文書の範囲も規定していますので、これらの

基準を踏まえ、貴重な資料や市の発展過程がわかる重

要な事案の文書保存については、担当課だけでなく、

総務課が関係課の意見も聴取するなど複数の視点で検

証してまいります。 

 次に、記録的な少雪による本市への影響とその対策

についてお答えします。 

 今冬は、これまでにない少雪で、除雪車の稼働時間

は例年を大幅に下回っており、除排雪委託料の大幅な

減額が想定され、委託業者への大きな影響が懸念され

ます。２月25日の全員協議会で説明したとおり、山形

県や近隣市町村の状況や過去の補償実績などを踏まえ、

これからの除雪体制の維持、オペレーターの確保を図

るため、除排雪業務委託契約の待機補償として人件費

及び除雪機械の維持経費の一部を支援することにしま

した。 

 観光面への影響についてですが、観光産業の目的は

交流人口の拡大から地域経済の活性化を図るもので、

イベントや事業の中止や縮小により経済効果につなが

らなかったことがあげられます。特に、花笠高原スキ

ー場は、計画の３分の１ほどの営業日数に留まってお

り、収入も例年の３割程度の見込みです。 

 また、施設の入館者数については、花笠高原荘は大

浴場も含め２割の減の見込みです。年末年始や週末に

スキー場がオープンできなかったことによるキャンセ

ルや、スキー客に比例し入浴者数が減少しているよう

です。一方、徳良湖温泉花笠の湯の入込み客は、前年

比１割増となっており、これも少雪の影響かと思われ

ます。 

 次に、農業への影響と今後の対策についてです。 

 まず、全国的に少雪による農業用水の不足が懸念さ

れていますが、新鶴子ダムの現在の貯水率は９割を超

えており、春作業に関しては支障を来すことはない見

込みです。 

 しかし、山にあるべき雪が少ないことから、ダムに

流入する融雪水は例年に比べ少なくなります。同様に

ダムの受益でない地域では、農業用水の枯渇が心配さ

れます。 

 平成27年の高温による渇水の際に、新鶴子ダムでも

用水調整が行われたことがあり、降水によるダムへの

補水が期待できない場合には、農家の方にご協力をお

願いしなければならない場面も出てくることが考えら

れます。 

 今後の天候の推移や長期予報に留意しつつ、県や関

係団体とも情報を共有し、農業の栽培技術に関するチ

ラシを発行しながら、農家へのタイムリーな情報提供

や営農指導に努めてまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。本当に何が起こるか分から

ない時代になったからこそ、何があっても尾花沢市民

を本当に守り抜いていただきたいなと、今日の市長の

答弁を聞きまして思いました。尾花沢も市制施行にな

って60周年になりまして、雪とスイカと花笠のまち、

このキャッチフレーズで非常にいろんなＰＲをさまざ

ましてきたと思うんですけれども、私としては、雪と

スイカと花笠のまちというキャッチフレーズのもとに、

尾花沢市が一丸となって、いろんなことを取り組んだ

ことの成果が見えてきたのかなと思っているところで

す。それが、今年雪がなかったことで、改めて気が付

きました。そこで今回のさまざまな質問をしたわけで

すけれども、記録的な少雪対策について、もう少し質

問したいんですけれども、この中で、これからのいろ

いろな農業のことに関しては、特に心配されるってい

う答弁ありましたが、鶴子ダムに関しては、今９割を

超えている貯水量ということで、これに関しては、春

作業には大丈夫だってことでありますけれども、それ

を含まないエリアっていうのはどれぐらいあるものな

のでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 ダムの受益以外の面積でございますけれども、ちょ

っと手元に資料持ち合わせてございませんので、改め

て後ほどお伝えしたいと思います。すいません。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 わかりました。それはたぶん、分量としてどうのっ

ていうよりは、これからの対策を地域のほうではもう

すでに考えていると思うので、それに対して寄り添っ

た丁寧な対応をしていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 



 そのほかなんですけれども、先ほども除雪事業者に

対しての支援があるってことで、大変良かったなと思

っております。本当に稼働している日数が10日ぐらい

しかなかったようなところなので、本当に大変だと思

います。来年は降るかもしれないですし、また来年も、

もしかしたら降らないかもしれない。そういうことに

対しての備えもやはり必要になってくるのかなってこ

とを、本当に痛切にこの雪がない尾花沢の冬、考えた

ところであります。ですので、柔軟にそれぞれの対応

をしていただきたいと思います。スキー場のほうも３

分の１ほどということで、大変やっぱり雪がないと尾

花沢は成り立たないんだなっていうことが、本当に感

じられました。花笠の湯のほうが、先ほど私も気が付

かなかったんですけれども、１割増となったってこと

は、雪がないとやはりいろいろな活動も促進されるっ

ていうこともあります。ですので、これからもしかし

たら雪がもう少し少なければ、まだまだ尾花沢、いろ

いろな発展があるのかなっていうふうに気が付いたと

ころでもありますので、いろいろな対策に対しては、

これから出てくると思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 では、一番最初に、エネルギーパークについてとい

うことで質問したんですけれども、再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 様々、平成24年の段階から、尾花沢の場合は取り組

んできたということ、あとさらには、いろいろ廃止に

なったＢＤＦを活用した路線バスに関してとかってい

うのは、たぶんやってないと思うんですけれども、新

たなところでありますと、地中熱を利用した融雪のと

ころとか、民間でさまざま取り組まれているというこ

とがありますけれども、この民間での取り組みに対し

て、市のほうではどのような対策を用意しているんで

しょうか、お答えください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 塩原議員の民間の再生可能エネルギーに対する部分

でのお尋ねであります。現在、宮沢地区の中沢川の小

水力発電であったり、また、宝栄牧場関係、東山関係

の風力発電関係のご相談、市に対するさまざまな相談

がきております。県のほうに申請等も来ている部分も

あり、横の連携をとって、そして一般市民の皆様に、

資料のほうの閲覧等、するような形でしております。

なお市でも、環境幹事会等を行いながら、副市長を本

部長に置きながら、市の関係課長などの聞き取りをし

ながら、やはり風力でありますと、牛への影響がどう

であったりとか、あと観光分野では、銀山温泉からの、

風力の発電の見える影響がどうであるかとか、そのよ

うな形で県のほうに要望しながら、業者のほうに対応

を望んでいるような形で、横の連携を取っているとこ

ろであります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。これからもどんどんそのよ

うな形で民間の参入があるかと思うんですけれども、

だいたい尾花沢の水、尾花沢の風、尾花沢のさまざま

な、尾花沢で本当は消費してほしい大切なエネルギー

でもありますけれども、それがたぶん今の話でいくと、

売電になって、東北電力から私たちがまた新たに買う

っていう形になってくると思うんですけれども、２番

目の質問の、自治体で取り組む新電力の関係っていう

ことは、各小さな単位でも、発電の事業体を組むとい

うような動きがどんどんありますけれども、そのよう

な動きのほうはわかっていらっしゃるんでしょうか。

お尋ねします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 塩原議員の自治体新電力であったりとか、あと地域

が立ち上がって電力会社を作ったりとかする例であり

ます。２月の中旬でありましたけれども、徳良湖花笠

温泉のほうで、小規模ではありましたけれども、その

事例発表の映画などの上映会がございました。私も参

加して勉強させていただきました。やはり自治体新電

力ということで、全国いろんな所の自治体が簡易小売

電気事業に関与して、自治体が出資して設立された新

電力会社という感じが立ち上がっているようでありま

す。やまがた新電力のほうも立ち上がりまして、平成

28年７月１日から事業開始されているようであります。

やはり地産地消のエネルギー、そして供給基地化の実

現、オール山形の県と県内の経済会が一体となってス

タートしているような形の会社の特徴でありました。

県内の太陽光15市町、風力も２つの市町、バイオマス

も２市町、水力は新鶴子ダムの県企業局等からの部分

で２市町がしておるような形になっています。その辺

の先ほど市長が申し上げたとおり勉強しながら、また

全国の先進事例、お隣福島などもあったようでありま

すので、研究してまいりたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 



 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。そのようにどんどん進んで

おります。再生可能エネルギーをできるだけ100%にし

ていこうというような動きも、世界中では起こってい

るところでありますので、尾花沢の本当に早い時期か

ら県内でも一番最初に再生可能エネルギーパークと認

定されて、いろいろな資源、地形的な利便性も含め、

あと水も含め風も含め、いろいろな部分で、他の地域

よりも資源に恵まれているところということで、調査

結果出ておりますので、このような形でいろいろ勉強

しまして、これから尾花沢ならではの再生可能エネル

ギーパーク、さらに発展していただきたいと思います

けれども、市長どうでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 たぶん今後を考えれば、新たなエネルギーがまた生

まれてくるのではないかと思います。そうした時に、

尾花沢で取り組めるものについては、やはり積極的に

取り組んでいくと。そしてやはり尾花沢は人口過疎の

まちではございますけども、やはり皆さんのご理解を

得た上で、そして新しい光を求めていきたいというふ

うに思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。そうしていただければ、雪

が降らなくても尾花沢はもっともっと良くなると思い

ますし、雪が降っても益々輝く尾花沢になると思いま

すので、よろしくお願いします。 

 では、次の再質問します。徳良湖100周年についてな

んですけれども、さまざま今年からも始まるような事

業を先ほど答弁にいただきまして、楽しみにしている

ところであります。若い方々が「ドツキ市」という名

前で、年に４回さまざまなマルシェを開いていただき

まして、賑わいを取り戻しているところ、本当に楽し

く私も参加させていただきました。このような人が集

う徳良湖をぜひ作っていただきたいと思いますので、

さらにいろいろ中期長期となれば、いろんなことも必

要になってくると思います。先ほどの説明であれば、

耐震調査ということで、土木工事のようなものも予定

されているところでありますので、たぶん３年にいっ

ぺんの水抜きでは済まない時期、湖畔の水がなくなる

のかなとちょっと想定しているんですけど、そのあた

りどうなんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 徳良湖堤体の補強工事というふうなことで、以前も

全員協議会のなかでご説明申し上げておりますけれど

も、堤体湖面側のほうに腹づけというふうなことで、

土盛り工事をすることになる予定でございます。そう

した場合に、湖面側のほうに水があると施工できない

工事等もあろうかと思います。その際は、通常の維持

点検作業の範疇以外の長期間の水抜きというふうなも

のも発生してくるかとは思います。その辺は、十分県

のほうともお話しさせていただきながら、できるだけ

お客様がたくさんみえる徳良湖でございますので、そ

の辺の景観の部分についても、どういうふうな配慮が

できるのか、その辺は事前に調べて議会のほうにもお

伝えしながらやっていきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 これから100年、今まで100年以上に、徳良湖をしっ

かり守っていきたいと私も思いますので、その工事に

関しましては、時間を短くということでなく、しっか

りとした湖面を維持できるような工事であれば、長い

時間例えば水がなくても、徳良湖を愛する皆さんであ

れば理解してくださると思います。ですので安易に考

えないで、長いこと例えば維持経費を軽減できる考え

方とか、あと３年に一辺の水抜きがもっと長いスパン

でできるような工夫があれば、もっといいのかなと思

っているところなので、丁寧に対応をお願いしたいと

思います。先ほど市長からも湖畔のいろいろな桜の手

入れをしたり、さまざまな花をするということをお聞

きしましたので、湖畔に水がない時期には、そういっ

た形で、いろいろ集う楽しみができればまた違ってく

ると思います。さらにはいろいろなアクティビティを

楽しめるような工夫をするということをお聞きしまし

たので、そちらのほうも本当に望まれることだと思い

ます。子どもたちも含め若い人たちも含め、お年を召

した方も含め、湖畔を利用できるような、そんな考え

を持ってやっていただきたいと思います。こうしたこ

とを踏まえ、私はちょっと日本遺産とか産業遺産とい

う名前を出しましたけれども、別にそれにとらわれず、

徳良湖の歴史と文化、これからを体験できることがで

きればいいと思いますので、ぜひそちらのほうにも力

をかけて、後世に伝えていっていただきたいと思いま



すけれども、気になるのが花笠踊り資料館でございま

す。キャンプ場の管理棟に突如現れたそこの使い方、

今後どうなさるのかちょっとお聞かせ願いたいんです

けれども。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 花笠踊り資料館につきましては、今現在キャンプ場

の管理棟の中にあります。もっと人の目につく場所が

ないのかなっていうふうな話もあります。今の徳良湖

温泉花笠の湯の活用の方法なんかも、年間９万人を超

える方が来ておりますので、そういう部分で展示スペ

ースなんかを活用できればなというふうな部分が腹積

もりとして今あるところであります。ただ今後、キャ

ンプ場またはその「ドツキ市」という大きな１つの目

玉も出てきてますので、そういう部分も考慮しながら

進めていくべきかなと思っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 それを聞いて少し安心しました。あのままでは、や

はりもったいないなって大変思っているところです。

花笠踊りの歴史としては、もう来年で100年になるわけ

ですよね、その100年の重みも含めて見えるような展示

と、あと方法をぜひ考えていただきたいと思います。

あそこは、キャンプ場の管理棟でもありますので、ぜ

ひアクティビティな形で、若い人たちがどんどん活用

できるようなスペースであったほうが私はいいんでは

ないかと、個人的には思っているところなんですけれ

ども、ぜひ冬も今年冬、たまたま雪まつりがなかった

ので、冬のキャンプをしていたんですけども、大雨が

降って大変な思いしたとは思うんですけれども、楽し

く皆さん冬キャンプを楽しまれたってことも聞きまし

たので、ぜひ冬のキャンプはやっていただきたいんで

すけど、そのようなことは考えはないですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 徳良湖での冬キャンプについてですけども、今回雪

まつり、本来やれれば良かったんですけども、その中

の一つのイベントとして、ちょっと実施しようかなと

いうふうな形でありました。ただ、そのもののイベン

ト本体はなくなってしまったわけですけども、その際

一度体験してもらった経過と、または感想などを当課

のほうにいただきたいということもありまして、キャ

ンプだけは、そういうふうな流れの中で実施してみた

とこであります。その方々からも今回意見貰っており

ます。やはり冬にキャンプできる場所が少ないという

のが一番大きな意見でありました。ですので、そうい

う安全管理ができることをまず前提として、キャンプ

をしていい場所を提供してほしいということでありま

したので、徳良湖のオートキャンプ場でいえば、例え

ばフリーサイトを中心として安全管理をきちんとした

中でのエリアを区切るというふうな部分で実施すると

かというのが、今現在もしかすると方向性としてはあ

るのかなと思っています。ただ、そういう部分、いろ

んな私たちも分からない部分もあります。そういうふ

うな自然環境の中で命の危機がある部分も感じており

ますので、またぜひ検討していく中で、しっかり話し

合っていきたいと思っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 徳良湖100周年、春も夏も秋も冬もとにかく100％そ

こを集いの場としていっていただけるようにお願いし

たいと思います。冬キャンプのほうも可能性があると

いうことでほっとしました。以前観光物産協会が管理

している時には、冬もやっておりまして、一番冬人気

だったのが、イグルーといって雪の型を作ってそれを

積み重ねていく、何でしょうね、遊びも含めての体験

だったんですけども、非常に好評で、そういうことも

今年のように雪がないとできないんですけれども、大

変雪があるところでは楽しみになりますので、ぜひい

ろんな工夫をしていただいて、冬も使えるキャンプ場

にしていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

 それでは３番目の公文書保全について再質問したい

と思います。 

 さまざまな文章に対しては、私一番大切なのは、何

が大事で、きちんと公開なっていなくても、その段階

で必要とされる資料とかっていうものは、非常に後々

必要になってくるのかなっていうふうに思っていると

ころです。なぜかと言うとですね、いろいろ失敗の中

に成功があるとすると、失敗でなくても10年後にそれ

が日の目を見るようなことって大変あると思います。

そのような何でしょう、公開すべきではないかもしれ

ないんですけれども、各課で判断する内容としてはど

のような基準を設けて、長期残すべきもの、３年残す

べきものってふうに考えておられるのか、ちょっとお

聞かせ願いたいと思います。 



◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。文書保存の際の保存年限等の判

断基準ということでございますけども、現在、市の文

書規程につきましては、先ほど市長から答弁ありまし

たとおり、尾花沢市文書管理規程というようなものを

定めまして、その中で保存年限を区切って保管をして

おるところでございます。永年保存につきましては、

先ほど市長からもありましたとおり、市の基本事項に

関する事項を始め10項目の文書に関しての規定を設け

てございます。また、10年保存文書についても市の重

要な事務事業計画の樹立に関する文書等を始め９項目、

それから５年の保存文書についても６項目、３年の文

書についても４項目ということで、それぞれ、詳細な

こういった文書だというふうな範囲、基準を決めまし

て、保存をしておるところでございます。ただ現在に

おいては、担当課がその保存の部分を基本的に判断い

たしまして、さらにはそれが総務課長のほうで引継ぎ

をいたしまして、そこで精査をしながらですね、書庫

のほうに保存するというふうなことでございます。そ

ういった意味では、やっぱり議員ご指摘のとおり、複

数の視点で検証してですね、きちんと必要な文書、資

料についてはきちんと残していくというふうな観点が

必要であると思いますので、そういった観点でも、検

証の仕組みにつきましては、引き続き今後も検討して

まいりたいとふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 たぶん、課長さん大変なんだろうなと、その判断は

というのは思っています。今の言葉でも非常にわかり

ます。 

 やはり、課長さんはだいたいのことは分かる。でも、

人事異動でいろいろ退職なさる課長さんが多かった場

合には、かなりの課で、その方々が情報のほう、どな

たかに引き継ぐということになると思います。そのと

きに、できるだけたくさんあったほうが、その中から

判断する材料としては良いと思うんですけども、文書

の中でなくなった物に関しては、その課長さんしか分

からないということになってしまうと思います。これ

からは、ぜひＡＩとかプログラミング教育、これから

子どもたちもそういう世代になりますので、文書を全

部デジタル化しておきさえすれば、それを10年後かも

しれないんですけれども、判断する材料として、なん

で失敗したのかっていうのがわかってくるようなそん

な、時代にもなると思います。ですので、今までの60

年、尾花沢市制60年の中でも、もしかしたら振り返れ

ばもっともっと参考になるような資料とかがあったか

と思いますけれども、そのようなことも可能性として

はこれから開けてくると思うので、できるだけデジタ

ルデータで残していただいて、写真とか映像は特にも

う二度と撮ることはできないと思いますので、大切に

なさってください。先ほどお聞きしたところでありま

すと、フィルムとデータベースとしてなっている、デ

ータになっている部分は、平成30年度からやっている

かと思うんですけども、過去のものに関してはたぶん

フィルムであると思います。ですのでカラーでない時

代も含めて、どんどん劣化しておりますので、時間を

置くことなく、最近はそんなにデジタルデータにする

のも費用もかかりません。時間もかかりませんので、

どうぞ残していただくような工夫をしていただきたい

と思いますけれどもいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。やはり今ご指摘ありましたとお

り、現在文書関係につきましては、紙ベースで保管を

しておるところでございます。これもやっぱり、保管

するスペースに制限がありまして、こういった年限に

基づいて、古くなった物は廃棄していくというふうな

流れになっているかと思います。そこをデータベース

化すればですね、文書の保管スペースというのは、少

なくなるといいますか、必要なくなってまいりますの

で、そういったことも含めまして、国の文書管理の流

れもですね、だんだんデジタル化のほうに移行してい

くというふうなことがございますので、データベース

化するには、その文書の選択等、手間や時間かかると

思いますが、将来的には、やっぱりそういった方向の

検討が必要ではないかなと思っております。また、写

真のフィルムにつきましても、やはり年数が経てばで

すね、劣化していくというふうなご指摘のとおりだと

思いますので、そういったところもデータベース化し

て保存していくというふうなことを、今後進めて行か

なければならないのかなというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 塩原議員。 

◎11番（塩 原 未知子 議員） 

 ありがとうございます。最後になりましたけれども、



この３月をもって退職なさる職員の皆様におかれまし

ては、健康に留意され、慣れ親しんだ職場を離れても、

地域におかれまして、また益々のご活躍をご祈念いた

しまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 あ

りがとうございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、塩原未知子議員の質問を打ち切ります。 

 次に、８番 鈴木由美子議員の発言を許します。鈴

木由美子議員。 

〔８番 鈴木由美子 議員 登壇〕 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 おはようございます。マスクを外させていただきま

す。通告にしたがい一般質問させていただきます。大

きく３点ございます。 

 まず最初に、就職氷河期世代と地元出身者への就職

支援についてです。就職氷河期世代の中心層となる35

歳から44歳の2018年の人口は、全国で1,689万人となっ

ております。そのうち正規職員等は916万人に対し、非

正規職員等は371万人、非労働人口は219万人、そのう

ち家事や通学などもしてない無業者と言われる方が40

万人となっております。このようなことを踏まえまし

て、２点質問いたします。 

 氷河期世代に対する就職支援について、令和２年度

からの３年間で大きく予算を確保し、相談や教育訓練、

就職までの切れ目のない支援をしていく内容の計画が

昨年12月に閣議決定されました。社会参加にも向けて、

心のケアが必要な場合などのより丁寧な支援を必要と

する方への支援を含めて、本市でも総合的に就職支援

をすべきと考えますがいかがでしょうか。市外から本

市へ移住する際には、移住支援等さまざまな支援がご

ざいます。市民が地元に就職を希望する場合でも就職

しやすいように、就労前から就労定着まできめ細やか

な相談支援や、必要に応じ住居支援などの手厚い支援

をしていくべきと考えますがいかがでしょうか。 

 次に、尾花沢市国際交流協会についてです。今回一

つの国から始まった新型コロナウイルスは、瞬く間に

世界各地に広がり、世界そして日本の経済社会を混乱

させております。また目に見えない脅威に疑心暗鬼に

なったり、間違った情報で、思いもよらぬ行動をして

しまったりと、本来の目標や希望を見失いそうになっ

ていくことが心配です。ですが私たちは、世界の中の

一人であるということを、今回のことで改めて痛感し、

正しい情報を得て偏見や差別のない考えを持つことも

重要だと感じました。今回のマスク不足など、外国に

さまざまなものを依存して生活が成り立っているとい

うことを思い返し、これからも国際社会の一員である

ことを自覚していかなければと思うところでございま

す。今、日本は世界から厳しい目で見られており、こ

れを払拭させていくことも、これから私たちに与えら

れた課題ではないかと考える中で、この国際交流協会

の大切さも思い、質問させていただきたいと思います。 

 尾花沢市にも国際交流協会が設置されております。

以前は本市に在住している方との交流なども含め、さ

まざまな活動を行っていたとお聞きしております。し

かし現在の活動は、尾花沢花笠まつりのパレードの参

加のみとお聞きしております。外国の方と市民との国

際交流はもっと深めるべきと考えますが、３点につい

てお聞きしたいと思います。 

 協会の設置目的と現状の課題、今後の運営方針をお

聞かせください。本市は銀山温泉に対するインバウン

ドで、多くの外国の方が訪れておりますが、インバウ

ンドの方が、市内在住の方との交流の場がほとんどな

い状況です。国際交流は民間主導ではなかなか進まな

い現状であることから、国際交流協会主導で市民交流

のきっかけを作っていくべきと考えますがいかがでし

ょうか。 

 尾花沢市学校教育検討委員会の提言書において、学

校構想の要望に、英語力の向上に力を入れた教育の推

進とあります。教育委員会からも英語力の向上に力を

入れた教育の推進にとどまらず、海外に姉妹都市を持

ち、海外との繋がりがある市を目指すなど、尾花沢な

らではの教育として発信されるよう検討されたいとの

意見が出されました。そのことを踏まえ、今後どのよ

うにして英語力向上に向けた教育をされていくのか、

具体的にお聞かせ願いたいと思います。 

 アジア圏との子どもたちの異文化交流であっても、

お互いのコミュニケーションを図る上で、公用語世界

一の英語を学ぶことにより、使うことで学業への意欲

向上にも繋がると思いますがいかがでしょうか。また

異文化交流をすることにより、自分のことや地域のこ

とを語る上で身近な自然文化など自分の住む街を見つ

め直し、郷土を大切に思うふるさと愛の育成に繋がる

と考えます。さらに、地元企業の協力を得ながら、海

外の取引先からの交流先の紹介なども含めて、連携し

た教育に結びつくとも考えます。そういったことを積

み重ねて、地元の活性化に発展していくと考えますが

当局のお考えをお聞かせください。 

 最後になりますが、ご意見箱の設置についてです。

昨年の９月の定例会でご意見箱の設置についての一般

質問した際に、設置に向け前向きなご答弁をいただき



ました。その後、設置を待ちわびる市民が多くいらっ

しゃいますので、この度も質問を用意させていただき

ましたが、先日３月３日の市長の施政方針の中に、市

役所、地区公民館に設置し、市民の皆さんから広くご

意見をお聞きしていくとの発表がございました。あり

がとうございました。そこで市長のおっしゃるように、

市民の皆様のご意見を聞くという姿勢が一番大切であ

ると思います。ご意見箱を設置した後の集約したご意

見の活用方法をお聞かせ願いたいと思います。以上で

ございますが、自席での再質問をさせていただきたく

よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 鈴木由美子議員から、大きく３項目についてご質問

いただきました。順次お答えいたします。 

 はじめに、「就職氷河期世代と地元出身者への就職支

援」についてお答えいたします。 

 就職氷河期世代と言われる方の中には、就職できな

かったことが原因で社会との関係が作れずに「引きこ

もり」となり、心のケアが必要な方も少なくないよう

です。しかし、こうした方の中には相談支援の窓口の

門を叩くまでに至らなかったり、家族も含めて支援を

必要とする意思表示がなされずに、民生委員や相談窓

口まで、つながっていないケースもあることから、対

象者を把握することは非常に困難な現状です。 

 まずはこうした方に対してのアプローチが必要と思

います。市では生活困窮者自立相談支援事業として、

平成27年度から尾花沢市社会福祉協議会にお願いし、

尾花沢市生活自立支援センターを設置しております。 

 この事業は、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却

することを支援するため、相談者の状態に応じた包括

的かつ継続的な相談支援等を実施することで、支援対

象者の自立を促進することを目的としています。相談

者の個々の状況にあった支援プラン等を作成し、ハロ

ーワークなどの関係機関と連携をとりながら、自立ま

でを包括的・継続的に支援してまいります。今年度よ

り、支援員１名を増員し、２名体制で相談支援業務の

充実を図っております。 

 事業の業績は、平成30年度は年間156回の電話相談及

び連絡、108回の訪問やハローワーク等への同行支援、

66回の面談を行っています。令和元年度は、４月から

12月までに電話相談及び連絡が156回、訪問及び同行支

援が148回、面談は37回実施されており、きめ細やかな

支援に努めております。 

 社会参加に向けて、心のケア等が必要な場合につい

ても、生活自立支援センターと福祉事務所で連携を図

りながら、医療機関や保健師へとつないだり、一般就

労が困難な場合には障害福祉サービスへ結びつけるな

ど個別に対応している状況です。今後とも生活自立支

援センターと連携を密にしながら、切れ目のない支援

ができるよう努めてまいります。 

 次に、就職希望から就労までの支援や居住支援につ

いてですが、本市では、市民の雇用情勢の改善と定住

促進、産業の振興を図るため、厚生労働大臣より許可

を受けた無料職業紹介所を庁舎内に設置し、職業の紹

介や斡旋を行っております。相談の際は、配慮すべき

さまざまな事情を抱えておりますので、プライバシー

に配慮したブースを設け、個別相談に応じております。 

 職業紹介では、ハローワークとの連携を密にしてお

り、求人情報オンラインを利用し、ハローワーク求人

の案内も可能となっております。また、当案内所での

職業相談は、雇用保険の失業給付を受給している方の

就職活動にも認定されるなど、求職者の利便性に配慮

した対応を行っております。 

 就職氷河期世代への支援は、これらの取り組みのほ

か、ハローワークなどでも各種施策を講じております。

市役所内の連携だけではなく、社会福祉協議会やハロ

ーワークなどの関係機関とも連携を密にしながら、国

の支援プログラムに基づき、必要な方に切れ目のない

支援が届く体制を構築していきます。 

 また、就職氷河期世代を含めた生活困窮者への居住

支援として、住居確保給付金の制度があり、離職また

は自営業の廃止によって経済的に困窮し、住居を喪失

した方や住居を喪失するおそれのある方に対して、家

賃相当分の住居確保給付金を支給することで、住居や

就労機会の確保に向けた支援を行うものです。 

 現在まで申請の実績はありませんが、住居確保給付

金の受給を希望する場合は、尾花沢市生活自立支援セ

ンターで、申請手続きを行っており、加えて本人の状

況や課題についてアセスメントを行い、住居支援のみ

ならず、自立に向けた包括的な支援を行っております。 

 次に、国際交流協会の設置目的と、現状の課題、今

後の運営方針についてお答えいたします。 

 まず設置目的ですが、本市の国際交流協会会則第２

条には、「全ての外国と交流を深め、国際親善、友好関

係の発展に寄与するため、友好及び交流進展のために

諸事業を行う」と明記されており、目的達成のための

事業として、「国際交流の意識高揚と環境整備」、「外国



人住民と地域住民の相互理解と交流活動の推進」が掲

げられております。 

 現状の課題ですが、尾花沢市国際交流協会は平成４

年度に設置され、これまで、中国への訪問や、外国か

ら嫁いできた方への日本語教室、料理教室などを開催

してきました。しかし、海外から嫁いで来られた方が、

地域生活に溶け込むことで事業への参加者も減少し、

さらには指導者の高齢化で、現在は「おばなざわ花笠

まつり」の花笠おどり大パレードへの参加が主な活動

となっており、協会の自主事業存続も難しい状況です。

会の役割を再度明確にすることが必要です。 

 今後の運営方針ですが、現在の組織は、主に各種団

体の代表者から構成されており、実務に携わる方もい

ないため、これまで実施してきた事業を継続すること

は難しいと考えております。今後、国際交流に係る事

業を推進するためには、協会運営に積極的に関わって

いただける方々を中心に、組織の再構築が必要である

と考えております。 

 昨今のインバウンド効果によって、日本を訪れる外

国人旅行客は大変増加しており、本市でも、平成30年

度には台湾の方を中心に１万５千人以上の外国人旅行

客が銀山温泉を訪れております。また、市内にはイン

バウンドの観光客のほか、外国人労働者も増加してお

り、海外から嫁いで来られた方も含めれば、多くの外

国人が本市との関わりを持っているものと思います。 

 さて、国際交流協会主導で交流のきっかけをとのご

提案ですが、先にお答えしたとおり、本市の国際交流

協会の現体制では難しいと考えております。海外から

嫁いで来られた方を対象とする日本語教室や料理教室

の開催は、嫁いで来られた方々のニーズがあり実施し

てきたものです。現在行っている唯一の事業「おばな

ざわ花笠おどり」大パレードについても、市内の外国

人参加者は、各地域団体やこども会での参加となって

いるため減少しており、近年は、宮城県からの外国人

留学生グループを中心に参加している状況です。 

 これまでの様々な活動は、会員の中で活動してくだ

さる方を中心に、事業展開してきたものです。今後、

国際交流協会の主導で事業を実施するには、交流活動

に意欲的な方を中心とした組織にする必要があります

ので、協会の再編とあわせて具体的な事業内容を検討

していきたいと考えております。 

 また、海外に姉妹都市を持ち、海外とのつながりを

目指してはどうかとのご提案ですが、姉妹都市を考え

る場合、民間の交流がきっかけとなり、その輪が広が

って姉妹都市締結に結び付くのが理想的であると考え

ておりますので、市内に外国人との交流活動を行って

いる団体や企業等がございましたら、積極的に支援を

考えてまいります。 

 子どもたちの英語学習に関する質問については、教

育委員会より答弁いただきます。 

 次に、「ご意見箱の設置」についてお答えいたします。 

 市民の皆様から市政に関するご意見については、こ

れまでもメール等でお受けし、回答もお返ししており

ましたが、より広くご意見をお聞きするため、ご意見

箱の設置に向け、準備を進めてきました。 

 現在の進捗状況ですが、いただいたご意見に対する

回答、公表などについて、個人情報保護等の観点から

どのような取扱いをすべきか内部で十分に検討を行い、

この度、要綱案もようやく固まったところです。 

 また、ご意見箱の設置場所は、市役所庁舎だけでな

く、各地区公民館にも設置し、多くのご意見をいただ

けるよう、４月からの運用開始に向け、庁内調整を進

めております。 

 次に、ご意見箱に寄せられた意見の活用方法につい

てですが、この度、新たに定めた要綱案では、市民の

方々の意見が出しやすいように「ご意見記入用紙」も

作成しております。 

 この用紙には、意見を自由に記載していただくほか、

回答や公表希望の有無についてもお聞きする欄を設け

ております。 

 いただいた意見、回答については、ご本人の意向を

踏まえることとなりますが、原則公開することを考え

ております。市民の方々から寄せられた意見は大変貴

重です。関係各課で情報共有し、今後の政策立案の参

考にさせていただければと考えております。 

 以上、答弁とさせていたただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 英語教育に関するご質問については、教育指導室の

ほうよりお答えさせていただきます。 

 はじめに、英語力向上に向けた教育についてお答え

いたします。英語力を高めることは、本市のみならず、

県、国としても大変大きな課題であり、海外で活躍で

きるこどもを育てる視点からも重要と考えております。 

 本市においては、昨年、一昨年の２年間で、次のよ

うな取り組みを行ってまいりました。 

 １つは、夏休みを活用したイングリッシュキャンプ

の実施です。ＡＬＴのネイティブな発音とともに過ご

すことで、参加した子どもたちの英語に対する意識の



確かな高まりを感じとったところです。また、中学生

に対する年１回の英語検定の受験料の助成や、小学校

英語科の教科化に伴う職員相互の研修体制づくりの充

実などに取り組んでまいりました。 

 学校教育の視点からの英語力の向上に向けた取り組

みとしては、まずは授業の充実が第一であると考えて

おります。本市では、小学校の英語の教科化をスムー

ズに進めるために、今年度、小学校の先生方の授業交

流を実施いたしました。授業内容の計画を提示し、授

業を参観し、感想をメールでやりとりするという形の

簡易な授業研究会の実践であります。これにより、お

互いの授業の見直しや、参考になる教材のやりとりが

なされ、たいへん有効な取り組みになりました。 

 イングリッシュキャンプや英語検定の受験料助成な

どを継続していくとともに、小学校に限らず、小中学

校間の連携も充実しながら、教育力の向上をめざし、

海外で活躍できるこどもの育成をめざしていきたいと

考えております。 

 次に、英語を学ぶことによるふるさと愛の育成・地

域活性化についてお答えします。英語を学ぶことによ

り、国際的な感覚を身につけることの大切さは、ご指

摘のとおり、英語を学ぶ根幹であると考えます。また、

理解の深まりや学ぶことの楽しさが学習意欲につなが

ること、国際的な視野を広げることで、自らのふるさ

とのよさを実感できるようになることも、鈴木議員ご

指摘のとおりであります。英語教育の充実については、

先ほど申しあげました授業の充実を中核にしながら取

り組んでまいります。 

 地元企業との連携についてお答えいたします。議員

ご指摘のとおり、日本の企業の特色として、海外に支

店を置き、生産システムを工夫しながら成長・活躍し

ていることがあげられます。本市においても、海外の

支店と連携しながら成長し、グローバルに活躍してい

る企業もございます。このような企業の運営にあたっ

ては、英語力を育成し、活用できる子どもを育てるこ

とが不可欠です。子どもの成長が、尾花沢の成長にも

結びつくような、グローバルな人材育成に努めてまい

りたいと考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 ありがとうございました。早速ですが、最初に質問

させていただいた就職氷河期のことについてなんです

が、就職支援のことについてです。 

 お答えいただきました、昨年の事業実績として、面

談回数が平成30年度よりも令和元年度は、ハローワー

クへの同行支援などの面談が66回から37回に減ってい

るようですけども、こちらはどういったことで少し前

年度より減ったんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。１つひとつのケースをちょっと

見たわけではありませんので、具体的なそのなんで減

ったかという原因はちょっと分からないではいるんで

すけれども、ただこの数字を見る限り、例えば平成30

年度の156回の電話相談に対して、すでに12月までで

156回という電話相談だったり、それから訪問のほうも

同行支援108回に対し148回とのことで増えております。

ですので、さまざまな方法でといいますか、電話だっ

たり同行訪問だったりというふうなことで、その時々

の対応で、そのような電話だったりっていうようなこ

とをしたんだと思います。それから１つのケースに対

して複数回の訪問だったり、電話だったりというふう

なことがありますので、そのようなことでご理解いた

だきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 皆さんやはりこれちょっとかなりナーバスな問題な

ので、一概に解決することは難しいのかもしれません

が、皆様ご努力いただいているんですが、なかなか面

談に至らないケースもあるのかなと私も今思いました。

ですが、こういった、ハローワークとの連携とかして

いただきながら、なかなか表に出られない方を少しで

も前に社会に取り戻していただく活動というのはやは

り重要なのかと思います。企業のご理解っていうのも

すごく重要なことなんだと思うんですが、会社だけで

はなくて農業分野などでも、今、後継者不足にも悩ん

でいらっしゃいますので、まず企業で働く前の活動と

して農業のほうにご紹介するなど、積極的にちょっと

体を動かすようにするなど、そういった情報提供など

の支援というのも必要なのではないかと思うところで

すが、その辺いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。市長の答弁にもありましたけれ

ども、このご質問をいただいた時に、その引きこもり

の状態の方を把握すること自体がまず難しいというこ



とです。私どもの認識としても、なかなか窓口に来て

いただけないということですので、今お出しした数値

というのは、あくまで窓口に来て就職を希望している

んだということへの対応です。ですので実際にその引

きこもられている方と言いますか、その方がどのくら

い出て、どなたなのかということさえもわからずに、

把握できないような状況です。ですので、実際には例

えば民生委員さんだったり、ちょっと１つ例申し上げ

ますと、包括支援センターの方がそのご自宅の対象者

の高齢者のことで訪問しまして、たまたまそこにいた

息子さんなりを就職に結びつけたという例を聞いてお

ります。そのように、なかなか表に出られない方の把

握、そのことがまず難しいのかなと思っております。

もちろん仰るように、そうした方が農業を希望するん

であれば、そのような形の支援というのも十分に考え

られると思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 ありがとうございます。やはり課長が仰るとおり、

その前面に出てこれるまでが大変なんだっていうのは

私も認識しているつもりなんですけども、民生委員さ

んとの協力、地域の方の優しい眼差しなんていうのも

期待しながら、そちらの方のほうをやはり忘れずにい

なくちゃいけないなと私は思っている次第です。ぜひ

とも、もしかしてそれ諦めずに、今はお家のほうにい

らっしゃるかもしれませんけども、どなたがいらっし

ゃるのかちょっと人数も把握、もしかしたらできてな

いのかもしれませんけども、いらっしゃった時にはそ

の方の今まで眠っていた能力を掘り起こして、尾花沢

の経済の活性化につなげていって欲しいと思っており

ます。 

 次になんですけども、地元に就職を希望する場合、

移住支援などの手厚い支援をしていくべきではないか

というのも私書いてしまったんですけども、その他、

私ちょっと調べましたら、山形県では、若者の定住奨

学金返還支援事業というのがあるようです。この事業

は、地方創生枠、産業団体等の連携枠、市町村枠の３

つがあります。これインターネットのほうで私もちょ

っと調べてみたんですけども、産業団体の連携枠では、

尾花沢市では１社、指定企業の登録をされているよう

でした。インターネットで調べますと、そちらの他に、

新庄市や鶴岡市などの市町村で、その支援の情報がす

ぐ見られるようにもなっておりましたが、尾花沢市の

ホームページの就職・退職というコーナー、クリック

しても、この情報を見つけることができませんでした

が、このような情報提供は早いほうが良いのではない

かと思うんですけどもいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 ちょっと今準備といいますか、通告になかったもの

ですから手持ちの資料ないんですけれども、例えばで

すね、今ホームページのほうを整理をさせていただい

ております。全課をあげてもやっておりまして、もう

少しすっきりした形でのホームページを今作り上げを

やっていると。今ご指摘のあった、そういった山形県

の情報とかタイムリーなものが入ってないということ

も今お聞きしましたので、そういったことも含めてホ

ームページのほうを作り上げていきたいと考えており

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 今非常事態も出ているということで混乱されている

のだとは思いますけども、その混乱の前に情報がたぶ

ん流れているということだったと思いますので、その

都度その都度、ホームページなり情報の見直しをお願

いしたいと思います。尾花沢市でも登録はされている

んですよね。そして、当市の募集人数ってのは何名に

なっていらっしゃるんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 商工観光課長。 

◎商工観光課長（永 沢   晃 君） 

 議員からの通告にはありませんでしたので、今手元

のほうにも資料ない状況であります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 後でまた個人的に質問させてください。まあそうい

った県の支援策あるんですけども、また当市独自の返

還事業などお考えはないかなというところもございま

すが、その辺はいかがでしょうか。 

 すみません。また後で聞かせていただきたいと思い

ます。 

 次にですね、混乱のさなかではありますが、就職の

時期も近づいておりますので、情報は若い方には大変

必要なことだと思います。 

 次に、尾花沢市の国際交流協会についてなんですけ

ども、こちらは第６次尾花沢市総合振興計画の後期基



本計画にもございまして、主要政策の中にも盛り込ん

でおりました目標と計画の中にあるものなんですけど

も、やはりこれは進まないものなんでしょうか。交流

協会の役員のメンバーの方は、市をはじめさまざまな

商工関係、教育関係、あとは尾花沢の企業様、商工会

様、さまざまなボランティア団体さんなど世界的なボ

ランティア団体さんなど、さまざまな団体が加盟して

いらっしゃいますけども、その辺はいかがなのでしょ

うか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 国際交流協会の件に関してですけども、やはりこの

協会が出来上がった時代的な背景ってのは非常に大き

いものがあると思います。ちょうどその頃というのは、

海外から尾花沢に嫁いで来られた方々、その方々が尾

花沢に馴染むために、非常に大変な思いをしていると、

それをなんとか尾花沢で生活して、そしてよかったと

言える状況を作り出そうというので、その効果という

のは非常に大きかったと思います。日本語教室とか料

理教室とか、いろんな形でやらせていただきました。

また私も含まれておりましたけども、台湾からの団体

でおいでになって、食文化交流会もやらせていただき

ました。やはり尾花沢の人たちと台湾の方々と、その

食文化交流会をやった際に、こんなに味の違いがある

んだというのをまた認識した上で、良い関係でずっと

来られてました。代表の方が病気で亡くなられ、その

後疎遠になっておりましたけども、一部民間の方でま

た台湾に行かれたり、それから台湾からも昨年その

方々おいでいただきました。そしてまたぜひですね、

尾花沢のほうにゆっくり来てくださいということをお

願いしておきましたし、またおいでになることってい

うことは十分可能だと思います。その方々が尾花沢に

いらして、特に夏でした。スイカを買い求めていらっ

しゃるんですけども、その個数が半端でございません

でした。120個とか150個とか、そういう状態で買って、

そしてもちろん台湾に送るようにしているんですけど

も、日本国内の交流のある方々に送ってました。すご

いなと思って私も見ましたし、そして現在の基幹集落

センターに、その当時テレビがそこになかったもんで

すから、テレビの寄贈もしていただきました。そして

銀山が非常に好きで、来たらすぐ銀山にお泊りになる

と、そしてまた私たちも銀山に足を運んだことが多々

ございました。そういった時代背景があって、ここま

できたわけでございますが、当時尾花沢に嫁いで来ら

れた方々が地域に非常に馴染んできて、そして地域の

子どもたちと一緒に仲良くやっていて成長している過

程の中で、今まで日本語教室とか料理教室をやってき

たのがしっかりと定着する形になったもんだから、

段々縮小してきたという経過があると思います。そう

いったことも含めてですね、現在その交流協会をじゃ

あ市の観光課あたりで独自でその協会をやれるかと言

うと、今の現職員の体制の中で、その分野を担うとい

うのはかなり厳しい部分でございます。ですからでき

ることならば、民間の方々が中心になって、それに市

が支援していくという形であれば、また今後とも良い

方向に持っていけるんじゃないかと思います。ぜひで

すね、今日議員の皆様方にも、よしやろうじゃないか

というふうなことになって、前に進めるような状況で

したら、市のほうでもお手伝いしていきたいというふ

うに考えますので、十分ご理解の上よろしくお願いを

申し上げます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 何度も混乱の最中ではあると思いながらも、これも

重要な課題かと思いまして、質問させていただいてお

りますが、まずこの国際交流協会という素晴らしい

方々の集まりをなくすことなく、市のほうで集まりの

場を支援していただいて、情報交換の場として改めて

再編成していただければなと思うところでございます。

また、昨年の尾花沢小学校の６年生の商店街の活性化

プロジェクトの中の提案書の中にも外国人も楽しめる

商店街っていうテーマもございまして、訪日客との文

化交流を図りながら、日本食やショッピングを楽しめ

る機会が尾花沢の商店街にあってほしいという子ども

の意見も出ております。ぜひ尾花沢の子どもにも夢や

希望を持たせる教育も必要であると思っておりますの

で、またご検討のほうよろしくお願いいたします。 

 次に、ご意見箱の設置を早速実行していただき大変

心強く思っているところでございます。また今まで無

かったにも関わらず、前にあるという印象を持ってい

る方がいっぱいいらっしゃいますので、今度こそ意見

箱ありますと言えるようになるんだなと思います。そ

れでですけども、今までパブリックコメントに対して

どのようなご意見が来ているものでしょうか、お聞か

せください。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 



 大変申し訳ございません。パブリックコメントは、

それぞれの分野ごとの計画があるのでございまして、

議員は、何のパブリックコメントに対するご意見かち

ょっとわからなかったのでよろしくお願いします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 市に対するご意見、何の分野っていうのはないんで

すけども、全体的にどういうご意見がさまざま来てい

るかと思うんですけども、言える範囲でと思って、今

質問させていただきました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 市に対するご意見でございますけれども、まあ正直

申しまして、匿名のものがほとんどでございます。と

いうことは当然でありますが、この場でちょっと言え

るような内容はほとんどない状況でございまして、現

実はそういうふうな感じになっております。ただ今回、

ご意見箱の中にはお名前も記載いただけるような形で、

様式のほう準備してございまして、それに対して個人

情報保護の観点から公表しても良いよと、皆に出して

も良いよといったことをご承諾をいただいた上で、出

せるような形を取らせていただいておりますので、４

月からはそういった形で皆様のほうからからご意見を

いただければ、そしてそれを政策に活かしていきたい

と考えているところであります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 鈴木議員。 

◎８番（鈴 木 由美子 議員） 

 分かりました。今回意見箱のほうは匿名ではなく実

名を出してということですので、本当に前向きな意見

が入ると思います。皆様が頑張っていれば、もしかし

て励ましの声も賞賛の声も入ると思いますので、ぜひ

ともまた頑張っていただきたく、市民の皆さんの生活

の声を市政に反映していただけますようお願い申し上

げまして、私の質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、鈴木由美子議員の質問を打ち切ります。こ

こで15分間休憩いたします。 

 

休 憩  午前10時49分 

            再 開  午前11時02分 

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。この際、農林課長より発言の申し

出がありますのでこれを許します。農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 貴重な時間いただきまして大変申し訳ございません。

先の塩原議員のご質問の中で、ダムの水掛かりでない

面積についてというふうなご質問ございました。ダム

の受益につきましては約６割がダムの受益になってご

ざいますので、それ以外の面積につきましては、だい

たい約1,900haになるのかなというふうに想像してご

ざいます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 次に、７番 青野隆一議員の発言を許します。青野

隆一議員。 

〔７番 青野隆一 議員 登壇〕 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 ３月定例会にあたり、先の通告にしたがって一般質

問を行います。 

 来年度は、第７次総合振興計画や都市計画マスター

プランの策定など、本市の将来を方向づける極めて大

事な一年になるものと思います。さらに尾花沢市学校

教育検討委員会からの提言につきましても、今後どの

ように進めていくのか、市民の皆様と一緒に考え、大

いに議論を重ねていく一年にしなければならないと考

え、ています。そこで最初に、これから10年間の市政

を進めるために策定をされる第７次総合振興計画につ

いてお伺いいたします。 

 まずは人口減少についてでありますが、国勢調査が

示すとおり平成17年からは急速な減少となっておりま

す。特に平成22年度から27年度にかけましては、減少

率が10.6％となり、これは35市町村中５番目に高く、

さらには世帯数もこれまではずっと維持をしてきた

5,500台から5,100世帯へと激減をしています。もちろ

ん豪雪という本市の課題はございますが、それ以外の

原因についてどのように考えておられるのかお伺いを

いたします。 

 さて、第６次総合振興計画の計画最終年度となる

2020年度の将来人口について、当初は振興計画の積極

的な推進によって、定住人口を増加させ17,000人を目

指すといたしました。しかし、減少幅が予想を大きく

超え、後期計画では16,000人へと下方修正をいたしま

した。しかし、２月１日現在の人口は15,754人、さら

に割り込む厳しい状況となっております。つまり、夢

かがやき絆で結ぶ元気創造のまちづくりに掲げた政策

がこの10年間で必ずしも順調に進んだとは言い難い状



況と言わなければなりません。これからの計画策定が、

より実効性のあるものに高めていくためには、これま

での10年間の重要な政策の効果性についての検証作業

が必要不可欠であります。今後一人でも多くの市民や

各種団体から率直なご意見を聞くべきと考えますが、

市長のご所見をお伺いいたします。 

 次に、これから策定をする第７次総合振興計画の最

終年となる2030年度の尾花沢市の人口でありますが、

13,242人の予測をさらに下回って11,851人まで減少す

るという危惧もございます。そして65歳以上の高齢化

率は48.6％となり、一人暮らしや高齢者世帯はますま

す増えるものと予測されます。こうしたことから、特

に要介護状態ではなくても、自宅での生活が困難とな

る低所得者の高齢者が住み続けられる受け皿づくりを

はじめ、全ての高齢者が住み慣れたこの尾花沢で暮ら

し続けていくための新しい居住空間の整備を急ぐべき

と考えますが、市長のご所見をお伺いいたします。 

 そうした意味で、私は改築する予定となっている小

学校と隣接をして、保育園だけではなく、放課後児童

クラブや病児病後児施設、中央診療所、市営住宅、ケ

ア付き高齢者専用住宅、小規模多機能居宅介護施設な

ど、児童、健常者、障がい者、高齢者が同じ空間で一

緒に暮らす続けられる居場所づくりを整備していかな

ければならないと考えます。そうしたまちづくりの視

点を、これから検討される尾花沢小学校の移転地に隣

接した形で施設整備をどう進めるのか、第７次総合振

興計画や都市計画マスタープランの中に位置づけてい

くべきと考えますが、市長のご所見をお伺いいたしま

す。 

 次に、これからの学校教育の進め方について３点お

伺いいたします。 

 私は、教育というものはビニールハウスで苗木を育

てる仕事ではないかと思っております。どんなに立派

なハウスを立てても、苗は育ちません。そこには苗を

育ててきた豊かな経験と確かな技術を備えた農家が必

要です。ハウスは校舎、苗は児童生徒、そして農家は

教師であり保護者であり地域であります。どれくらい

のハウスを建てるかの前に、まずはこの尾花沢の土壌

にふさわしく、どこにも負けない立派な苗を育てるた

めにはどうするかの議論こそ最優先されなければなり

ません。そして、小規模校では多様な考え方ができな

いのか、本当に学力が低いのか、これ以上遠距離通学

になった場合の影響はどうかなど、たくさんの課題が

あります。残念ながらこのたびの提言書は、校舎や教

室の容量が最優先されております。魅力あふれる学校

にするために、どのような教育ビジョンや仕組みを作

っていくのか、これらについてご所見をお伺いいたし

ます。 

 今、全国で小規模校のもつ強みを生かした教育が取

り込まれ、成果をあげてきています。ＩＣＴやスクー

ルバスを活用した小規模同士の合同授業の実施や、文

科省のＧＩＧＡスクール構想などにどう取り組んでい

くかについても、ご所見をお伺いいたします。以上に

ついて、誠意あるご回答をお願いするとともに、新型

コロナウイルスの早期の終息とともに、一斉休校で家

庭学習に取り組んでいる子どもたちに、学校という当

たり前の日常が１日でも早く取り戻せますよう心から

願って、質問席からの質問を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 青野議員から大きく２点について、ご質問いただき

ました。 

 まず、第７次総合振興計画の策定に関する質問を３

点頂戴しておりますので、順次お答えします。 

 まず、人口減少の要因に関するお尋ねです。計画策

定にあたって実施した「アンケート調査」では、今後、

本市に「住みたくない」、「どちらかといえば住みたく

ない」と答えた方が３割を超える結果となりました。

20代を除く全ての年代では「住みたくない」理由とし

て「雪対策が不十分である」と回答しており、「豪雪」

は転出要因の一つです。雪対策に次いで、「市内に適当

な職場が少ない」や「日常の買い物が不便」と回答し

た方も多く、働く場に加え、日常生活を送ることに不

便を感じている方も多いことが分かりました。 

 一方で、中学生・高校生世代を対象に実施した「青

少年アンケート」の結果では、本市への愛着度は８割

以上と非常に高く、「今後も住み続けたい」と回答した

方も５割を超えております。住み続けたいと答えた方

の理由は「自然が豊か」、「住み慣れた土地」、「人間関

係が良い」との回答が多く、「本市への愛着があり、安

心して暮らせる」と感じていることが分かります。 

 また、「住みたくない」と回答した方の理由は「市内

に適当な職場が無い」が最多でありましたが、職場に

ついては、北村山管内の有効求人倍率が依然として高

い水準で推移しているほか、市内には世界に誇る技術

を有する企業、経済産業省も認める「地域未来牽引企

業」がありますので、市内企業を知っていただくこと

が何より重要であると考えます。来年度は、国立高等



専門学校と市内企業の協力をいただき、中学生を対象

とする「進路合同学習」を実施しますので、これまで

の取り組みも継続しながら市内企業の情報発信に努め

てまいります。 

 この度のアンケート結果や、「仕事が人を呼び、人が

仕事を招き、それを支えるために、まちが育つ」とい

う「まち・ひと・しごとの好循環」を踏まえれば、働

く場だけでなく人の確保も重要な要素ですので、重点

分野を定めつつ、あらゆる分野の施策をバランスよく

展開していくことが必要と考えます。今後、アンケー

ト調査の詳細なデータがまとまりますので、結果を十

分に分析し、効果的な施策を展開してまいります。 

 次に、主要な施策の効果検証と、今後の計画策定の

進め方についてお答えいたします。 

 これまで、昨年11月に実施した「まちづくりアンケ

ート調査」をはじめ、１月から全６回の予定で「尾花

沢市の未来を考えるワークショップ」をスタートして

おり、同時に、第６次総合振興計画に基づく各事業の

評価作業に取り組んでおります。評価作業については、

担当課による評価をベースとしつつ、市民アンケート

調査による各分野の「満足度・重要度」の結果と比較

しながら分析しております。アンケートの結果や、施

策の検証結果については、市民の皆様との意見交換の

場において説明資料として活用し、次期計画の策定に

役立ててまいります。 

 次に、市民との意見交換の場ですが、先ほど申し上

げたワークショップに加え、新年度から市内各地区で

「未来の尾花沢を語る会」の開催を予定しております。

また、各種団体との「意見交換会」なども順次開催し、

できるだけ多くの市民の皆様の意見を頂戴したいと考

えております。直接、意見交換することで、地域の課

題や必要とされる支援など、より具体的な実情が見え

てくるものと考えております。 

 第７次総合振興計画の策定にあたっては、「市民」と

「行政」が膝を交え、ともに「未来の尾花沢」を話し

合いたいと考えておりますので、各地区の代表者はも

ちろん、消防団、青年層、女性団体、ＰＴＡなど、男

女問わず幅広い年代の方にお集まりいただき、本市の

未来について積極的に意見交換してまいります。 

 次に、高齢者が尾花沢で暮らし続けるための居住空

間の整備についてですが、日本全体で急速な人口減少

が見込まれる中、本市においても人口減少に伴う生活

サービス機能の維持が懸念されます。こうした状況下

において、行政や商業、学校、医療機関など、さまざ

まな都市機能や住民の居住区を集約し、徒歩や公共交

通機関のみで暮らせるようなまちづくりが「コンパク

トシティ構想」であると認識しております。 

 高齢者が住み慣れた尾花沢で暮らし続けていくため

には、地域包括ケアシステムの構築、公共交通ネット

ワークの再構築、核となる公共施設の再編や中心市街

地の活性化策など、総合的に検討する必要があります。 

 住居や福祉施設、商業施設等を集中して配置するこ

とで様々なメリットがもたらされると思います。例え

ば、徒歩や公共交通機関の利用によって高齢者の自動

車事故を防げること、買い物難民や孤独化の解消につ

ながること、また、行政サービスの経費削減も期待さ

れます。さらには、人が集まることで新しいコミュニ

ティが生まれることや、中心商店街の活性化も期待で

きます。 

 一方、特に周辺部においては、地域コミュニティ機

能そのものの維持が危ぶまれており、地域が衰退しな

いような施策も併せて考える必要があります。 

 高齢者を対象とした居住空間の整備とのことですが、

ケア付き高齢者専用住宅となれば、施設整備に対して

さまざまな支援が考えられ、民間活力の誘導に力を入

れる必要があると考えます。仮にケアを除いた集合住

宅という視点に立てば、市営住宅の活用も考えられま

す。また、入居者の利便性や地域の活性化を考えれば、

公共交通ネットワークの再構築、商店街の新たな賑わ

いづくり、元気な高齢者が活躍できる場の創出など、

複合的な視点で考えなければなりません。 

 来年度は、第７次総合振興計画、都市計画マスター

プラン、第８期介護保険事業計画策定の年となります

ので、多角的な視点から総体的に高齢者施策を考えて

まいります。 

 これからの学校統合の進め方については、教育委員

会よりご答弁いただきます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 学校統合に関するお尋ねについてお答えいたします。 

 始めに、学校統合に伴って、教育活動の活性化につ

ながった事例といたしましては、部活動の維持があげ

られます。子どもたちの人数が減ることで、休部や部

員募集を取り止め、大会に参加できない状況にあった

子どもたちが活動の場を確保できたことは最も大きな

成果と考えています。 

 学校の閉校は、地域の活性化に関して少なからず影

響を及ぼしていると考えておりますが、旧名木沢小学



校体育館を地域の拠点として活用する取り組みをはじ

め、鶴子地区では鶴子小学校校舎の利活用に向け、話

し合いを重ねています。それぞれの地域で、地域の行

事を大切にしながら、地域の活性化や子どもたちの健

全育成に向けて取り組んでいただいております。 

 次に、教育の目的は、「人格の完成を目指す」ことで

あり、この目的に沿った小学校、中学校での教育は、

「社会性を身に付けること」や「規範意識を高めるこ

と」などが重要となります。 

 小規模校の強みや良さは、子ども一人ひとりに、き

め細やかな指導がなされること、子ども理解が深まる

ことなどがあげられます。一方、集団における協調性

や社会性の育成などは、大きな集団のほうが身に付け

やすい特性もあり、これらのバランスをとった教育を

実践することが求められております。 

 これらの過不足を補うための視点で、ＩＣＴの活用

や合同授業等に関する主な計画、実践・実績について

２点申し上げます。 

 １点目は、来年度、中学生を対象に企画している「進

路合同学習」です。この企画は、国立高等専門学校と

市内企業の協力を得て、将来の進路についての考えを

深めることを目的として実施いたします。 

 ２点目は、中学校３年生を対象とした「市長夢講話」

です。今年度は残念ながら開催できませんでしたが、

卒業を迎える子どもたちと未来について語り合う機会

を、今後も続けていきたいと考えております。 

 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、国が示す方

針に基づき、2020年度までに小学校５・６年生と中学

校１年生、2021年度に中学校２・３年生、2022年度に

小学校３・４年生、2023年度に小学校１・２年生のタ

ブレット等を順次導入するべく計画を進めております。 

 中１ギャップにつきましては、全国的に抱える問題

でもあります。本市においても、中学校進学後に学校

に適応できなくなった子どもが複数名おります。重大

な事態と認識しているところでございます。来年度は、

問題解決に向け、小中の連携を一層深めるべく、中学

校教員が小学校を訪問して出前授業を実施するなど、

お願いをしているところでございます。授業を通して、

子ども理解を深め、子どもとの会話を大切にしながら

対応することで、中１ギャップの解消に向けて取り組

んでまいります。 

 小中一貫校の検討についてですが、小中一貫教育の

メリットとしては、長期間にわたる計画的な学習を計

画・実践できることがあげられます。一方で、「小学校

６年生が、卒業に向けての準備や努力、さらにはリー

ダーシップを身に着ける」など節目となる時期がない

ことがデメリットとしてあげられます。小中一貫校に

ついては、これらのメリット、デメリットや子どもた

ちの実態を踏まえて慎重に検討を重ねてまいります。 

 次に、将来の学校のあり方に関する提言書を受けて

の地域との話し合いの進め方についてお答えいたしま

す。 

 学校教育検討委員会では、幼稚園や保育園、小学校

中学校の子どもを持つ保護者や有識者等による話し合

いを重ね、将来の目指す子どもの姿について意見を交

わしながら提言をまとめていただきました。 

 小学校統合に関しては「令和７年度頃から令和12年

度にかけての出生数から見る学級数等の激減や、建設

時の学校規模と将来的な空き教室の数、用地取得や設

計業務、建設のための期間等を考慮すると令和８年に

尾花沢小学校を18学級規模で建設し、市内１校に統合

することが望ましい」としております。また、同様に、

中学校についても、将来的には市内１校にすることが

望ましいとしております。 

 本市では、これまでも学校の統合を重ねてまいりま

した。その一例を申し上げれば、上柳小学校と玉野小

学校の統合では、平成19年から準備に取り掛かり、平

成21年に統合する計画でしたが、地域から学校存続に

ついて強い要望が寄せられ、上柳小学校は存続するこ

ととなりました。しかしながら、平成25年に保護者や

地域からの要望があり、その後、２年をかけて統合に

至ったという経緯がございます。 

 学校の統合にあたっては、「子どもの成長のための教

育環境」を第一に考える必要があります。また、運動

会などの行事をはじめ、一定規模の人数がいるからこ

そできる教育活動もございます。今後、各地域におい

て第７次総合振興計画や都市計画マスタープラン策定

に向けた話し合いも予定されておりますので、提言内

容を踏まえつつ、地域の意見を聞きながら話合いを進

めてまいります。 

 また、過去の学力分析によりますと、大規模、小規

模の違いによる学力の差は、必ずしも相関関係がある

わけではないと考えております。小規模校のメリット

や、デメリットについては、先生方にも意識しながら

教育活動にあたっていただいております。 

 通学時間の影響等については、大事な案件でござい

ますので、検証も含めて話し合いの視点とさせていた

だきます。 

 尾花沢らしい子どもを育てる視点として、市の全体

構想では、学ぶ力の育成、豊かな心の育成、健やかな



体の育成を掲げております。またこれらを達成するた

めに、細かな達成目標を掲げております。個々の教育

の資質向上に向けた研修や実践を重ねながら、目標と

する子どもの姿を実現していけるよう、これからも努

力してまいります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 それでは自席から再質問させていただきます。 

 本当にこれから、尾花沢の10年後どうなっていくの

だろうというふうな心配ございます。私も孫が６人に

なりまして、今尾花沢に住んでおりますけども、この

子どもたちが、10年後どんな思いでこの尾花沢に住み

続けているのか、そんなことを考えながら、今回は特

に大事な第７次総合振興計画、そして学校の提言書出

されましたけれども、学校のあるべき姿、このことに

ついて絞って質問させていただきました。そして議長

のお許しをいただきまして、今回資料を配布させてい

ただいております。統計資料やらインターネットやら、

私これまでの一般質問で、こういった資料を提示をし

てきましたけども、今回くらい時間を使ってこの資料

を作らせていただきました。独自の考察も入っており

ます。ぜひご参考にいただきながら、質疑をさせてい

ただきたいと思います。 

 資料の１番目でございますけども、壇上から申し上

げましたが、尾花沢市の人口世帯数の推移を書いてご

ざいます。平成17年からいわば今まで比較的緩やかな

減少だった人口が、急速に減ってきております。そし

てまた世帯数も大幅な減少に転じている。このことを

踏まえながら、第２表を見ますと、尾花沢市の将来人

口、青い線が市の目標人口であります。赤い線は社人

研が予測した数字でございます。しかしながら、平成

27年度、2015年度の国勢調査によってさらに下回って

いるということが判明をいたしまして、民間会社でご

ざいますけども、ＧＤＦという会社の予想によれば、

さらに大幅に尾花沢市の将来の人口が減ってくると、

こういった予想がされております。第６次総合振興計

画10年間いろんな主要な政策やってまいりました。定

住促進をするため定住応援課も設置をして、そして子

どもの育成についても、日本一の子育て目指して、い

ろいろな尾花沢の政策をやってきました。しかしなが

ら、人口減少がなかなか止まらない、このことに対す

る、しっかりとした分析が必要だというふうに思いま

すけどもいかがですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今、人口減少に対するきちっとした分析が必要では

ないかといった提案をいただきました。まさにその通

りだと思ってます。今総合計画の中で人口がどういう

ふうに動いていくのかということを、社人研のデータ

とかリーサスとかさまざまなものを用いて統計を取っ

てございます。その中で、今回アンケートほうを行わ

せていただいたわけでありますけれども、その中にな

ぜ尾花沢に住みたくないのかと言った問いを設けまし

て、その中で具体的な意見をいただいたところでござ

います。逆に尾花沢に住みたいという方もいらっしゃ

いまして、比率にすれば、尾花沢に住みたいという方

のほうが多いのでございますけれども、そういった方

のなぜ住みたいかと言ったことも大事にしていきたい

というふうに私は考えているところであります。ただ、

今議員から提案のありました人口の推移のきちんとし

た分析、これは必須でございますので、今やっている

のでありますけれども、その内容についても座談会等

で市民の皆様にお示しできればなと考えているところ

でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 これ私のあくまでの私見ではございますけども、な

ぜ17年から人口が減ったのか、これまでも私議員にな

ってからいろいろ申し上げてまいりました。尾花沢の

主要な政策というのは、いわば子育て支援であれば、

保育料の無料化とか、あるいは子どもたちの医療費の

無料化、非常に無料化いわゆる給付、補助金多いんで

す。他の自治体よりもすごく前に進んでいると思いま

す。ところが、先ほど課長からありました、尾花沢市

に住んでいて幸せの程度は何点だかという質問ござい

ました。5.7点、11点満点の5.7点ですから非常に暮ら

しをしている満足度というものは必ずしも高くないと、

こういう結果が出ております。この給付とか無償化と

かという制度大事なんですけど、もっともっと生まれ

てお亡くなりになるまで、この尾花沢に生まれて暮ら

しできるそのための、いわば生活環境とか教育環境と

か、そういった仕組みや制度、そういうものが少し立

ち遅れているんではないかというのが私の私見です。 

 あともう１点は、平成17年からこの学校統合の一番

最初の計画が議論が始まりました。平成22年から11校

が、バタバタバタと閉校されております。あとで申し

上げます。このこともまた、尾花沢市の人口減少の１



つの要因ではなかったかというふうに思っております。

こういったことを、アンケートではなくて、行政とし

て、これまでの主要な施策、10年間１つひとつ点検を

しながら、そして第７次総合振興計画をそこに作り上

げていかなければならない。独自の総括失くして７次

はない、私は思っております。ぜひそこを丁寧に行政

としても、分析をしながら進めていただきたいという

ふうに思います。 

 その進め方としまして、これから各地域で、第７次

については、市民のさまざまな団体の意見を聞いてい

くということでございました。それについては、ぜひ

きめの細かい、そしてまた市当局の問題提起も含めて

やっていただきたい。このことについてはよろしくお

願いしたいというふうに思います。 

 次に、コンパクトシティ化ということで、私はこれ

からの高齢者の皆さんの新しい居住空間の整備につい

てお伺いしたいと思います。 

 第７期の介護保険事業計画には、介護を要する高齢

者のほか、すべての高齢者が住みなれた地域で生活が

継続できるよう、地域おける多様な住まいを整備して

いく必要がありますと書かれております。多様な住ま

いの整備というものはどういうものか、お伺いいたし

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。先ほど議員の質問の中にもあり

ましたような、例えばケア付き高齢者専用住宅ですと

か、そうしたことも入ってくるのかなと思っておりま

す。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 介護保険制度につきましては、介護度が３以上じゃ

ないと施設が利用できなくなりました。介護１・２の

方々、今家庭で自力で生活をする、このことは非常に

厳しい状況になってきております。この尾花沢、雪片

付けができなくなったら、この尾花沢で暮らすことが

出来ないという高齢者が増えております。冬期間だと

東根温泉にあるクオリティーケアサポートセンターに

たくさん行ってます。あるいはサービス付き高齢者専

用住宅に入るため、尾花沢を離れる方も出てきており

ます。私の親戚にも、90代に近いご夫婦だけの世帯が

あります。今年は、冬場だけということで嫌々ながら

山形の施設にお世話になりました。３食付きですけど

２人で１か月26万円です。これではごく限られた人し

か、こういう施設は利用できないんです。これからの

10年間で、こうした高齢者がますます増えてくる。こ

れに対する対応策についてどのように考えておられる

かお伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。第７期の介護保険の計画の中に、

サービス付き高齢者住宅という項目がございます。こ

れについては、ちょっと読み上げます。制度化された

高齢者のための住まいで、住居の権利が保障された上

で、介護・医療・住宅の連携のもと自由にサービスを

選択することができる賃貸住宅です。今後多様な住ま

いに対する高齢者のニーズが想定されることから、サ

ービス付き高齢者住宅の誘致について検討していきま

す。以下、あるんですけども、こうしたニーズという

のは、これからももっと出てくるのかなと思います。

民間の方のそういった事業者の方の誘致というのも今

後大切になってくるのかなと思います。ただいかんせ

ん、じゃあそこに対して、かなりの高額なお金も必要

かと思います。例えばそういう経済的な点を考えます

と、養護老人ホームというようなそういった施設もあ

るのかなと思います。いずれにしても、相対的にその

介護、今後の高齢者の住宅という点で考えていければ

ならないと考えておりますけれども、第８次に向けて、

そうしたことも視野に入れて検討してまいりたいと考

えております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 おそらく、今、国で政策として準備する施策の中で

は、そういった対応は出来ないと思われます。やはり、

この尾花沢で生まれ育って暮らしてきた方々が、自分

の居場所として、この尾花沢に暮らし続けるためには、

尾花沢方式の尾花沢らしい施設整備が必要なんです。

このことをやはりしっかりと考えていただきながら、

私もさっき申し上げた親戚の方は、介護サービス付高

齢者専用住宅とともに、小規模多機能型居宅介護事業

所とセットになっておりまして、一緒に暮らしており

ます。何かあっても、下のほうでその対応ができると

いう連続性をもった施設入っております。やはりこれ

から、私が申し上げましたように、10年後の尾花沢の

コンパクトシティ化、これについては、医療・介護・

教育､そういったものが１つの場所で､尾花沢で暮らし



続けられる、そういった尾花沢の尾花沢型の新しい制

度設計も含めて、第７次総合振興計画に入れていただ

きたいと思いますけども、総合政策課長いかがですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 今言われた内容でありますけれども、教育・医療・

介護、これやっぱり先ほど議員も申されたように、生

まれてから亡くなるまでの通したサービスの提供だと

思います。それはやはり家に住み続ける上で安心感を

持って尾花沢に住み続けられるということだと私は認

識しておりますので、そういった視点も踏まえながら

総合計画の策定のほうにも参考にさせていただければ

と思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 やはり尾花沢市というのは、少子高齢化あるいは人

口減少、全国の先頭の場所で走っている自治体であり

ます。やはりなかなか国の政策では回避できないよう

な、尾花沢が独自で発案をして、尾花沢が尾花沢らし

い政策を､やはりこの第７次には､今課長が申し上げま

したとおり､コンパクトシティ化も含めて､ぜひまな板

に上げて議論していただきたいというふうに思います。 

 次に、これからの学校統合の進め方についてお尋ね

をいたします。先ほど申し上げましたように、この統

廃合11校が毎年のように閉校をしてまいりました。そ

のことによって、どういった影響があるのかという質

問させていただきましたけども、回答としてはあまり

明確ではございませんでした。第５表ということで、

私今回作らせていただきました。資料の５でございま

す。これは申し上げましたように、統合が始まった平

成22年からこの９年間を、この地域の子どもたちが、

その地域の関わりがどう移っていったのかということ

を示しております。平成22年度は、宮沢・玉野・常盤

につきましては、全体で301名おりました。平成31年度

には、70名が減少をしております。平成22年度におら

れた子どもだけの推移でございますから、この平成22

年度にいた未就学の子どもさんたちは、この９年間で、

宮沢では24名、玉野では24名、常盤では22名、70名が

地元の学校でなく他の地域に転出をしたり転校してい

ます。よくよく見ますと３名は福原、27名は尾花沢小

学校、中学校だと思います。そしてそれを大きく上回

る40名、その方々は、市外の学校へと転出をされた。

いわば今回の統廃合によって、閉校された地域の子ど

もたちが、地域からいなくなって、そしてまた地域の

コミュニティも、なかなか継続しづらい地域の疲弊化

が始まってきているんじゃないかというふうに思いま

す。そして、資料の７、宮沢小学校が１番、中学校も

なくなりましたし、小学校も統合したという地域でご

ざいます。 

 これは、平成19年の統合実施計画案104名が在籍する

だろうという予測でありました。数年後に実際に在学

したのは70名でありました。ということは34名が当初

計画をされた自主計画よりも、他の地域の学校に移っ

たということになります。この資料５・資料７、私は

作らせていただきましたけれども、これについて何か

お考えございますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 綿密な資料ご準備いただきましてありがとうござい

ます。この資料から見受けられる部分については、今

青野議員がご指摘あったとおりだと思いますけども、

ここに現れてきていない部分もございます。それは後

ほどゆっくりと話したいというふうに思います。資料

等を見ますと平成22年から、この４月までの間で、こ

れだけの統合がなされた、これは行政主導でこれを進

めてきたというものではなくて、あくまでも地域の皆

さんのご意見をいただいて、その中で保護者も入った

上での結論を出して進めてきた経過がございます。そ

の中で、私も忘れられないんですけど、平成19年に上

柳小学校の玉野中学校に統合したいというふうな案を

出したんですけども、地域の皆さんから21年までの間

にご協議いただいて、その時には、先ほど青野議員が

言われたような理由を皆さんお述べになりました。そ

してその中でも、26年でしたかね、上柳小学校から玉

野小学校へ統合してほしいという要望書が出されまし

た。しかし、その間にいろんな声をいただいてやって

きた結果が、この経過をたどったわけでございます。

一概にこちらのほうの都合だけでやったのではなくて、

今後の学校をどうしていくかということにも、終始皆

さん向き合っていただいたと、今回の鶴子小学校、玉

野中学校の統合に関しても、これも地域の皆さんが、

保護者の方々が結論を出されたことでございます。で

すから、今後を考えた時にどうすれば良いのかと、私

は１年半かけたいと、市民の皆さんの声をいただきた

いんだと。その上で最終的な判断を下せるのではない

か、やはり過去のこの流れの中で、やはりきちんとし

た市民の皆さんの声をいただく、そのことも大事であ



ろうというふうに思います。人口減少が学校の統合に

よって生まれたものというふうにするのは一部はそう

いう部分があると思いますけど、ただ生まれる子ども

が亡くなられる方の人数から考えますと、現在では１

年間に250名ぐらいになっています。それだけ１年間に

減っていく自然減の形が非常に大きくなってきている

ってこともご理解いただきたいというふうに思います。

今後しっかりと地域でお声をいただいてやってきたい

なというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 私は、市長が申されるような、さまざまな人口減少

の要因あるんです。でも今回の統廃合というものもま

た、その一因があったんじゃないかという、これ私の

私見でございますので、これからの統合をしていく上

で考えていただきたいというふうに思います。そして

先ほどもあったんですが、もう一点、今回の１校案に

なりますと、言えば10キロ以上の子どもさんいっぱい

おられます。この子どもたちの通学について、どのよ

うに考えておられるかお伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 遠隔地の通学になりますので、スクールバスを考え

ております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 40分か50分、遠い所から尾花沢に通わなければなら

ない。そうしますと、子どもを送り出すには、６時台

に家から送り出さなければならない。小学校低学年の

子どもさんたち、往復相当な時間をかけて通学をしな

きゃならない。このことは先ほど市長が申し上げたと

おり、これから地域でのさまざまな声をお聞きをしな

がらあるべき姿を探っていくための、やはりこれも大

事な要件だと思います。これからですけども、私はど

ういう学校をこれから作っていくのか、このことにつ

いて少し質問させていただきたいと思います。資料３、

これは前回の実施計画案の中にダイジェスト版で作ら

れた資料であります。ここに書いてある内容を見ます

と、ほとんどが小規模校のデメリット、弊害こういっ

たものがほとんど書かれております。しかし先ほど答

弁にもございました、小規模校であれ大規模校であれ、

学力についてそんなに大きな差はない。そしてまだ私

も、福原小学校、福原中学校にはいろんな形で関わり

を持たしていただきました。本当に元気があって活力

があって、アンケートでもありました、学校が地域に

支えられているという回答が100％、子どもさんからの

回答いただいております。そういうことを考えますと、

やはり文科省が言っているような、２クラスや３クラ

スがあるのがいいのかどうか、そうではなくて今全国

では小さい学校なんだけれども、それぞれの地域性を

活かした素晴らしい教育されているということがござ

います。資料の９、我々も島根県邑南町に行ってまい

りました。人口１万1,000人、小学校８つ、中学校が３

つあります。ここの町長は「廃校は集落を消滅させる」

という方針で、小学校の人数が少なくなったから、財

政が大変だから廃校にはしない。歩いて通える小学校

を残してきたからこそ、移住者や子どもたちが増えた

んだ、後の文面はお読みいただきたいと思います。そ

ういったことで、減るんじゃなくて増える政策をやる。

資料の10、兵庫県香美町、人口１万7,000人、小学校10

校、複式４校、中学校４校あります。ここでは後でお

読みいただきたいと思いますけども、学校統廃合は子

どもの数ではなく、魅力ある素晴らしい学校、だから

残すんですという、これも町長の方針でやっています。

わくわく授業、わかった授業、こういった小さい学校

なんだけども、お互いに学び合える、弱点と言われる

ものを克服をしながら、競争力がない、あるいは出番

が少ないとかそういう大規模校、小規模校の弱点とい

うものを見事に克服をしながら、今地域の学校づくり

をやっているところたくさんございます。私はやっぱ

りこういった今一生懸命やっている、そういったとこ

ろを教育委員会関係の皆さん方もぜひ視察をしていき

ながら、そういう実態を把握して、尾花沢の今まさに

小規模校としてその学校の在り方について、色んな風

を吹かせていただきたい、このように思っているんで

すけどいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 ご提言、それからいろいろな地域の視察の成果等を

見せていただきましてありがとうございます。 

 本市でも、小さな学校のメリット、いろんな面で見

ております。活力もあるなと思っています。 

 ただ今回の提言にある内容については、数値が年度

等具体的な数字が出てきますけれども、その元にある

のは、市内・委員の皆様の願いが元にあるということ

をご理解いただきたいと思います。さらにその下にあ



るのは、これまでの統合を経た検証や、それを受けて

の話し合い、その土台の上に立った検討委員の皆さん

のご意見であるということで、ご理解いただきたいな

と思っております。 

 小さな学校のメリット、それは確かにあると思いま

す。プラスして、このご紹介いただいた各県・町の学

校の姿は、やはり教育方針と同時に、それ以上の政治

方針にのった学校経営というふうに見られるのかなと

思っています。まち全体をどのように作っていくのか、

そういう方針のもとの教育方針なんだろうなと思って

見させていただきました。ありがとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 教育長が申されたとおり、まさにこれは行政の市と

しての街づくりの一環だと私思います。この学校のこ

れからの統合いかんによっては、尾花沢市のまちが大

きく変わるんじゃないかというふうになります。そう

した意味で、やはりこの柱というものが、もっともっ

と先進事例をしっかりと取り入れながら、そして尾花

沢のそれぞれの学校の中に新たな息吹を、新たな体系

的なその仕組みを、私は取り入れていただきたいと思

っています。そうした意味で、小中一貫校、小中連携、

今新庄でも始まりましたけども、静岡市では、全市を

挙げて静岡型小中一貫教育というものを打ち出してお

ります。これは、全部の学校、中学校を核にして小学

校ぶら下がりの形で連携をしていく。そのことによっ

て先ほど申し上げました中１ギャップという、人数は

おそらく教育委員会では公表できないということで、

私は人数ということを申し上げましたが、複数人とい

う回答でございました。相当いると思います。文科省

の調査では、小学校６年生から中学校１年生に上がる

段階で３倍に増えるという統計が出ております。それ

はなかなか今の小学校から中学校へ行くためには、子

どもたちには、さまざまなストレスや、あるいは仕組

み上の問題点がやっぱりあるから、全国の問題として

中１ギャップという問題が起きているんだというふう

に思います。 

 そうした意味で、やはり小中一貫校、この教育方式

については、文科省でもさまざまな形で、メリットを

打ち出しております。回答では検討していくと言うこ

とでございますが、特に新庄をはじめ、今取り組まれ

ている小中連携、小中一貫、そういった考え方を進め

ていただきたい。今福原地区でも、平成30年の１月か

ら、保小中連携をやろうということで、しっかりとし

た組織を作りながら、今進めておられます。なかなか

試行的なことですから、私は成果が上がってきている

なと思っていますけども、そういうことも含めて、例

えば研究していくような形にして、そしてそういう教

育予算を配置をして、そしてその効果性を検証する、

そういった考えも含めて、考えていただきたいという

ふうに思いますけどいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 青野議員の申されること、本当に切実に感じますし、

今後やって行く上で、これから１年半まず地域のお声

をいただきたい。 

 先日、福原で集まりがありまして、その時に学校統

合問題が出されました。そしてその時に、できるだけ

早い統合をお願いしたいと言う声もいただきました。

各地域によって、捉え方がそれぞれみんな持っている

と、ですからそういった声をまず聞くほうが先であろ

うというふうに思ってますし、地域でどうしても残せ

というならば、それはそれで、残る形もありますんで、

やらせていただければいいのではないかなと思います。 

 ただ、学校建設というものを考えたときには、やは

り教室の数に当然影響を与えますので、その後で前例

のような形になったときに、受け入れることはできる

かという別の問題も出てくるということも、頭の中に

入れておかなきゃいけないと思いますので、できるだ

けご意見を参考にいたしまして、市当局としても取り

組んでいきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 青野議員。 

◎７番（青 野 隆 一 議員） 

 地域の声を尊重しながら、進めて行くということで、

よろしくお願いしたいと思います。 

 ただ、これから進めていく過程で、さまざまな子ど

もたちの教育の在り方については、いずれにしてもこ

れからの、いわば子どもたちが尾花沢の子どもとして

育っていくための、いろんなさまざまな仕組みや、そ

ういったものをぜひ勉強していただきながら、勉強と

いいますか、研修も含めてやっていただきながら進め

ていっていただきたいというふうに思っております。

先ほどＧＩＧＡスクールについても、おそらく６月補

正で取り込んでいくというふうな方向性が示されまし

た。教育もまた、おそらくこれまでにないような学習

指導要領の改定も含めて変えて大変な転換期を迎える

と私は思います。大事な時期だなと思います。教育が



変わっていきます。それにあわせて、そうしたことを

利用しながら、小規模校であっても、一緒に勉強した

り、あるいはスクールバスを使って、複数校が一緒に

体育や音楽やそういったものを学び合える、そうして

競争力や、複数の子どもたちの環境を取り持っていく、

そういった学習環境を、やはり一日も疎かにしてはな

らない。統合するまでではなくて、統合するまでの間

でも、きちんとそういったものを不断の教育の在り方

をやはり考えながら、子どもたちを今も大事にしても

らっておりますけれども、これまで以上に子どもたち

の一人ひとりに、光が当たるような教育について、今

回の統合問題を契機にしながら、一生懸命検討してい

ただきたいということを申し上げまして、私の一般質

問を終わります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、青野隆一議員の質問を打ち切ります。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

 

            休 憩  午後０時03分 

            再 開  午後１時00分 

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 次に、12番 伊藤浩議員の発言を許します。伊藤浩

議員。 

〔12番 伊藤 浩 議員 登壇〕 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ３月定例会におきまして、一般質問の機会をいただ

きました。どうぞよろしくお願いいたします。今朝し

ばらくぶりに降雪がございました。自宅前で 12cmの降

雪でございまして、累計降雪深でちょうど３m60cm あ

りました。昨年の記録を見てみましたら、９m86cm で

ございました。このように本当に稀に見る少雪により

まして、市内でもいろいろな課題が出てきております。

午前中のお話にも出てまいりましたが、来春の水不足

を心配する声もちらほら聞こえてまいります。一昨日、

新鶴子ダムに行ってまいりました。私の見た目ではほ

ぼ満水かなという状況で見てまいりました。そして、

新型コロナウイルスに日本中が対策を余儀なくされて

いる中ではございますが、私は、新年度の尾花沢市の

姿がどんなふうになるのかをイメージしながら、今議

会に臨みたいと思っております。 

 それでは、通告にしたがいまして質問に移らせてい

ただきます。 

 まず、学校統合計画と保育園のあり方について、昨

年12月 25日提出されました、尾花沢市学校教育検討

委員会提言書の中から３点についてお伺いをいたしま

す。 

 １点目、提言１で小学校は、令和８年に尾花沢小学

校を18学級規模で建設し、市内一校に統合することが

望ましいとの内容が示されておりますが、市として、

今後どのように取り組んでいこうと考えておられるの

か、お伺いをいたします。 

 ２点目、提言４の学校構想の要望などで、地域とと

もに歩む学校づくりが挙げられております。鶴子小学

校と玉野中学校につきましては、４月から統合される

わけでございますから、新年度からどのように地域と

の関わりを持たせていく考えなのかお伺いをいたしま

す。 

 ３点目に、この提言と学園都市構想の関わりについ

てお伺いをいたします。学園都市構想は、保育園と小

学校が対象の構想と私は認識をしておりますが、市立

保育園の新築移転も含めて総合的に考えていくのか、

再度お伺いをいたします。合わせて中学校の新築統合

計画も含めて検討されるのか、お伺いをいたします。 

 ２つ目、鳥獣被害対策について、２点お伺いをいた

します。 

 先に実施していただきました、アンケートの集計結

果から、どんな状況が把握できたのかお伺いをいたし

ます。また、この結果から今後どのように地域と連携

した対策を進めていこうと考えておられるのかお伺い

をいたします。 

 ２点目でございますが、新たな事業として市長の施

政方針にも示されております、イノシシ捕獲奨励金制

度の概要についてお伺いをいたします。 

 ３項目、防災、防犯対策について３点お伺いをいた

します。 

 １点目でございますが、自然災害が頻発している中

で、各集落ごとの防災対策が、必要不可欠と考えます。 

地域ごとの防災訓練については、毎年のように実施さ

れている地区もありますが、ほとんど実施されていな

い地区も多いと思います。そんな地区に対して、やは

り行政が主導してでも訓練を行うべきと考えます。当

局の考えをお伺いいたします。 

 ２点目でございますが、災害発生時の組織の連携と

避難所の整備についてお伺いをいたします。昨年、一

昨年と２年連続して大雨による避難指示が出されてお

ります。避難時においては、各地区の自主防災組織が

中心となり対応していただき、今までに大きな問題も

発生していないと思いますが、今後の災害の発生に備



えて、集落ごとの自主防災会、民生委員、消防団など、

関係機関が連携した体制を整備すべきであると考えま

す。特に災害弱者である要支援者については、安全に、

スムーズに避難ができるように準備を進めるべきと考

えます。また、指定避難所への支援物資の常備化も進

めるべきと考えます。併せて、一時避難所の整備につ

いても、自主防災組織に対しての指導が必要と考えま

すが、当局の考えをお伺いいたします。 

 ３点目でございますが、尾花沢警察署常盤駐在所が、

４月から本署に統合され、尾花沢では初めて駐在所の

ない地区が発生いたします。常盤地区でも、この事態

を重く見て警察署に対しての要望活動や打ち合わせを

重ねてまいりました。市としても、この事態に対して

何らかの手立てを行うべきと考えます。例えば、地区

公民館の中に防犯相談の窓口の機能を持たせることは

できないのか、当局の考えをお伺いいたします。 

 以上、演壇からの質問とさせていただきます。答弁

を伺いましての再質問をさせていただきます。ありが

とうございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 伊藤議員からは、大きく３点について質問をいただ

きました。順次お答えします。 

 まず、学校統合計画と保育園のあり方についてお答

えします。「学校教育検討委員会からの提言を受けて

の市の今後の対応」と「学園都市構想との関わり」に

つきましては、関連しますので合わせてお答えいたし

ます。 

 初めに、公立保育所の新築移転も含め、教育全体を

総合的に考えていくのかとのお尋ねですが、この構想

は、想定を超える少子化が進行する中にあっても学校

としての機能が発揮され、適正な人数によって子ども

たちが健やかに成長することを願ってのものです。ま

た、おもだか保育園や尾花沢小学校の老朽化も考慮す

ると保育所と小学校を一体的に整備することで、グラ

ウンドや駐車場が共有できるほか、保育所と小学校の

連携も図れるなど、効率的、効果的な教育環境が整備

できるものと考えます。 

 まず、公立保育所の新築移転も含めて考えていくの

かとのことですが、市全体の保育所のあり方について

方向性を見出す必要があります。子育て関連施策を審

議する「子ども・子育て会議」においては、今後の市

全体の保育所のあり方に関する検討課題として「①出

生数の急激な減少に対応した統合再編の必要性」、「②

公立、私立保育園の役割の明確化」、「③多様化する

保育ニーズへの対応」の３点を整理し、これらの課題

に対する議論をさらに深めるため、２月 25日に各保育

園の保護者、各地区から選出していただいた区長さん、

保育園関係者をメンバーとした「尾花沢市保育施設未

来予想図検討委員会」を設置いたしました。今後、保

護者へのアンケート調査や各地区で座談会も行いなが

ら方向性を見出すこととしておりますので、その内容

を構想に反映したいと考えております。 

 次に、保育所と小学校だけでなく、中学校も含めた

形で教育環境の整備を考えていくのかとのお尋ねです

が、学校教育検討委員会から出された提言書では、「学

校間の連携や公共施設の効果的な活用等から、中学校

の隣接も考えていくことが効果的と思われる」、「小

学校の統合状況に合わせ、中学校を小学校に隣接し、

可能な年度で校舎を建設することが望ましい」との提

言がなされております。構想の発端は、保育所と小学

校の老朽化にも起因するものでありますが、子どもた

ちの健やかな教育環境を考えると、当然のことながら

中学校との連携も視野に入れる必要があります。来年

度、検討資料を作成するため、土地の現状や利用規制、

土地情報などの把握と整理に取り組む予定ですので、

公共施設との連携や、中学校も含めて一体的に整備す

ることも想定に入れながら検討資料を作成したいと考

えております。 

 なお、提言書の内容については、教育委員会や総合

教育会議においても「地域や保護者の意見を十分聞き

ながら進められたい」とのご意見を頂戴しております

ので、地域や関係者の方々と共通認識を築きながら進

めていかなければなりません。今後、第７次総合振興

計画や都市計画マスタープランの策定に向け、各地域

で話合いの場を設けてまいりますので、市民の皆様の

ご意見をお聞きしたいと考えております。 

 鶴子小学校と玉野中学校に関する「地域とともに歩

む学校づくり」については、教育委員会より答弁いた

だきます。 

 次に、「鳥獣被害対策」についてお答えします。鳥

獣被害アンケートについては、各集落における有害鳥

獣対策の実態と要望を把握するため、年末年始にかけ

区長さんを対象とする「農作物へ獣害対策に係る集落

アンケート」を実施しました。質問内容については、

事前に区長さんの意見をお聞きした上で、内容を検討

しております。 

 さて、アンケートの集計結果ですが、回答数は全 92



件のうち 73 件、回答率は約 79％で、その内「被害あ

り」と回答した集落は 62 件、約 85％、回答のあった

集落の内 60 件、約 82％が「何らかの獣害対策に取り

組んでいる」との結果でした。 

 また、追払い用花火の無償配布を始めとする支援や

助成制度については、ほぼ認識されているという結果

でした。 

 今年度、試験的に導入した大型捕獲オリの設置につ

いては 20 集落が「希望する」、17 集落が「設置に興

味がある」との回答であり、鳥獣被害対策の充実に向

けた検討材料の一つとさせていただきます。なお、新

年度は新規のオリ１基を増設して合計２基設置し、そ

の効果について引き続き検証してまいります。 

 市への要望欄では、「出没状況の公開」を望む回答

が33集落と最も多く、情報共有や伝達の重要性につい

て検討する必要があるという結果になりましたので、

今後検討を進めてまいります。 

 今回のアンケートの結果、地域住民の協力体制や市

が実施する鳥獣対策等について意見交換を行なう「地

区座談会」の開催要望が 13集落あるなど、官民一体と

なった体制構築に向け、一歩を踏み出せることは大き

な成果です。座談会の開催を希望する集落と実現に向

けて調整を図り、地域に根差した、効果の高い体制の

構築を目指してまいります。 

 今後の鳥獣被害対策は、アンケートのご意見等を参

考に、情報共有の推進と地域との連携による鳥獣害防

止対策を検討していきます。 

 次に、新規事業についてお答えします。 

 新年度からイノシシ捕獲を対象とした報奨金制度を

創設すべく、当初予算に計上しておりますのでよろし

くお願いします。具体的な内容は、毎年 11月から３月

までの狩猟期間のイノシシの狩猟実績に対し、一定額

の報奨金を交付するもので、有害鳥獣捕獲と明確に区

別した運用を図るものです。 

 報酬額や確認方法などについては、今年度、県が実

施している北村山管内でのイノシシの個体数調整や、

県内市町村の実施状況を参考とさせていただき、尾花

沢猟友会と協議の上決定したいと考えております。 

 次に、防災、防犯対策についてお答えします。 

 まず、地域における防災訓練の実施についてですが、

市からの「自主防災組織向上支援事業費補助金」を受

けて防災訓練を実施している地区は、今年度が２件、

昨年度においても２件となっており、そのほかにも訓

練を定例化している地区がありますが、多くの自主防

災会では防災訓練の実施までに至っていない状況です。 

 近年、風水害が頻発しており、市民の防災への関心

は高まってきております。一方、自主防災組織として

の活動については、取り組みが十分でない地区もあり、

これらの地区への重点的な支援が必要と感じておりま

す。 

 今後、地域における防災訓練のノウハウに関する手

引書などを作成の上、積極的に地域と話し合い、土砂

災害警戒区域や河川浸水区域など、重要度の高い地区

から、防災訓練の実施の働きかけを進めてまいります。 

 次に、要援護者名簿についてですが、本市では「災

害時要援護者避難支援制度」に基づき、申請方式によ

り名簿を取りまとめ、本人の同意に基づき、自主防災

会、民生委員、社会福祉協議会などと共有し、平常時

は要援護者世帯の見守り、災害時は避難支援に活用し

ております。 

 名簿を共有する自主防災会においては、地元消防団

も自主防災組織に位置付けられておりますので、自主

防災会の組織内であれば、関係者で情報を共有できる

ものと考えております。災害時の避難行動において、

活きる災害時要援護者避難支援制度でありますので、

ぜひ自主防災会関係者間で情報の共有を図っていただ

きたいと考えております。 

 次に、指定避難所における食料、毛布等の備蓄につ

いてですが、現在は発電機、投光器、無線機などの機

材については、ほぼ全ての避難所に設置しております。

食料、飲料水及び毛布等の備蓄品については、備蓄計

画に基づき目標数量の充足に向けて、計画的に購入を

進めており、順次、未配備の避難所に配備を進めてま

いります。避難所によっては、保管場所の確保などの

課題もありますので、施設管理者と十分協議しながら

進めてまいります。 

 一時避難所については、「災害が発生した場合に、

指定避難所に集団で避難するために、地区の住民が一

時的に集まる避難場所」と位置付けており、多くは集

落公民館などが対象となっております。施設の管理に

ついては、各集落の自主防災会が行っており、防災資

機材の購入に対しては市から補助を行っております。

なお、施設の定期的な状況把握については、自主防災

会とも相談しながら対応してまいります。 

 常盤駐在所については、山形県警本部の「交番・駐

在所整備計画」に基づき、今年４月から尾花沢警察署

へ統合されますが、警察署と常盤地区との話し合いの

中で、いろんなご要望をいただきました。 

 地区からの要望を踏まえ、警察署では常盤地区担当

の警察官を配備し、常盤地区公民館を立ち寄り所に位



置付け、地区の警ら、巡回を継続するとともに、毎月

１回地区公民館を出前駐在所として活用するなど、地

区公民館を拠点として安全安心な治安維持に取り組ん

でいく考えであり、本市においても地区からご要望の

ありました防犯カメラの設置に取り組み、引き続き犯

罪防止と安全安心な地域づくりに努めてまいります。 

 地区公民館に防犯に関する相談窓口的機能を設置し

てはとのことですが、地区公民館はこれまでも地区の

方々の相談窓口としての役割を果たしております。防

犯対策に関する相談を受けた場合は随時警察署へ情報

提供を行うとともに、緊急を要する場合は地区の担当

警察官に速やかな対応を要請するなど、駐在所統合後

も地区の方々に不安感を与えないよう対応してまいり

ます。今後とも、市防犯協会や市交通安全協会など関

係団体との連携を強化し、駐在所統合後も引き続き安

心して生活できる環境づくりに努めるとともに、地域

の安全安心の確保に取り組んでまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 鶴子小学校、玉野中学校の地域との関わりについて

お答えいたします。 

 鶴子小学区や玉野中学区においては、来年度からの

学校統合に伴い、地域活動への関わりにも変化が生じ

ることが考えられます。 

 鶴子小学校では、「大根栽培」や「鶴子春の日、夏

の日、秋の日、冬の日」など、地域と学校が連携して

取り組んできた活動がございます。一方、玉野中学校

におきましても、二ッ森ゆう大学の活動を始め、「二

ッ森登山」、「地蔵ころがし」など地域で大切にして

いる活動がございます。これらは地域と子どもたちを

つなぐ大切な活動となりますので、今後とも継続して

いただきたいと思っております。 

 また、名木沢地区においては、旧名木沢小学校の体

育館を地域活動の拠点として利活用することとしてお

り、現在、鶴子地区においても空き校舎の利活用に向

け、話し合いが行われておりますので、地域活性化や

子どもたちの健全育成につながるこれらの取り組みを

支援してまいりたいと考えております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございました。何点か再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、１項目目でございますけれども、今回、学校

教育検討委員会から提言ございました内容。先ほどの

私の１点目の質問だったんですけども、令和８年とい

う具体的な数値が出ているわけでございますが、市と

して、この令和８年というふうな取り組みについては

どうお考えなのか、先ほどの内容からちょっと理解で

きなかったなというふうに思います。もう一度お伺い

いたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 この令和８年という数値、あと中学校に関しては令

和５年という数値あるんですけども、これを受けまし

て、教育委員会、総合教育会議でも話し合ってきたん

ですけども、これをまた慎重に検討していくというこ

とで、このまま結論というわけではない。令和２年度

検討していくということで話を進める予定でおります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 これからの検討ということでございますけども。今

一番古い校舎が尾花沢小学校でございます。仮にこの

提言内容に沿って令和８年までとしますと、少なくと

もまだ７年間ぐらい、建物を使わなければならないと

いうようなことになるかと思いますけれども、そうな

った場合ですね、建物自体としてのハード的な問題と

いうものは出てこないですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 尾花沢小学校の場合には、今から何年前ですかね、

10年近く前かな、耐震工事をやっております。ですか

ら耐震については何とか持つであろうと、持っていか

ないとまずいんですけれども。そういうような状況の

中で、まず、ただ尾花沢小学校入っていただけると分

かると思います。とにかく段差が多いです。ですから

障がいを持っている子どもにとっては、決してやさし

い学校にはなっておりません。そういったことも含め

てですね、老朽化しているということもあって、改築

しなきゃいけないというのが発端になっておりますの

でご理解いただきたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 大変今ご答弁にあったように建物が老朽化している



ということは間違いないと思いますので、そのへんを

十分に踏まえたですね、検討というものが私は必要な

んじゃないかなというふうに思います。１年前倒しで

きるのであれば、そういうやり方もあるのかなという

ふうに思います。ぜひ含めた検討をお願いしたいと思

います。学園都市構想と関連して答弁をいただきまし

た。先ほどいただいた中でその保育園のあり方につい

て、「尾花沢市保育施設未来予想図検討委員会」を設

置しましたというようなことでございました。12月の

定例会でも、私関連した質問をさせていただいたわけ

でございますけれども。その時はですね、総合的な検

討委員会の中に、保育所のあり方検討部会を立ち上げ

ますというようなお話があったと思います。この検討

部会が今回ご答弁にあった未来予想図検討委員会とい

うような位置付けでよろしいのでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。検討部会については、その前段

の子ども・子育て会議の中の部会としてこれまで協議

をして、その部会の意見を踏まえて子ども会議でまと

めたものがこの間お示しした計画となります。それと

は別に、その中で、今市長のほうからありましたよう

に３つの指針が示されております。これを踏まえて、

さらに尾花沢市保育施設未来予想図検討委員会を先般

立ち上げたというふうな流れになっております。以上

です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 この尾花沢市保育施設未来予想図検討委員会の中で、

保護者へのアンケート調査や各地区の座談会というふ

うな部分がございますが、今回ですね、私学校教育検

討委員会のメンバーとして携わった方ともいろいろ意

見を交換する機会がございました。意見を聞きながら

私もなるほどなというふうに思ったんですけど、今あ

りました、これから検討していくというふうな部分な

んですけども、やっぱり市としてのスタンスと言いま

すか、市としてはこういうふうな考え方なんだよとい

うふうな部分がね、もうちょっとこう強く必要な部分

もあるのではないかなというふうに思います。今回の

検討委員会の中で、その方は、市としてどうしたいの

か、どう考えているのかという部分が見えなかったと

いうふうな意見あったんです。市長いかがですか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 いろんな取り組み方があると思います。市が先行し

てしまって、こういう方向でいきますというふうなや

り方と、やはり地域の声をまず聞いて、その上で積み

重ねていく、もちろん保育園であれ、小学校であれ、

保護者の皆さん、そして子どもたちはどういう気持ち

でいるのか、そこが一番大事になってくると思います。

その上で、地域のことも考えていかなければいけない、

それなのに市のほうではこうしますというふうにやっ

たところ全国でもあります。北海道の深川市は、まさ

しく行政主導でやりました。５年間で一気に進めて現

在は喜ばれているというふうになっておりますけど、

やはり、その地域その地域によって、いろんな取り組

みあると思います。先ほど青野議員の時に示された資

料がございました。雪の降るところと、雪の降らない

ところと、厳寒のところと、温暖のところ、取り組み

方はそれぞれ違うと思います。その地域にあった取り

組みを考えていかないとまずいのであろうと。そのた

めには市のほうで、最初からこうしていきますという

形ではなくて、やはり、私の公約にもありますけれど

も、市民の声を聴いて、それを反映させていくという

のが一番大切であろうと思って、今進めさせていただ

きたく思っております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはり皆さんも本当に心配している部分があるんで

はないかなと思うんですよね、まあ検討するのはいい

んだけども、市としてはどうやりたいんだろう、どう

いうふうな考えなのかというふうな部分も可能な限り

前に出しながら、ぜひこの委員会だけではないと思い

ます。これは全ての組織に通じるものがあるのではな

いかなというふうに思いますけれども、ぜひよろしく

お願いしたいと思います。小学校の統合問題と保育園

のあり方というふうなことで、先ほどの検討委員会で、

今後いろんな検討が始まっていくということになるか

と思いますけれども、やはり、老朽化している尾花沢

市立の保育園もございます。対しまして民間の保育園、

４月から認定こども園として今スタートの準備が進ん

でおります。さらにもう一つの民間保育園さんのほう

でも、いろいろこれからの事業計画も考えているとい

うようなお伺いをいたしました。そのような中でです

ね、やはり午前中からいろいろ出ております。人口減

少と、子どもの数の減少というふうな部分を考えた時



に、これも 12月私も申し上げましたが、今年度の尾花

沢の全部の保育園の平均の入所率、確か 65％ぐらいだ

ったと思います。来年度の公立保育園につきましては、

もう募集はだいたい終わったというようなお話もお聞

きいたしました。それよりもちょっと入所率としては

下がるんではないかというようなお話もございました。

このような現状を見ました時に、やはりこれから、こ

の学園構想の中で、公立保育園の新築移転というもの

を場合によっては、白紙に戻すというようなことも考

えなければいけないんではないかなというふうに思い

ますが、その点はいかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 保育園の建設を白紙に戻すというところは、今の段

階ではございません。というのは、やはり尾花沢小学

校に限らず、おもだか保育園も老朽化してきておりま

す。そちらのほうもやはり根強い声がありまして、早

くから改築していただきたいという声もあるもんです

から、そうしたときに尾花沢市内も、もちろんこの本

町だけのことを考えてもですね、園児の奪い合いにな

ってはおかしいと、どういう形で子どもたちを受け入

れていくか、その体制も考えていかなきゃいけないと

いうふうに思います。もちろん前の議会でもございま

したけれども、公設の保育園が民間を圧迫してはいけ

ないという大前提があるわけでございますので、そこ

も考慮した時にどういうふうなやり方をすれば良いの

かというところも、しっかりと煮詰めていかなければ

ならないだろうと。ただ保育園は保育園、前にも申し

上げましたけども、学校は学校というふうにやってい

ったならば、尾花沢の財政では非常に厳しいというの

もあって、今本当にやらなくちゃならないことが本当

に山積しておりますので、その中でいかに無駄をなく

すか、無駄というのもちょっと語弊ありますけれども、

いかに有効に活用できるようにしていけるかというこ

とも、建設する上では、しっかりと頭に置いてやって

いかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思

ってます。やはり限られた財源の中で、やらなければ

いけない。例えば、令和８年までやるというと、２年

度入りますので、令和８年からスタートするとなれば、

６年、７年で小学校も、保育園も建設していかなくち

ゃならないという形になるかも知れません。そこのと

ころは若干のズレが生じるかもしれません。でもそう

やって、いかに有効に活用するかという部分も考え合

わせないと、やはり尾花沢にとっては大事業ですから、

その点は慎重にやっていきたいというふうに考えてい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはり慎重に取り組む課題ではあるというふうに、

私もそれは理解をしておりますが、ただやっぱり、12

月申し上げましたように、民間業者の力でできる部分

については、大いに委託していくべきであると私は思

っております。どうしてもできない部分は、やっぱり

行政主導で見なければいけない、その辺を十分検討さ

れた上で、今後の保育園のあり方というものを考えて

いただきたいというふうに思います。 

 ２点目に移ります。鳥獣被害対策についてでござい

ますけど、今回２回目のアンケートを実施していただ

きました。回答率 79.3％というふうな結果の報告がご

ざいました。農林課長、この数値をどういうふうに分

析されましたか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 この年末年始にかけまして、実施させていただきま

した集落アンケートですけれども、今回約8割の回答

をいただいたところでございますけれども。前回、数

年前に行いましたアンケートの際は、被害金額とか面

積とかというような形で、かなりの細かいところまで

回答を求めた結果、回収率が上がらなかったというふ

うな反省も含めて、今回はできるだけ、被害が前年に

対してどうですかとか、鳥獣被害は増えてますかとい

うふうなことで、できるだけ直感的にご回答いただけ

るような設問をさせていただきまして、その中で集落

のほうで抱えている課題、また市に対してどういうこ

とを望まれているのか、そのご要望も含めまして、今

後我々が有害鳥獣対策として進めていくべき指針とな

るデータというふうなことで、今回集めさせていただ

きまして、非常に今回のアンケートが有意義だったな

というふうに感じております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 ありがとうございます。私もこのアンケート用紙い

ただきまして、内容を見させていただきました。大変

努力していただいたなというふうに私も思いました。

非常に書きやすいです。前回のアンケートから見ると、

区長さんがですね、その地域全体を把握した上でない



と書けないような内容だったと思うんですけど、今回

は自分のところで、やっぱりすぐ身近なところで書け

るような設問にしていただいて、それが回収率の向上

につながったんではないかなというふうに私も思いま

した。 

 この結果ですね、やっぱりせっかく実施したアンケ

ートでございますので、これからの被害対策に有効に

活用していただきたいなというふうな思いで、もちろ

ん当局もその考えだと思いますけども、昨日の常任委

員会でもお話ありましたが、ぜひですね、この結果、

今全体のやつが出ております。これを各地区にまとめ

たものがあれば、なおかつ手を打つ順番とか、中身と

か明確になってくるんではないかなというふうに思い

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 ２点目のイノシシ捕獲奨励金制度というようなこと

でしたが、予算説明書を見ますとですね、予算書のほ

うには、この名称は出てきてなかったんですけども、

有害鳥獣対策事業トータルで 1,329万 9,000円、かな

り昨年度より拡充していただいた内容だと思いますけ

ども、この中で、今のいわゆる報奨金制度の部分って

いうのは、現段階でどのぐらいの金額として考えてお

られるのか、お伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 今回、このイノシシ捕獲の報奨金関係ですけれども、

先ほど市長から説明いただきましたけども、いわゆる

猟期中、11月から３月までの狩猟期間中に、尾花沢市

内の猟友会の方がイノシシを捕獲された場合に、１頭

あたり何某かの、移動手段とか、弾代とか、いろいろ

な経費もかかりますので、そこをいくらかでも支援す

ることによって、翌年度の農作物被害を少しでも減少

できるのではないかというふうなことで、今回予算を

計上させていただいております。今年県のほうから猟

友会さんのほうで委託を受けて、狩猟期間中ではござ

いますけども、捕獲されております。こちらにつきま

しては、今年度、先ほど伊藤議員から鶴子でも３分の

１の積雪しかないというふうなお話でございましたけ

ども、雪が少なくてイノシシを追うことができなかっ

たということで 12 頭くらいしか捕獲できておりませ

ん。その前年は 50頭ほど捕獲してございますので、そ

の50頭くらいを目標に考えてございますので、金額の

ほうがちょっとまだ詳細つかめてございませんけれど

も、それくらいの捕獲に対して、いくらか支援できれ

ばなというふうに思っています。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 やはりですね、これも昨年来、私提言続けてきた部

分なんですけども、猟友会の皆さんはですね、本当に

大変だと思います。趣味も含めてというようなことな

んですけども、実際やっぱり現状のように被害が拡大

している中、本当に今のままでは猟友会さんの皆さん

に頼る部分が大変大きいと、その皆さんのご苦労され

ている部分に対して、いくらかでもというふうな私の

考え方で申し上げてまいったつもりでございます。行

政調査等で先進地のお話も伺ってきましたけど、具体

的に申し上げますと、１頭１万円から１万5,000円と

か、いうふうな金額も出されておりましたようです。

ぜひ、その辺も参考にして、これからの検討にしてい

ただきたいと。あとこの部分でもう一点なんですけれ

ども、狩猟期間中の対策というふうなことですけれど

も、有害鳥獣捕獲とは明確に区別した運用をやってい

くというふうなことがございました。これ具体的には

どういうことなんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 先ほども申し上げましたけども、狩猟期間というの

が、11月から３月までになりますので、それ以外の期

間は農作物被害、あるいは人的被害等の危険が懸念さ

れる場合は、報告をいただきまして、我々のほうでこ

れは有害鳥獣というか危険性があるというふうに判断

して、捕獲許可を猟友会の方々に出すというふうな形

になりますので、その場合は有害捕獲した際は報奨金

はなしというふうな形で、通常の有害捕獲の日当をお

支払いするというものでございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 今のご答弁お伺いしてますと、やはり猟友会、実施

隊の皆さんの本来の任務のものというふうな捉え方を

されているのかなあと、今聞いて思ったんですけども、

そういう考え方もやっぱり必要かなというふうには思

いますが、可能であればですね、この期間も対象にし

てもらえばよかったのかなというふうに思ったところ

でございます。ぜひ再考いただきたいというふうに思

います。 

 ３点目でございます。防犯、防災対策で、地域の防

災訓練ですね、答弁にありましたように、できていな



い地区が大変多くありますというふうなことです。私

もそういうふうに見ておりました。私思ったんですが、

やられていない地区ってのはですね、やっていないん

じゃなくてできない。自分たちだけではどうやってい

いかわからないというのが現状なんではないかなとい

うふうに思います。ぜひそんな考え方で、自力ででき

るようになるまではですね、行政のほうからある程度

支援をしていただいて、みんながスキルアップできる

というようなところまでもっていっていただければな

というふうに思います。 

 避難時、有事の際の支援体制の部分でございますが、

要援護者名簿、私も過去に民生委員をやらせていただ

いた時に触れたことがございました。その当時はです

ね、民生委員の方と各地区の区長さんが同じ情報を共

有していると。マップと氏名、これは申請していただ

いた内容を展開されているというようなこと、今その

情報を持たれている方は、民生委員さんと区長さんだ

けなんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 福祉課長。 

◎福祉課長（菅 原 幸 雄 君） 

 お答えいたします。要援護者台帳のご質問でありま

すけれども、その情報については仰るように民生委員

さん、区長さんのほかに、市でも私ども、それから総

務課、消防署、社会福祉協議会等、関係機関も含めて

情報を共有しているところであります。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 民生委員さんと区長さんと地区の中で言えばですね、

ということになるかなと思いますけども、先ほど質問

に入れましたが、消防団、実際避難しなければならな

い事態が発生した場合、実際に活動していただけるの

は消防団かなというふうに思います。ところが、消防

団にはこの情報がない。それを各地域の組織の中で連

携する必要が、私はあるんではないかなという質問を

させていただいたわけなんですけど。過去にですね、

私民生委員やっていた時代、民児協の会長さんに相談

いたしました。要支援者の名簿、一覧表にして消防団

に渡したいんだけども駄目でしょうかというお伺いを

しました。当時の会長さんから個人情報なんであくま

でも個人の許可を得て出していただきたいというよう

なことで、了解をいただいた上で消防団の方に名簿を

お渡しした記憶がございます。やっぱり問題はこの辺

だと思うんですよね。たしかに個人情報、これは守ら

なければいけないものだと思うんですけど、じゃあ実

際本当に避難しなければいけない状態になった、自分

の命と個人情報、どっちが大事かって言うまでもない

と思います。ぜひ、その辺まで含めた横の連携をとる

ような、今後ですね、自主防災組織を中心に、やはり

展開していかないと、私は有効な災害救助活動にも影

響が出るのではないかなというふうに思います。ぜひ

ご検討をいただきたいと思います。あと、防災訓練と

いいますとですね、皆さん大掛かりにやらないといけ

ないのではないかというような思いを持つ方もいらっ

しゃるかと思うんですけど、昨年ですか、市で出して

いただきました防災情報ガイド。例えばあれを使った

図上訓練だけでも私は効果はあるんではないかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。ただいま議員からご指摘ありま

したとおり、各地域自主防災会の中での避難訓練、防

災訓練については非常に実施箇所が少ないというのが

実情でございます。そういったことで、昨今の豪雨災

害等頻繁に発生しておりますので、避難情報に即応し

て避難していただくというふうなことが非常に大事に

なってきております。そういったことで、各自主防災

会のほうに働きかけを行っていく必要があるというふ

うに思っているところでございますけども、まずは市

内の土砂災害警戒区域、あるいは浸水想定区域という

ことで、市内で関係集落が 20地区ほどございます。そ

ちらの方のまず代表の方にちょっとお集まりをいただ

きまして、その中で防災情報ガイドの説明、それから

避難訓練の実施についての働きかけ等々やっていきた

いというふうに考えておるところでございます。避難

訓練にあたりましては、先ほど市長の答弁にもありま

したけれども、やり方をどうすればいいかというふう

な、やり方が分からないといった状況もあろうかと思

いますので、その辺につきましても、手引書などを作

りながらですね、具体的にどういった行動すればいい

のか、ご説明できるような形で説明会を持ちながら、

議員からありました図上訓練的な方法もあろうかと思

いますので、検討させていただきながら進めてまいり

たいというふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 伊藤議員。 

◎12番（伊 藤   浩 議員） 

 わかりました。ぜひそんな形で、皆さんが少しでも、



いわゆる防災時の避難というような部分が身につける

ことができるように、お願いしたいと思います。あと、

常盤駐在所ですね。防犯というような視点なんですけ

ども、冒頭申し上げましたように、尾花沢市で初めて

のケースでございます。もしかしたら今後第２、第３

というようなことが出されてくる可能性も、私は十分

あり得るのかなというふうに思います。それらも含め

てですね、駐在所が、今回は統合という形ですけども、

実際はもうないわけですから、駐在所が近くにないと

いうような状態は間違いないわけでございますから、

ぜひ、公民館を有効に活用できるような具体的な方策

も検討を進めていただきたいなというふうに思います。 

 最後になりますけども、今年度で退職される職員の

皆様には、本当に長い間大変ご苦労様でございました。

皆様方の今までのご努力に対しまして、心から感謝と

御礼を申し上げたいと思います。これからもぜひ、尾

花沢のまちづくりに、いろいろとご協力をしていただ

きますよう、お願いを申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、伊藤浩議員の質問を打ち切ります。 

 次に、２番 星川薫議員の発言を許します。星川薫

議員。 

〔２番 星川 薫 議員 登壇〕 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 先の通告にしたがい３月定例会一般質問をさせてい

ただきます。はじめに都市マスタープランの策定につ

いて、３項目についてお伺いいたします。 

 １つ目は、平成13年５月に尾花沢市都市計画マスタ

ープランを策定し、平成27年３月に改定を行っていま

すが、令和２年度までの目標年次となっております。

20 年間と長いスパンでの目標年次となるため都市マ

スタープランは非常に重要な施策であると考えます。

しかしながら、私から見た19年間の尾花沢市の都市開

発はさほど進んでいないように見えます。先日策定ス

ケジュールが示されましたが、どのような住民アンケ

ートを行うのかお伺いいたします。 

 また、現行の都市計画マスタープランの構成は１章

から６章までありますが、その解析、評価、検証はど

こまで、どのように行われたのか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、改正都市再生特別措置法による立地適正

化計画もマスタープランの一部として位置付けられて

います。立地適正化計画は居住機能や医療、福祉、商

業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、

都市全域を見渡した、マスタープランとして位置付け

られる市町村マスタープランの高度化版でありますが、

本市では、作成されておりません。今後、策定する予

定はあるのかお伺いいたします。 

 ３つ目は、市はマスタープランを策定するだけでな

く、都市の将来像について市民に分かりやすく周知し

て理解を得るとともに、その実現に向けてどうしてい

くのか明確にすることが大変重要であります。ホーム

ページ上ではＰＤＦによる公開は行われていますが、

都市計画に関する各種情報を電子データとして取り扱

うことにより、検索、集計、分析など都市計画業務の

効率化、高度化を図るため、統合型ＧＩＳを導入して

はいかがでしょうか。 

 次に、小中学校建設の今後の進め方についてお伺い

いたします。昨年12月 25日に尾花沢市学校教育検討

委員会より、将来を展望した学校のあり方に関する提

言書が、教育委員会教育長宛てに提出され、その提言

を受け、12 月 26 日に教育委員会にて話し合いが持た

れ、教育委員会の意見を１月15日、尾花沢市総合教育

会議に提出されましたが、教育委員会と執行部側がど

のような意見交換が行われたのか、お伺いいたします。 

 現在、当局側より学校予定地や統合化、各地区小学

校の存続など話は出ていない状況にあります。市長が

掲げる学園都市構想に向け、市長の思考や、進捗状況

を重ねてお伺いいたします。 

 以上、質問席からの発言とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 星川薫議員からは、大きく２点についてのご質問を

いただきました。順次お答えしてまいります。 

 はじめに、都市計画マスタープランは、都市の健全

な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、道路や

公園などの都市施設の整備等に関する計画など、将来

のまちづくりを進める上での指針となるものです。 

 現行の尾花沢市都市計画マスタープランは、目標年

次を令和２年とし、平成 13 年５月に策定し、平成 27

年５月に改訂を行い、都市計画街路事業や、宅地開発

事業、下水道事業、流雪溝整備事業など市街地整備を

進めてきました。この間、都市計画道路尾花沢大石田

線や中学校朧気線、尾花沢駅長根線が完成し、沿線に

は尾花沢警察署、尾花沢市消防本部、大型店舗や農協

施設、住宅などが立ち並び、街の様相が大きく変化し

てきております。都市計画街路事業と併せて整備した

花笠ニュータウンは全37区画を完売し、新たな市街地



を形成しております。また、下水道の整備面積は約

44haから181haと大きく進捗し、市街地の環境改善が

図られております。本町市街地の流雪溝整備について

は、約 93％の整備率となっており、雪に強いまちづく

りの推進が図られてきました。 

 現行の都市計画マスタープランの目標年次は、令和

２年となっており、今年度と来年度の２箇年で第２次

尾花沢市都市計画マスタープランを策定すべく、現在

策定作業を進めています。策定にあたっては、少子高

齢化や過疎化など社会情勢の変化、土地利用の現状及

び都市施設の整備状況等を十分に勘案し、問題や課題

を整理し、策定してまいります。また、都市づくりに

対する住民の意識や考え方、ニーズを把握し計画に反

映させるため、住民アンケートを実施してまいります。

住民アンケートは18歳以上の市民1,500人を対象とし、

重要課題に対する意見や地域別の傾向を把握したいと

考えています。また、中高生世代 500人を対象とした

アンケートでは、尾花沢市への帰属意識や定住促進施

策のヒントとしたいと考えております。さらに、第７

次尾花沢市総合振興計画の市民アンケート結果も活用

することとしており、都市計画マスタープランで実施

するアンケートは、特に都市基盤整備に係るニーズの

調査を行ってまいります。 

 現行の都市計画マスタープランの解析や評価、検証

については、現計画に示されている課題や施策状況に

ついて、策定検討委員会、幹事会において、十分に評

価、検証し新計画策定に活かしてまいります。また、

本市の都市としての現状を把握するため、各種統計デ

ータや基礎調査データ、庁内資料等を収集し、整理し、

分析してまいります。こうした調査結果を踏まえ、現

在の進捗状況及び将来の見通し、本市の都市構造の特

性や課題等を検証、整理し、第２次都市計画マスター

プランを策定してまいります。 

 次に、立地適正化計画については、平成 26年の都市

再生特別措置法によって新たに創設され、コンパクト

シティの実現などに向けた、初めての土地利用計画制

度です。県内では現在４市町で策定済、６市で策定中

となっており、その他の自治体においても策定する方

向で検討している市町村が多いようです。立地適正化

計画は市町村マスタープランと比較してより具体的な

計画であり、「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」

などを定める必要があります。本市においては、用途

区域が設定されており、ある程度コンパクトにまとま

っていることや、雪に強いまちづくりの観点からも、

更なるコンパクト化や、居住誘導区域の設定が難しい

状況が想定され、立地適正化計画の策定内容について

慎重に検討する必要があります。今後、都市計画マス

タープラン策定作業の中でも、立地適正化計画を策定

する上でのメリットやデメリットなどを十分に勘案し、

既に策定している市町などの状況も確認しながら検討

してまいります。 

 現行の尾花沢市都市計画マスタープランについては、

内容を広く市民にご理解いただくため市のホームペー

ジに公開しております。今回策定する第２次都市計画

マスタープランにおいても同様にホームページに公開

し、市民への周知と理解を図ってまいります。 

 また、都市計画業務の効率化や高度化を図るために、

ＧＩＳを導入してはとのご質問ですが、現在本市では、

様々な地図情報を利用したシステムを各課で運用して

いる状況です。こうしたことからそれぞれのレイヤー

を重ねることは難しいと思われます。次期都市計画マ

スタープランを運用するにあたり、費用対効果を含め

て考えてまいりたいと思います。 

 次に、今後の小中学校建設についてお答えします。 

 総合教育会議の様子については、教育委員会から答

弁いただくこととし、学園都市構想に対する考え方、

進捗についてお答えいたします。 

 はじめに考え方ですが、構想の発端は、想定を超え

る少子化が進行する中にあっても学校としての機能が

発揮され、適正な人数によって子どもたちが健やかに

成長することを願ってのものです。また、おもだか保

育園や尾花沢小学校の老朽化も考慮すると保育所と小

学校を一体的に整備することで、グラウンドや駐車場

が共有できるほか、保育所と小学校の連携も図れるな

ど、効率的、効果的な教育環境が整備できるものと考

えております。先の質問の中にもありまして、重複す

る点については、ご勘弁お願いいたしたいと思います。 

 現在の進捗状況は、庁内関係課により情報共有を図

りながら、県内外の先進地を視察し、事業の進め方な

どについて調査研究している段階であり、来年度につ

いては、候補地となり得る所はどこなのか、土地の現

状や利用規制、土地情報などの把握と整理に取り組み

たいと考えております。 

 学校教育検討委員会から出された「将来を展望した

学校のあり方に関する提言書」については、２月 10

日の全員協議会にて報告させていただきましたが、そ

の内容は、「将来的には、市内小学校１校、中学校１校

にしていくことが妥当である」としつつ、「①市内小学

校の統合」、「②市内中学校の統合」、「③統合小学校の

建設場所」、「④学校建設に関連する事柄」の４項目に



ついて提言をいただきました。 

 議員からは、「学校予定地」や「各地区小学校の統合

や存続」について、市長部局から話が出されていない

とのご指摘でありますが、学校統合に関する事案につ

いては、教育委員会や総合教育会議においても「地域

や保護者の意見を十分聞きながら進められたい」との

ご意見を頂戴しているとおり、関係者の方々と共通認

識を築きながら進めていくことが何よりも重要です。 

 また、提言書では、建設場所についても言及されて

おりますが、仮に統合ということになれば、本町地内

だけでなく市内各地区からのアクセス状況を始め、ま

ちづくりの観点などを踏まえ、利用しやすい場所を検

討する必要がありますので、学校統合に関する事案同

様、市民の皆様のご意見も頂戴したいと考えておりま

す。 

 今後、第７次総合振興計画や都市計画マスタープラ

ンの策定に向け、各地域で話合いの場を設ける予定で

す。学園都市構想についても両計画にも密接に関係い

たしますので、話合いの場において学園都市構想に関

する意見もお聞きしたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 総合教育会議の内容につきまして、ご説明申し上げ

ます。今後の学校建設は、重要な検討事項となります

ので、学校教育検討委員会提言では、小学校統合に関

して、「令和７年度頃から令和 12年度にかけての出生

数から見る学級数等の激減や、建設時の学校規模と将

来的な空き教室の数、用地取得や設計業務、建設のた

めの期間等を考慮すると、令和８年に尾花沢小学校を

18学級規模で建設し、市内１校に統合することが望ま

しい。」としております。また、同様に、中学校につい

ても、将来的には市内１校にすることが望ましいとし

ております。 

 この提言内容を受けまして、総合教育会議において、

「市内小学校の統合について」に加え、「市内中学校の

統合」、「統合小学校の建設場所」、「学校建設に関連す

る事柄」の４つの提言内容について話し合われたとこ

ろでございます。 

 その話し合いにおきましては、「統合に向かう際は地

域の意向を十分に加味しながら進めてほしい」、「統合

前の子ども同士の交流会、保護者の打合せ等、これま

でのノウハウを生かし、適切に対応してほしい」、「他

の市からも来たくなるような尾花沢市にするために、

特色ある学校づくりをしてほしい」、「小中学校の校舎

を近くに建設して連携していくのか、もしくは義務教

育学校としていくのか」、「英語教育に力を入れていく

中で、海外の子どもと文化交流ができるようになれば

よい」など、さまざまなご意見が出されました。 

 今後の学校統合にあたっては、視察や研修などで学

習するとともに、地域の皆様のご意見をお聞きしなが

ら進めていきたいというふうに考えております。以上

です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 それでは、自席より再質問のほうをさせていただき

たいと思います。 

 まず、都市マスタープランの策定についてでありま

すけども、やっぱり住み続けたい街づくりをするため

ですね、都市マスは非常に重要な、欠かせない基本方

針であると思います。そして 20 年という長い、20 年

後の尾花沢ということを考えますと、やはりただ数字

の入れ替えや、理想論だけではなくてですね、実現可

能なわかりやすい指針でなければいけないと思ってい

ます。その上で、先日策定スケジュールを示されたわ

けですけども、住民アンケートの内容や現状の解析、

評価、検証という文章がなかったため、あえて質問さ

せていただきました。 

 まず、アンケートについてですけども、第６次尾花

沢市総合振興計画策定時には、１年３ヶ月前に20歳以

上の人にアンケートをとっているようでした。そして、

中学校３年生や市内に在住する高校生には、１年前に

アンケートを実施しているということでありました。

ですので、マスタープランについて、今回の答弁では

ですね、18歳以上が1,500人、中高生に500人という

ことでありますが、実際アンケートを実施するのはい

つ頃になるでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 アンケートの実施時期についてのご質問でございま

すけれども、今現在、都市計画マスタープラン策定作

業に入っているところでございます。都市計画審議会

や、策定検討委員会、幹事会をそれぞれ行ったところ

でございます。アンケートについては、先ほどの市長

の答弁にあったとおり、非常に重要な、市民の意見を

反映させていくというふうな点で大変重要なものと捉

えております。３月中にアンケートを作成しまして、



４月から５月にかけて配布、集約しまして、6 月中旬

までには集計、分析を終了させて計画に反映させてま

いりたいと考えております。以上でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 はい、６月中には集計をしたいということでありま

す。やはり、私からしてみると遅いのかなと。やっぱ

り20年分先のことまで考えてやるのに、こんなゆっく

りしてていいのかなっていうのは正直な感想です。そ

して、また第７次尾花沢市総合振興計画もアンケート

調査を行っているわけでありますけども、確か回収率

が 48％ぐらいだったんじゃないかなというふうに思

います。回収率も非常に重要でありまして、ただ2,000

件の方にアンケートをただ送付したっていうだけじゃ

なくて、回収率も高められるような施策をして欲しい

と思うんですが、その辺どういうふうに考えてますで

しょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 回収率の件でございますけれども、やはりいろんな

方の意見を反映させるといった時には、回収率を上げ

ていくことが重要であると考えております。アンケー

トについては、やはり難しいアンケートでやると、な

かなか回収率も低くなるのかなということで、なるべ

く回答、記入しやすいような設問、内容等、今後これ

から検討して、回収率アップにつなげてまいりたいと

考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 はい、やはりですね。６割は超えてほしいなと、い

うふうに私は思います。ですから、ただ送付するだけ

じゃなくてですね、やはりその中にも文言的にランダ

ムに選ぶわけでしょうから、尾花沢市に協力していた

だく、自分たちが住みたいまちになるために回答して

いただくためのですね、どういうふうにすれば回収率

が上がるのかなという部分もですね、私も一緒に考え

たいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。そしてですね、アンケートもですね、一般市

民だけではなくてですね、各種団体の方にもアンケー

トをしていただきたいと思うんですが、その辺はどう

お考えでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 さまざまな分野からいろんな意見を計画に反映させ

ていくべきだというふうなことだと思います。アンケ

ートについては、先ほど市長の答弁にありましたよう

に、一般市民に、1,500 人に無作為に抽出しまして、

アンケートを依頼することでございますが、多様な職

種、各地域からのいろんな意見を把握したいというふ

うなことで、団体ではないんですけど、職業をお聞き

する項目ございますので、各職種別の集計等もできま

すので、そういったことで、いろんな意見が反映でき

るように検討してまいりたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 私の考えていることとはちょっと違うのかなと、私

が言いたいのはですね、やっぱり企業、尾花沢の企業

の社長さんとかですね、あと商店街、あとやっぱり農

家、開業医さんもいると思うんですけども、個別にそ

れぞれ考えていることあると思うんです。そしていろ

んな知識を集約することによって、未来の尾花沢の施

策が良い方向に向かっていくのかなというふうに思い

ますので、そちらのほうのアンケートもぜひ実施して

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 次なんですけども、アンケート調査で常に出てくる

のが、先ほども答弁にありましたけども、日常の買い

物が不便、市内に適当な職場がないということみたい

です。あとはやっぱり克雪都市の基盤ってことで、雪

捨てが大変だということで、一応流雪溝整備93％とい

うふうにはなっているんですけども、その中でもやは

り尾花沢から他の地域に移住してしまうというのがど

うしても180人ぐらいでしたかね、いるということで、

自然に減少するほかに、やはり外に出て行ってしまう

ということです。やはり 93％というのは、整備できる

ところが93％ということなんでしょうけども、まだま

だその辺は、考えなくちゃいけないのかなというふう

に思いますので、その辺も十分検討していただければ

というふうに思います。 

 また、都市マスを実行して結局 20年経ったわけです

けども、やはり年次計画や目標を掲げて尾花沢市総合

戦略の検証というのがあると思うんですけども、同様

にですね、毎年検証をしていくべきだと思うのですが、

どう思われますか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 



◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 はい、お答えいたします。都市計画マスタープラン

の施策の実行に当たっては、評価、検証が非常に重要

であると考えております。ただ都市計画マスタープラ

ン、長いスパンの計画でございますので、総合戦略の

ような形で毎年行うというふうなことにはならないか

と思いますけれども、今後策定作業の中で、策定後に

示された計画の進捗状況を把握し、検証できるような

システムを構築してまいりたいと思います。また、都

市計画マスタープランの中の具体的な事業に関しては、

総合戦略の中でも評価、検証を行っておりますので、

その辺も踏まえて、今後検討してまいります。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 はい、よろしくお願いします。というのは、都市マ

スのですね、審議会というのがあるんですけども、先

日その審議会のほうありまして、そしたらその審議会

がですね、26年の７月頃から全然開かれてないという

ことでありまして、やっぱりそれでは都市マスの審議

会なんているのかなというふうになってしまうと思い

ますので、最低審議会もですね、１年に１回の開催と

かですね、というふうにも要望出てたようですので、

ぜひお願いしたいと思います。 

 次、立地適正化計画についてでありますけども、答

弁のほうでは、４市町ということでありますが、４市

町で策定済み、６市で策定中とありますが、私の調べ

た資料によりますと、令和元年７月の時点で、山形市

をはじめ９市１町が策定済みであるというふうになっ

ております。それで、立地適正化計画に対してですね、

ちょっと知識不足なのかなというふうに思ってますけ

ども、メリットやデメリットを十分に勘案し、という

ふうにあるんですが、立地適正化計画を計画、策定す

るにあたってですね、実は予算措置 15項目、金融措置

６項目の補助金が適用されます。ですから、作らない

と補助金がもらえないというふうなものでありまして、

逆にこれがデメリットにつながることは、私はないと

思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 立地適正化計画を立てることによって、さまざまな

事業に対する補助制度が受けられるということについ

ては、私のほうでも把握してございますけれども、た

だその立地計画を策定する段階で、先ほどの市長答弁

にもありましたけれども、都市機能誘導区域と、居住

誘導区域といった設定、新たな区域設定が必要でござ

います。その区域設定が、なかなか難しいものがある

のではないかと用途区域も302haあるかと思いますけ

れども、それをかなり絞った形での居住区域の設定と、

その中心部に都市機能誘導区域、非常に理想的な面も

あるんですが、先ほど申しましたとおり、雪に強いま

ちづくりという観点からは、少し密集しすぎて、尾花

沢にそぐわない面もあるのかなというふうなこともあ

ります。先ほど市長答弁にもありましたとおり、この

立地適正化計画についてもマスタープランの策定作業

の中で、十分に検討して計画を立てるべきだ、という

ふうなことになれば、立地適正化計画も策定していく

ことになるのかなというふうに考えております。以上

でございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 これは実はですね、空き家対策といいますか、空洞

化によってですね、それを区画整理することによって、

その空き家の解体が無料でできるとかですね、さまざ

まな制度があるようでございます。そして、青野議員

が仰ったコンパクトシティっていう言葉もこの中には

文言が入ってますけども、まちづくりにとってはです

ね、どうしても尾花沢市の中でも昔からある街並みを

見ますと、どうしても確かにごちゃごちゃしているの

は分かります。でもそこを策定していかないと、基本

的には国からの補助金２分の１はもらえないというこ

とになりますんで、その辺の計画はしっかり考慮して

いただきたいなというふうに思います。 

 次、ＧＩＳに関して質問いたします。答弁の中では、

また費用対効果という言葉が出てきましたけども、本

当にＧＩＳのこと本当にわかっているのかなというふ

うにしか聞こえてきません。というのはですね、今尾

花沢市が使っている土地情報システム、森林情報シス

テム、上水道システムってのは、その課単独では、一

つのシステム、各々であります。その空間データをい

ろんなものを全部、空間データを重ねられるのが統合

型のＧＩＳでございます。道路情報であったり、防災

情報であったり、固定資産税情報だったり、リーサス

のデータも取り込めます。後は、埋管ですかね、単純

に言えば電気、というのも全部取り込むことによって

管理しやすくなるということでございます。またそれ

を使うことによって費用対効果といいますけども、ペ

ーパーレス化もけっこう図られるということになって



います。 

 またですね、私がこれ言いたいのは、どうして提案

するかというと、単独で、もしＧＩＳどうですかって

いうのであれば、私提案しません。これはあくまでも

財政支援がありまして、地方交付税、特別交付税の両

方の支援が受けられます。ですから、昔みたいにです

ね、億がかかるとか、そのぐらいは実際かからないと

思いますね。今時、ましてやＩＣＴ化って謳っている

のに、それに関しては庁舎は全然無頓着ではまずいと

思いますね。子どもたちはどんどんＩＣＴ化進んでい

るのに、うちらのほうは全然進まないようであれば、

それは話にならないということだと思います。ぜひ、

ＧＩＳ関係でなくてですね、都市計画だけでなくて、

基本的に全庁舎でＧＩＳというのは私必要だと思うん

です。その辺の検討してみてはどうかと思うんですけ

ど、市長、ちょっとどうでしょうかね。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 確かに議員指摘のとおりですね、その分野について

の遅れがあるのかもしれません。その辺のところをで

すね、さらに研究させなきゃいけないだろうと、そう

いった時にですね、ぜひですね、星川議員所有のアイ

デア等、知識をですね、ぜひ反映させていただきたい。

そんなふうにご協力お願い申し上げます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 私で良ければいつでも、お力添えと言いますか、尾

花沢市が良くなるためには、私は何でも協力するつも

りでございます。ですから、私の持っている知識でよ

ろしいんであれば、いつでもお貸ししますので、ぜひ

使っていただければというふうに思います。じゃあＧ

ＩＳのほうはここまでにしておきます。 

 次にですね、尾花沢市総合教育会議についてなんで

すけども、実際、昨年の総合教育会議を拝見させてい

ただきました。そしたらですね、そこではですね、教

育委員会からの提言を市長が受けて、それで市長が座

長になって何かありませんかって言ったんですけども、

何もシーンとなって、じゃあ終わりますで、それで終

わったんです。それで何なんだろうなと私も思いまし

てですね。ちょっと総合教育会議について私なりに調

べました。総合教育会議の位置付けは、地方公共団体

の長が招集するとなっており、市長と教育委員会とい

う執行機関同士の協議と調整の場とするとあります。

協議とは自由な意見交換として幅広く行えるもの、調

整とは教育委員会の権限に属する事務について、地方

公共団体の長の権限と調和を図ることというふうにあ

るわけでございまして、中身を十分に理解した上で総

合教育会議を行っているのかなというふうな疑問が持

たれますけども、市長、その辺どのようにお考えでし

ょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 まず、提言を受ける段階で、ある程度が煮詰まって

きた経過なんだろうなと、そして総合会議がございま

した。その総合会議の時には、そういった貴重な提言

も上がってきておりまして、そして教育委員会の考え

方も文書としてございました。そして重ねてみれば、

ほぼ重なるような状態の内容でございました。ですか

ら総合会議においては、かなりその前段で全て一つに

方向性が見出されているんだなというふうに私は捉え

ました。ですから、ああいう形で、多くの意見が飛び

交うという形にはならなかったんだとは思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 協議・調整事項の具体例としてなんですけども、「教

育を行うための諸条件の整備などを重点的に講ずべき

施策に関すること」という、これが学園都市構想のこ

とだと思いますので、そういうことをですね、諸条件

の整備、学校の教育現場の諸条件の整備なんですから、

これがまず、ここに当てはまると思うんですね。学園

都市構想について。ですから、まあ提言は教育委員会

からしましたけども、当局側が思っている疑念とか、

メリット、デメリットというのは、そこでどんどん意

見交換することによって、学校計画というのは進んで

いくんじゃないかなと私は思うんですけども、その辺

は当局ではどのようにお考えでしょうか 。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 大変難しい、基本的な話をいただきました。ありが

とうございます。今回の議題等については、先ほど市

長が申し上げましたとおり、総合教育会議に入る前の

意見の調整等の打ち合わせが十分であったというのが

今回の現実です。仰るとおり、この中で決めるべき点

が、本当に早急さを増して必要な時に話し合いに入る

ということです。今回のこの点に関しては、令和２年



度話し合いを進めていくというところで、まだ現時点

で早急に決めていくという点は薄かったということで

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 私の認識が甘いのか、ちょっと疑問ではございます

が、そういうことにせざるを得ないのかなというふう

に思います。それでですね、またですね、「地方公共

団体の長は総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教

育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、

これを公表するよう努めなければならない」というふ

うにあるんですけども、これもですね、平成27年の議

事録はあるんですが、28年以降の議事録が市のホーム

ページでは見つかりません。実際作成はされておるん

でしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 こども教育課長。 

◎こども教育課長（山 口 清 孝 君） 

 議事録は作成をしておりまして、照会がございまし

たら、平日等にはしてますが、ホームページのほうに

は載せていないということでございました。大変申し

訳ございません。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 やはりですね、公表するよう努めなければならない

というふうに謳っていますので、ぜひホームページの

ほうに上げて欲しいなというふうに思います。それで

27年度の議事録を見ますとですね、出席委員として市

長、委員長、委員長職務代理者、委員、教育長が出席

してまして、その他にも事務局として総務課長、総合

政策課長、こども教育課長、教育指導室長、社会教育

課長が出席してですね、活発な意見交換の議事録があ

りました。ぜひ私はね、やっぱり総合教育会議、そう

いうふうにあってほしいと思います。ただやっぱり形

だけの、ただ提出して受け取りましただけの総合教育

会議ではあってはならないというふうに思いますので、

ぜひその辺も、次の総合教育会議には私も見に行きま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 次、学園都市構想についてですけども、これは私で

３人目ですか、やはり小中学校でなくて、おもだか保

育園、ひまわり保育園というふうにですね、いろんな

課題は多いと思います。私はちょっと感じたことです

がね、検討委員会の提言書を拝見しますと、気になっ

てるのは、やっぱり生徒の数にとらわれすぎているの

かなと、私自身は思っているんです。ですからやっぱ

り本当であれば、行政っていうのは出生数を増やすた

めの施策とかですね、そっちを一生懸命頑張らなくち

ゃならない、やっぱり60人とか、70人しか今出生数が

ない中で、それをどうにか10人でも15人でも増やす施

策を、やっぱり当局側が考える、私たちも考えるとい

うことが重要でありまして、学校統合に関してはやは

り、先ほどから市長が仰っているように、地域の話を

聞くっていうことが一番だと思います。ですから逆に、

私は実際は各地区に、私は一校ずつ小学校はあるべき

じゃないかなというふうに思っているところです。と

いうのは、ただ単にその子どもの数じゃなくて、私は

経済のほうも見なくちゃいけないと思いますし、学校

の先生がその地域に来なくなるということを考えます

と、校長先生はじめ、教頭、数名の先生のことも考え

ますと、一気に職員がいらなくなってしまう、尾花沢

に。そうするとやっぱり経済効果もグンと下がる。そ

うすると飲食店街の人も必ずその分、経済が悪くなる。

入ってこなくなる。いろんな面のことを考えなくちゃ

いけないなというふうに思ってて、そしてやっぱり、

各地区にですね、小学校があって、私今思っているん

ですけども、やっぱり令和２年度からはＩＣＴを活用

したプログラミング教育が完全施行になります。小学

校においてはインターネットを使用した学校間の交流

授業、また月一回程度の同学年交流授業などを、各校

の生徒たちが交流の場を設けることで、友達は増える

と思いますし、情報も得ると思っています。今の子ど

もたちっていうのはＳＮＳを活用し交流しています。

うちの息子も他の学校の生徒たちと、これはＬＩＮＥ

っていうんですかね、ＬＩＮＥというのを使って、何

でお前知ってんのやという時もあります。 いや友達な

ったと、おお素晴らしいなと。うちの息子、少年野球

やっているんですけども、それでかなりの子と友達に

なって、天童に行ったら天童の子どもたちとも友達に

なったり、村山に行けば村山の子どもたちと友達にな

って、本当にこう、何でこいつのところにこんなに友

達寄ってくるんだろうなっていうぐらいちょっと面白

い子なんですね、きっと。ですからそういうのはやっ

ぱり、学校間で交代して回って歩くとか、授業の中で、

授業で総合ってあると思うんですけども、そこの中で、

今回はここの学校にみんなで集まりましょうみたいな、

月一回ぐらい交流することによって、もっと友達って

いうのは増えてくるんじゃないかなと。そして中学校

になれば、結局後々は一校、二校になるわけですから、



そうするとおおっていうような感じで、なるんじゃな

いかなというふうに思いますけども、その点、教育の

観点から教育長はどういうふうに思いますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育長。 

◎教育長（五十嵐   健 君） 

 各地区に学校を残す、小規模校になってもっていう

ことです。少人数の利点や小規模校ならではのメリッ

ト、本当に一人ひとりのきめ細やかな指導を含めまし

て、数多くあると思います。また、私感じている、例

えば複式学級指導、教員が子どもたちに関わる時間が

少ない、だからこそ子どもたち一人ひとりの自立心を

高めようとする指導に努力する等々、本当に数多いか

と思います。そういうデメリットの部分もメリットに

生かそうとする意欲を持てるっていうか、そういう指

導もあるのかなと思います。ただちょっと気がかりな

のが、平成29年から学校のあり方についていろいろ保

護者と、地域の方と、ご意見をいただく中で、ある保

護者、うちの子は上級生の子どもから優しくしてもら

って、楽しく学校に行っていると、でもよく考えると

本当の友達と言えるのかなとか、将来中学校高校にな

っていろいろ仲間が増えるけど、この小学校の時の同

級会ってどういうイメージなのかな、なんていう声が、

なんかすごく私は気になったところです。 

 あとＩＣＴを活用した学習、これは現代の社会、そ

れから教育界も本当に目指す方向だと思っております。

現在、文部科学省がＧＩＧＡスクール構想というのを

出して、近い将来タブレットを児童生徒１人１台配備

するという計画です。そうなると、例えば、これはデ

ジタル教科書等を使って、もう教科書を持ち運びする

ことがない将来が待ってます。ということは、学校の

大小にかかわらず、学校でも自宅でも学習ができる、

そんな将来が見えてくるのかなとも思っています。そ

れに対応する子どもの育成と同時に、環境整備も努め

ていかなくちゃならないと思っていますが、その一方

なんですよ、そのような時代を生き抜く人間の土台を

作る部分が義務教育なんだという認識を持っています。

ですから、例えば汗水流し、励まし合い、苦労や困難

を乗り越えている喜びや、人の弱さを気遣い、優しい

心遣いができる、人間性豊かな子どもを目指す活動の

ためには、実体験というのも本当に大事にしなくちゃ

なんないと、それを義務教育という限られた中で行わ

なくちゃなんないという部分って、やはりバランスっ

ていうのもあるだろうし、その一方に偏ることも良く

ないなと思っています。今回、検討委員会からの提言

っていうことでご意見あって、皆さんからいろんなご

意見をいただいていますが、前の青野議員にもお話し

たとおり、あそこに出てくる数字とか、年度とかって

いう、その元には、将来の教育に対する保護者の希望

も入ってるんだと、願いも入ってるんだっていうとこ

ろを、ちょっとお含みおきいただければと思っていま

す。そんなふうな意味で、これからも協力をお願いし

たいなと思ってます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 教育長ありがとうございます。本当に難しい問題だ

なというふうには思いますけども、やはり親御さんた

ちにはですね、小学校の同級会ってまず、私たちも経

験したことはございません。中学校以上ですので、そ

の辺は大丈夫かなというふうに思います。中学校高校

なったらありますけど。ただやっぱり、難しいんです

けども、私はでもそういう今考え方でいます。もしか

したらでも親御さんたちが、やっぱ将来的に、自分の

子どもを育てるのは親ですから、親御さんたちの意見

が一番重要なのかなというふうには思いますけども、

やっぱり５地区にある中で、この５地区にやはり学校

が無くなった場合の将来を想像してみますと、それを

まだ考えたくないなというふうに思います。というの

は、やっぱり尾花沢っていうのは広いんですね。地域

的にみても、面積が広い。やっぱり、点在しているっ

ていうのはありまして、やっぱりその辺もちょっと私

も動向見ていきたいなというふうに思います。ありが

とうございます。 

 ちょっとあともう一つ質問あるんですけども、来年

度予算案の中に学園構想資料等作成業務委託料が計上

されています。その中で、土地の現況、利用規制、情

報の把握と整理というふうにあるんですけども、地質

調査というのは入ってないんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 来年度の予算に計上した業務委託料の中には、地質

調査の分は入ってございません。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 地質調査は入ってないということでありますけども、

これ地質調査って非常に私重要だと思うんですね。場

所が決まってから地質調査をして、実はそこの地質が



悪かったんだなんてなったら、本当に取り戻しがつか

ないってわけですね。ぜひ地質調査をしていただいて

ですね。もし下手すると、そこを選んだ土地がですね、

土壌改良もしなくちゃいけない、なんてなったら非常

に大変ですよ、金額も億単位以上で変わってくると思

いますんで、その辺はどう思いますでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総合政策課長。 

◎総合政策課長（加 賀 孝 一 君） 

 私も建物を何軒か建てさせていただいたので、まさ

に議員の仰るとおりだと思います。ただですね、まだ

地質調査を行うまでの段階ではないと考えてございま

して、今も議場の中で話になっているんですが、保育

園、小学校、そして将来的に考えれば中学校も隣接す

るような形での学園を考えてはどうかということが議

論されております。そうしたことを考えると、それに

はどれぐらいの面積が必要なのかとその面積を確保で

きる場所はどこにあるのか、その土地の現状や法規制

はどうなっているのか、そうしたことをですね、いわ

ゆる候補地となりうるところはどこなのかということ

を、まず見極める必要があるのかなと。その前段の調

査を今回計上させていただいたところでございますの

で、ある程度絞られた段階にあっては当然であります

が、地質調査のほうを行う必要があると考えておりま

す。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 場所の選定ということで、私もせっかちなのでグー

グルを使って、実はもう３カ所ぐらいしかないんです

ね、実は。面積と確保できる場所っていうのは、３カ

所ぐらいしかない。今の学校、中学校３haぐらいです。

小学校も2.8haぐらい、あとは保育園関係は小さいので

測ってないですけども、大体そういうことを考えると、

７ha、８haは必要なのかなということでそういう場所

を１カ所でとれるのは３カ所ぐらいしかないというこ

とであります。その辺の検討は、私の検討事項じゃな

いので、当局にお任せしますけども、本当にですね、

学校建設にあたっては、本当に皆さんの意見というの

は本当に重要だと思います。後は最後はやっぱり、市

長の判断と決断力に期待するしかないと思います。あ

と１年半ごろまでには、市長なんか先ほど方針出す、

というふうなお答えしていましたが、それで間違いな

いでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 今年度の予算の中でやれることをまずやる、その上

で並行して各地域から、まずいろんなお声を頂戴して、

それからワークショップも当然しなくちゃなりません

し、各地域にまず足を運んで、いろんなご意見を賜り

たいと、それを集約した形の中で、さてじゃあ今度は

基本設計をどういう形にするかという前段でですね、

当然地質調査やらないわけにはいきません。不安定な

ところに学校は建てるわけにもいきませんし、やはり

学校建てるとなれば100年持つような、そういう校舎を

考えていく必要があるであろうと、そうすれば当然ま

ちづくりもそれに関係するわけです。だから学園都市

構想というのは、それだけ大きいものであって、決し

て私が市長のうちに全てをやろうとか、そういうもの

ではないと、だからみんなで尾花沢の将来を考えた上

で声を出し合いましょうと、その上でいいものを作っ

て、これから尾花沢を背負う子どもたちにしっかりと

渡してあげられるようにしたいというふうに考えてい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 星川議員。 

◎２番（星 川   薫 議員） 

 ありがとうございます。本当に学校の問題だけでは

なくてですね、私たち議員もそうですけども、やっぱ

り尾花沢市のためにみんなで一生懸命やっていくこと

をお願い申し上げ、一般質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、星川薫議員の質問を打ち切ります。 

 ここで、15分間休憩いたします。 

 

休 憩  午後２時58分 

再 開  午後３時11分 

 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 再開いたします。 

 この際申し上げます。本日の会議は時間を延長しま

すので、あらかじめご了承願います。 

 次に、10番 小関英子議員の発言を許します。小関

英子議員。 

〔10番 小関英子 議員 登壇〕 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 令和２年３月定例会、通告にしたがい一般質問させ

ていただきます。 



 １点目、防災・減災対策の拡充についてお伺いいた

します。３点お伺いいたします。 

 １点目、災害時の情報伝達の方法について、災害時

にいち早く情報伝達するために防災行政無線が各地域

に設置されておりますが、近年の豪雨など自然災害時

には、防災行政無線の放送が聞こえないとの市民の

方々からの多くの声が届きました。市民に正確な情報

を迅速に伝えるために、個別受信機の設置を推進する

べきではないでしょうか。また、高齢者や聴覚障害者

は音声だけでは情報を伝えることが困難になると思い

ます。目で見て確認できるように、文字で伝えられる

個別受信機の設置も必要と考えます。 

 ２点目、避難所設置に女性の視点からの取り組みを

お伺いいたします。昨年の台風19号の豪雨発生に伴い

避難所を設置し、住民の安全安心のために対応がなさ

れました。その後、避難所に避難された方々に対して、

または自主防災会に対して、避難所開設時に不足した

物資や、支援などの聞き取りは行われましたか。また

避難所から要望などはありましたか。取りまとめをし、

改善に向けて推進していることはありますか。予期し

ない災害で体育館や公民館に着の身着のまま避難し、

自宅に戻れない時は、プライバシーの問題で心身とも

に疲れてしまいます。その時に周りの人の目を気にし

ないで着替えやケガの手当てなどができるスペースを

確保する必要があると思います。救護テントなどが必

要と考えます。 

 ３点目、道の駅ねまるを防災拠点に。昨年12月９日

に災害時における電動車両及び給電装置に関する協力

協定を締結されました。また、災害時対応で多くの施

策を行っています。道の駅ねまるには観光の拠点だけ

でなく、ドクターヘリのランデブーポイントや、電気

自動車の充電器などが設置されています。災害時に市

民や観光客の安心安全のために防災拠点として起動で

きるように、ドクターヘリのランデブーポイントであ

ることを表記するなど情報収集や情報発信の拠点にし

てはどうでしょうか。 

 次に、気候非常事態宣言を宣言してはどうでしょう

か。近年市内において異常気象による豪雨による災害

が多発しています。先の災害復興が完了する前に次の

被害が発生しています。気象変動、防災など持続可能

な世界を残すために、今できることから始めていくこ

とが必要であると思います。長崎県壱岐市では、昨年

９月に国内で初めて気候非常事態宣言を行っています。

壱岐市は一つの孤島であります。我が市でも宣言して

はどうでしょうか。 

 次に３点目、生涯元気づくりポイント事業の継続に

ついてお伺いいたします。市民の健康長寿の社会のた

めに生涯元気づくりポイント事業が開設されて６年目

となります。令和２年３月31日、ポイントカードのほ

うには、平成32年３月31日が有効期限となっておりま

す。やまがた健康マイレージ事業と連動しての事業で

す。市民の健康長寿に大いに役立っていると思います。

２点ご質問いたします。 

 １点目、現在までポイント事業に参加の人数は何名

になりますか。年々参加者が増えているのでしょうか、

また、対象事業、対象行事は増えていると思います。

どのように推移しておりますか。 

 ２点目、今回の有効期限後の令和２年度からは、ど

のような形で継続をしていくのかお伺いいたします。

この機会にＳＮＳアプリなどを利用して行う考えはあ

るか、お伺いいたします。 

 次に４番目として、耕作放棄地の対策拡充について

お伺いいたします。耕作放棄地が増加しないように多

くの対策が行われていますが、耕作放棄地は増え続け

ています。耕作放棄地を作らない対策をお伺いいたし

ます。４点お伺いいたします。 

 １点目、耕作放棄地が年々増えています。耕作を休

止してからどれほどの期間で耕作不能な土地になって

しまうか、耕作放棄地にさせないために、具体的な政

策はどうなされているかお伺いいたします。 

 ２点目、現在栄養価の高いエゴマの６次産業化が行

われ注目されています。耕作放棄地を作らないために

エゴマの作付面積を増やしてはどうでしょうか。 

 ３点目、エゴマを市内の小中学校の給食に取り入れ

るなど、地産地消の取り組みはされていますか、お伺

いいたします。 

 ４点目、エゴマを小学校で栽培し、葉っぱや実を使

った調理を行ってはどうでしょうか。 

 最後に、食品ロス削減の推進についてお伺いいたし

ます。人口減少が進む中、ゴミの量はなかなか少なく

なりません。宴会などの席で、30.10運動が認識されつ

つあり、声がけをされる方も増えております。より確

かな取り組みができるように可視化していくことで、

より推進するべきではないかと考えます。３点お伺い

いたします。 

 １点目、宴会時のテーブルに30.10運動の食べ切り推

進を掲示してはいかがでしょうか。 

 ２点目、食事の量が多い場合は持ち帰りできる食品

は持ち帰りを推進してはどうでしょうか。 

 ３点目、宴会の予約をする時に食べきれる量やメニ



ューで予約するというのはいかがでしょうか。 

 以上、質問席からの質問とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 市長。 

〔市長 菅根光雄 君 登壇〕 

◎市 長（菅 根 光 雄 君） 

 小関議員から、大きく５点について質問をいただき

ました。順次お答えいたします。 

 はじめに、防災・減災対策の拡充についてお答えし

ます。 

 防災行政無線の難聴対策ですが、防災行政無線の放

送については、風雨等の影響により「放送内容が聴き

取りにくい」とのご意見を頂戴しており、これまで屋

外拡声子局の増設を行い対応してまいりました。しか

し、屋内にいる市民にとって、屋外子局からの放送よ

る情報伝達には限界があることから、新年度事業とし

て、防災行政無線個別受信機の貸与事業を開始するこ

ととしました。令和２年度は、各地区の自主防災会会

長宅を対象に貸与を進めてまいります。また、令和３

年度以降は、災害時要援護者世帯、土砂災害警戒区域

や浸水想定区域内の世帯、そのほか難聴世帯などにつ

いて、重要度を勘案しながら配備したいと考えており

ます。 

 また、高齢者や聴覚障がい者の方に対する「文字」

を使った情報伝達ですが、「避難情報」の提供に関し

ては、放送事業者への伝達によるテレビでのテロップ

表示や、スマートフォン等を持っている方に対しては、

エリアメールを発信する方法が考えられます。個別受

信機に接続可能な「文字表示装置」もあるようですの

で、より的確に情報伝達できる方法を検討してまいり

ます。 

 次に、避難所機能の強化についてですが、昨年の台

風19号の接近により、18地区に避難情報を発令し、13

施設の避難所を開設、179名の方が避難されました。避

難時に、避難者から直接出された要望はありませんが、

後日、地元自主防災会長さんなどからは、避難所内の

避難者が滞在する部屋に関することや、集落公民館を

避難所とする柔軟な対応などについてのご意見を伺っ

ております。今後、土砂災害警戒区域や浸水想定区域

内の自主防災会長の皆様にお集まりをいただいて、当

時の避難行動を振り返り、課題を総括して、これから

の避難行動、避難所機能強化に反映させたいと考えて

おります。 

 なお、新年度事業においては、指定避難所への簡易

トイレの配備を予定するとともに、先般は、銀山温泉

宿泊客の避難所となる、上柳健康増進施設の体育館の

テレビ視聴環境を整備しました。 

 また、避難所におけるプライバシー確保の方策につ

いてですが、長期間、避難所での滞在を余儀なくされ

た場合、プライバシー確保のためのスペースが必要と

なります。避難所施設の中に、区画された小部屋等が

あれば活用することも考えられますが、今後、避難所

機能強化のため、着替えのできる簡易テントやパーテ

ーション等の備蓄、又は販売事業者との災害時におけ

る物資調達協定の締結などを検討してまいります。 

 次に、道の駅尾花沢を防災拠点にとのことですが、

おかげさまで、道の駅尾花沢、愛称花笠の里ねまるは、

平成19年８月に開駅してから13年目に入り、東北中央

自動車道や一般国道13号などの道路利用者や、尾花沢

を訪れた観光客など、多くの皆様にご利用いただいて

います。また、休憩や各種情報提供のみならず、産直

ブースを中心とした地域住民の活動拠点としてもにぎ

わいをみせております。 

本市では、昨年12月に自動車販売会社との間で災害

時の協力協定を締結し、災害時に電気自動車から給電

できる体制を整備するなど、これまで市内全域での災

害に備えた体制作りに取り組んでまいりました。とり

わけ、道の駅尾花沢においても、非常用発電装置やソ

ーラー発電、非常用電話など、災害時に使用する設備

をすでに整備しており、その使用については、年１回

の避難訓練時の設備点検と、従業員による操作確認を

実施しております。 

 現在、道の駅尾花沢は、山形県ドクターヘリのラン

デブーポイントとして駐車場の一部が使用されており、

その位置や利用については、駐車場管理者である東北

地方整備局山形河川国道事務所と使用者である山形県

の間で締結された覚書によって定められております。

その覚書には、ヘリの離発着に関する施設の整備、維

持管理は行わないこととされており、再度確認したと

ころ、ヘリの離発着は、必要時に一時的に活用される

ものであるから、道路施設としての駐車場に、ヘリポ

ートマークは好ましくないとの回答でありました。し

かし、着陸時のランデブーポイントを確保することは

大変重要であると考えており、現在は、従業員が事前

に着陸告知を外部放送設備により周知して車の移動を

促すとともに、消防本部と連携して施設利用者の安全

を確保しております。人が多く集まる場所での防災対

策は極めて重要であることから、今後、災害や交通事

故などに対応できる地域防災拠点としての機能を、さ

らに強化する必要があると考えております。 



 次に、気候非常事態宣言のご提案ですが、気候非常

事態宣言とは、地球温暖化に起因した気候変動が、人

間社会や自然界にとって脅威となっていることから、

持続可能な地域社会を維持する観点から、地球温暖化

防止の必要性を内外にアピールする宣言として、世界

各地の国家、自治体、教育機関などで実施されている

ものです。 

 地球温暖化を一因とする異常気象は、猛暑、台風、

集中豪雨、洪水などの災害をも引き起こします。いつ、

どこで、どんな災害が起きても不思議ではない現状に

おいて、市民や地域の防災意識の高揚はこれまで以上

に重要となってきております。 

 本市においても、昨年秋の大型台風の影響で、河川

の氾濫や土砂崩れなどの被害があり、さらにこの冬は

日本三雪の尾花沢では想像できないほど少雪の状況が

続いています。環境保護や災害に対する市民の意識高

揚を図るためには、丁寧なプロセスが重要で、「本宣

言」の意義や実効性を十分研究していきたいと考えて

います。まずは、市民に対し広報紙等による啓発、防

災訓練や防災研修の実施、自主防災会活動への支援な

どを通じ意識高揚を図ってまいります。 

 次に、生涯元気づくりポイント事業についてお答え

します。 

 生涯元気づくりポイント事業は、平成27年度から開

始した事業で、各地区公民館や様々な団体が行う健康

づくり関連事業と連携し、市民の健康に対する意識の

高揚と健康寿命の延伸を目的として取り組んでおりま

す。 

 まず、この事業の対象となる事業数及び参加者数に

ついては、初年度の平成27年度は対象事業数が152事業、

参加者数は延べ4,380名でしたが、平成30年度は対象事

業数が337事業、参加者数は延べ12,892名と事業数、参

加者数ともに増加しております。特に30年度からは、

対象事業に花笠マラソンや尾花沢祭り花笠踊り大パレ

ード、花のかけはしボランティア作業なども加え、対

象事業の拡大を図っております。なお、新規参加者の

推移については、集計を行っておりませんが、延べ参

加者数から見ても増加していると捉えております。 

 このような状況に加え、県の「やまがた健康マイレ

ージ事業」は令和２年度以降も継続するとお聞きして

おりますので、本市の生涯元気づくりポイント事業も

同様に継続していく予定です。なお、有効期限が切れ

る予定のポイントカードについても、今後も継続して

利用可能となっておりますので、より多くの皆様に継

続して活用いただくよう周知してまいります。 

 次に、ＳＮＳアプリを利用してはどうかとのお尋ね

ですが、イベント参加時にカードを忘れた場合、引換

券を発行して対応していることや、平成27年度から令

和２年２月末時点で、ポイントを達成した426名のうち、

354名が70歳以上の方であり、約83％を高齢者が占めて

いる現状を考えますと、ＳＮＳアプリを活用しての対

応には課題があると考えております。 

 次に、耕作放棄地対策の拡充についてお答えいたし

ます。まず、耕作不可能な土地になるまでの期間につ

いては、農地の立地条件によって異なりますが、山林

等に隣接する農地であれば、休耕から２～３年で成長

が早い柳などの樹木が繁茂し、農地として再利用する

には大型機械等を使用した整地作業が必要となってき

ます。 

 耕作放棄地発生防止の取組みですが、農業委員が毎

月の総会案件の現地調査に合わせ、周辺農地のパトロ

ールを行っています。また、毎年８月は強化月間にな

っており、市内全域を巡回して確認作業を行っており

ます。その後、把握した耕作放棄地の所有者に対し、

利用意向調査等を実施し、農地の自作あるいは貸借等

の利用を促すことで耕作放棄にならないように指導し

ています。 

 また、高齢等により営農を継続できない農家の方に

は、地域の農業者が話し合い策定した「人・農地プラ

ン」に基づき、地域の担い手へ農地を集積・集約化す

ることで、耕作放棄地の発生防止に努めています。 

 さらには、多面的機能支払交付金事業や中山間地域

等直接支払交付金事業も、地域内で協定を結び、農地

のみならず水路や農道を含めた農業用施設を管理する

仕組みとなっており、耕作放棄地を発生させないため

の有効な事業であると捉えています。今後とも、取組

団体への支援を継続するとともに、さらなる取組面積

の拡大を目指してまいります。 

 次に、エゴマ作付けを奨励して、耕作放棄地の解消

を図ってはとのご提案ですが、エゴマから採取される

油には、必須脂肪酸であるα－リノレン酸が豊富に含

まれており、体内でＥＰＡや、ＤＨＡに変化し、体に

良い影響を及ぼすことは、既にご承知のことと思いま

す。 

 市では、農業再生協議会が設定する「水田活用の直

接支払交付金」の高収益が見込まれる園芸作物の一つ

としてエゴマを取り扱っており、水田にエゴマを作付

し出荷を行った農家には「地域振興作物」として10ア

ール当たり12,000円の産地交付金を交付しています。 

 しかし、現在のエゴマ作付面積は少なく、市の「産



地化作物」として選定されておりません。今後、需要

があり、作付面積が拡大してくれば「産地化作物」に

位置付けることができますので、一層の支援も可能に

なってきます。 

 なお、市内の企業には未作付地の有効活用を図りな

がらエゴマの作付けを拡大し、エゴマ油などを製造・

販売している事例もあります。 

 引き続き、６次産業化を目指す方に対して、市の元

気な農業支援事業など各種補助制度の活用を促しなが

ら支援を行ってまいります。 

 エゴマを使った給食や調理実習については、教育委

員会より答弁いただきます。 

 次に、食品ロス削減の推進についてお答えします。 

 現在、国内では大量の食品ロスが重大な問題になっ

ています。日本における食品ロスは、年間約650万トン

といわれており、その量は世界全体の食品援助量の約

２倍に相当し、国民１人当たりが毎日食べる茶碗一杯

分のごはんに換算できます。「30.10運動」は、宴会の

乾杯後30分間と、お開き前の10分間は自分の席に座り、

おいしい料理を楽しむことで「もったいない」という

気持ちや、食に対する感謝の気持ちを育む運動です。 

 山形県では、食品ロス削減に対する重要な心がけと

して「食べたい料理をお店の人に伝えること」、「食

べられる分だけ注文すること」、「料理は残さずにい

ただくこと」の３点を掲げ、宴会５箇条として「適量

を注文する」、「幹事さんが、おいしく食べましょう

の声がけをする」、「席を立たずにしっかり食べる時

間を設ける」、「食べきれない料理は仲間で分け合う」、

「最後に食べきれなかった料理は、お店の方に確認し

て持ち帰る」という食品ロス削減運動を啓蒙しており

ます。 

 食品ロス削減に向け、さまざまな取り組みを進めて

はとのことですが、県の取り組みも参考にし、北村山

地区食品衛生協会尾花沢支部など、関係団体の方々と

意見交換しながら、市民の皆さんが食品ロス削減に関

心を寄せるような取り組みについて検討するとともに、

周知を図っていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 教育指導室長。 

◎教育指導室長（髙 橋 和 哉 君） 

 エゴマを活用しての、学校における地産地消の取り

組みについてお答えいたします。 

 まず、初めに、給食での提供についてお答えします。

提供に当たっては、原価費用の面で、通常のサラダ油

等と比較して、大きなコストがかかるというふうな課

題がございます。確認させていただきました。 

 また、「総合的な学習の時間」では、例えば鶴子小学

校では「大根栽培・販売」を視点にするなど、学校と

してのねらいを持って、年間通したテーマを設定し、

学習を進めておりますが、尾花沢市内の小中学校につ

いては、今年度「総合的な学習の時間」や「家庭科の

授業」等でエゴマをテーマとして、学習活動を行って

いる学校はありませんでした。 

 学習テーマとして扱う内容という面から見れば、エ

ゴマについての情報量が、小中学生にとってまだ十分

とはいえない状況にあります。 

 エゴマをテーマに取り上げた学習のご提言を頂きま

したが、地域の産業である視点を踏まえ、資料収集等、

検討を進めていきたいと思います。 

 また、地域の指導者の協力も重視されておりますの

で、地域で指導できる方がいらっしゃれば、情報をい

ただければありがたいと思っております。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 では、順次自席のほうから質問させていただきたい

と思います。 

 １点目の防災・減災対策の拡充についてですが、今

回から市長答弁にもあったように、個別受信機を自主

防災会の会長さんのお宅のほうに貸与していくという

ことで、まず一歩前進かなと思います。そして、また

来年度には、さらに拡充していくということをお聞き

して大変喜んでおります。でありますが、やはり個別

受信というのは、やはり皆さんが、求める人、希望す

る人が、全員が対応できるような環境を作っていくこ

とも大事だと思いますが、そのようなお考えはありま

せんでしょうか。お伺いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。先ほど市長から答弁がありまし

たとおり、令和２年度につきましては、自主防災の会

長さん宅を予定してございまして、それ以降は順次、

重要度のあるところから段階的に配備していきたいと

いうふうに考えておるところでございます。この個別

受信機もある程度1台当たりの費用もかかるものでご

ざいますので、当面は重要度の高い方から段階的に貸

与させていただきまして、ある程度年数かかると思い

ますけども、希望される方、必要な方に向けてはそう



いった形で、貸与できるような計画をこれから検討し

ていかなければならないのかなと思っているところで

ございます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 力強く推進していただきたいと思います。国のほう

でもやはり、近年の異常気象による災害が多発してい

るということで、やはり個別受信機の貸与というのは

必要だということで、力を入れて予算化しているよう

でありますので、ぜひそこのところをしっかりと予算

組みしていただいて、対応していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 あと公民館など、体育館などで、やはり大きなスペ

ースの中での自主避難となりますと、なかなか視線と

か気になったり、やはりなかなか大勢の中では眠れな

いとか、いろんな意見があるかと思います。そういう

中でしっかりと各災害があるたびに、しっかりとその

都度情報をしっかりと取っていくことが大事だと思い

ます。今回も直接その時はなかったけれども、後でと

いうことで、連絡があったようですけども、私の所に

もちょっと時間が過ぎてからでしたけれども、今回宮

沢のほうで自主避難された方がいた時に、ちょうど前

日にリニューアルして、オープンして次の日におそら

く、豪雨災害になった施設だったと思うんですけども、

その時にやはり、自分たちが常日頃使っている茣蓙を

使ったり、そうやって代替品ではないですけども、自

分たちが使っているものをそうやって使って、何とか

一晩を過ごしたというのがありますので、ぜひ、そう

いう声っていうのがいろんな経験することによって、

より市長答弁でもあったように、より強化されるのか

なと思いますので、しっかりとマニュアル化して、ど

ういう質問とか、その都度その都度ではなく、整備し

ていくことが必要だと思いますが、具体的にはどのよ

うにお考えでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。ただいま議員からありましたよ

うに、昨年の台風19号の際には、土砂災害警戒区域の

方、それから浸水想定区域の方に避難勧告あるいは、

指示というようなことで避難情報発令したところでご

ざいます。なかなか情報が伝わらなくて、避難率はち

ょっと低かったんですけども、またそういった中でも、

避難された方からは、今議員が仰られたような声、要

望なども出てきておるところでございますので、先ほ

どの市長答弁にもありましたけども、土砂災害警戒区

域、それから浸水想定区域に入っております市内の約

20集落の地区の自主防災会の会長の皆様に、今月の下

旬にちょっとお集まりいただきまして、台風時のです

ね、課題等についてご意見を賜りたいというふうに思

っておるところでございます。そういったところを踏

まえながら、内容を集約、整理いたしまして、今後ど

ういったことに重点を置いて避難行動、避難情報を発

すればいいのかと、避難所の設営のあり方について、

そういったものをまとめてですね、また災害等の発生

した場合に役立てられるように、集約していきたいと

いうふうに考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 作業的には大変なことがあるかと思いますが、やは

り一つひとつ経験値を重ねていくことによって、減災

のほうにつながっていくのではないかなと思いますの

で、対応のほうよろしくお願いしたいと思います。市

長答弁の中にも、早速の対応で、銀山温泉の避難所と

なった上柳健康増進施設のほうにもテレビっていうこ

とが意見があったっていう、前回あったことに対して

すぐ整備されたということで、やっぱりその迅速さっ

ていうのが、いつ災害が来るのかわかりませんので、

やはりいただいた意見っていうのは、いち早く対応す

るっていうのが本当に大事なことだと思います。自分

が言った意見に対して、やっぱり対応されると、市っ

てちゃんと1人の声をしっかり聴いてくださっている

というのが、それが市民の安心にもつながっていくと

思いますので、大変いい事例だと思います。 

 あと、新年度予算では、指定避難所に簡易トイレの

配備を予定しているということですけども、1 つの避

難所に対して、1 つの簡易トイレの配備を予定してい

るんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。簡易トイレというふうなことで

ありますけども、器具そのものから導入する方法もご

ざいますけれども、ちょっと現段階で想定しておりま

すのは洋式トイレを活用いたしまして、そこに、袋状

といいますか、かぶせまして利用する。そういった簡

易的なものを考えておるところでございます。なお、

実際導入に当たっては、さらに検討をいたしまして、



品目を選定してまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり、やれることをやれるところからやるってい

うことがすごく大事なことだと思います。この簡易ト

イレの洋式トイレを利用してっていうのは、避難所に

限らず自宅避難する方にとっても大事な情報だと思い

ますので、ぜひどういうふうにして簡易トイレとして

使えるのかということも内容を含めて、ぜひ市民の方

のほうに周知をしていただいて、やっぱり自分の身は

自分で守っていくという、その意識が高まっていける

ことが必要なんではないかなと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 あと、着替えのできる簡易テントや、パーテーショ

ンの設置、備蓄ということで考えられているというこ

とで、大変に大事なところだと思います。いざという

時に、やはり体育館とか大きいスペースの中で、最近

は間仕切りをした避難所設営も増えているようでござ

いますが、個々の間仕切りされたスペースのほかに着

替えをするスペースとか、手当てをするスペースって

いうのは必要になるかと思いますので、ぜひいろんな

形の段ボールで作れるものとか、またテント式で作れ

るものとか、いろんな形がありますので、ぜひ尾花沢、

また、その避難所に合った簡易テントということを考

えていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、道の駅ねまるのことですけども、やはりドク

ターヘリのランデブーポイントということで、数回ド

クターヘリがねまるを使って人命救助されているとい

うこともお聞きしております。先ほど市長のほうから

はヘリポートマークは好ましくないという、東北地方

整備局山形河川国道事務所と山形県の締結の覚書にあ

るようにということが答弁ありましたけれども、ヘリ

ポートのマークというよりも、スペースとして、ねま

るの駐車場がドクターヘリのランデブーポイントとな

っているんだということを市民の方、また観光客の方

に知っていただくための、マークというよりも看板を

設置してはどうかという提案をさせていただきたいな

って思っております。やっぱり市内の方だと分かって

いる方も多いかと思いますけども、観光客で来られた

方に対して、ここはランデブーポイントになっている

んだっていうことが意識付けられていると、いざとい

う時にすぐ、しっかりと従業員の方が事前に着地告知

をして、外部放送で車を移動してくださって対応され

ているというのは承知しておりますが、ぜひ見た目で、

道の駅ねまるの駐車場はドクターヘリのランデブーポ

イントとなっているという周知をしていくことも必要

だと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 建設課長。 

◎建設課長（近 藤 二 弘 君） 

 ドクターヘリのランデブーポイントとしての道の駅

の駐車場が利用されているということで、そのことを

多くの市民をはじめ利用される方に、周知を図ってい

くべきだというふうなことでございます。私どももそ

ういった周知については、必要であると考えておりま

すので、今後、指定管理者のＪＡさんとも協議しなが

ら、また国土交通省、山形県などとも協議しながら、

どういった方法がいいか、ホームページなどでお知ら

せする方法もあるかと思いますし、現場の利用してい

る近くのほうに看板を立てるとかもあるとかと思いま

すので、その辺十分に検討してまいりたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 一番わかりやすい方法の周知をお願いしたいと思い

ます。実は友好都市になっている岩沼市に行かせてい

ただいた時に、どこの公園だったかちょっと忘れたん

ですけど、ここはドクターヘリのランデブーポイント

になってますという看板を見かけたときがありますの

で、やはりそうやって他から来た観光客というか、そ

ういう方にも、道の駅ねまるとしては観光拠点でもあ

りますので、それをしっかりと防災拠点に結び付けて

いくためにも、看板等は大事になってくるのではない

かなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

では次に、気候非常事態宣言について、お伺いいた

します。やはり市の方で市長答弁にもあったように、

やはり、近年の豪雨災害、また災害が続いていること

に対して危機管理の面で、防災危機管理室を設けてい

くということでありますけども、具体的にはどういう

形で考えているんでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 総務課長。 

◎総務課長（鈴 木   浩 君） 

 お答えいたします。市長の施政方針の中で述べられ

ましたけども、総務課内に特別室ということで防災危

機管理室を設置してまいりたいというふうなことでご



ざいます。この職員については、他の業務とは切り離

してですね、専任的にその業務に当たっていただきた

いというようなことで、昨今の異常気象に伴う自然災

害が増大しておりますので、常にそういった危機管理

に目を配りながらですね、対応できるような体制を作

ってまいりたいというふうなことで考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 今言葉の中に、専任されるっていうことが、その言

葉が本当に大事なのではないかなって思います。いろ

んな課とか係とかの連携もありますが、やはり 1人の

方がしっかりと、まとめ役になるということは、大変

に大事なことだと思いますので、ぜひよろしくお願い

いたします。 

 あと意識付けということで、気候非常事態宣言って

いうことで、いろんな多くの世界的にも、国内的にも

いろんな自治体が取り組んでおりますので、しっかり

と、やはり尾花沢でも誰一人取り残さない社会を築く

ために、ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標ということで、

しっかりと１つひとつ取り組んでいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、生涯元気づくりポイント事業の継続について

お伺いいたします。先ほど、市長答弁の中にもありま

したけど、多くの方が参加し、そしてまた、多くの方

がポイント満点になって、いろんな事業にまた、され

ているということでした。あと、事業の対象行事も多

くなっているということで、より多くの方が参加され

てるのではないかなと思います。ちょっと1つ気にな

ることがありまして、この事業は何歳から対象にされ

ているでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 20歳以上からの事業となっております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 健康長寿を考えていくに当たり、ある程度の年齢な

ってからよりも、やはり早い段階から意識して取り組

むっていうのが大事だということで、20歳代から取り

組んでいるとお聞きしていますので、高齢者の方の継

続はこれからももちろんですけれども、やはり、20代、

30代、40代、私のように50代の方の参加も取り込ん

でいけるように意識していただいて、もっともっと利

用していただけるようなアプリを考えていくっていう

のも、若い人、若い世代の方により早く、健康寿命に

ついて考えていただけるきっかけになるのではないか

と思いますけど、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 健康増進課長。 

◎健康増進課長（永 沢 八重子 君） 

 今小関議員からありましたとおり、確かにアプリを

導入することによりまして、若い方により多く参加し

ていただくっていうことになる可能性もございますが、

何より、やはり若い人に魅力的な事業を増やしていく

っていうことが、大事だと思っておりまして、来年度

につきましては、移動用の体組成計を使いまして、筋

肉量の測定などを行いまして、筋肉量が増加した際に

は、ポイントを付与するといった、新しい事業を考え

ておりますので、そういった形で若い人も取り組んで

いただけるような、魅力的な事業の展開を検討してい

きたいと考えております。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 今言われたように、新しい事業もしっかりと取り入

れていくということで、ぜひ本当に若い人からしっか

りと取り組んでいけるように、また、楽しんで取り組

んでいけるようなことを、これからも考えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、耕作放棄地対策の拡充についてお伺いします。

やはりエゴマの栄養価は大変素晴らしいということで、

皆さんご承知だと思いますけど、なかなか高額だとい

うことで広がらないということもありますけど、やは

り、エゴマが体にいいということを小学生、中学生の

方が、まだまだ情報的に無いのでは、低いのではない

かとお答えがありましたので、ぜひ尾花沢でそういう

取り組みをしているということも周知していただけれ

ばなって思っているところであります。 

 ６次産業化でしっかり取り組まれていて、先日のド

ツキ市にも行かせていただいたんですけども、その時

にもいろんな商品が、いろんな形で商品化されており

ましたので、それに対して今度プラスアルファとして、

調理法とか、そういうのがあったらもっと良かったか

なと思ったところでもありましたので、そういう形で

市のほうでも応援されているってことは、お聞きして

おりますので、今後具体的にやっていくという、支援

をやっていくっていうのをお聞きしておりますけど、

エゴマに対して、推進していくお考えはないでしょう



か。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 農林課長。 

◎農林課長（本 間   純 君） 

 はい、先ほど市長からも説明ありましたけども、６

次産業頑張っていらっしゃる市内の企業さんございま

す。こちらにつきましては、今現在５haほどエゴマを

作付けされているというふうなことでございます。こ

のうち、ほとんどが遊休農地、いわゆる耕作放棄地を

解消されて、畑としてエゴマを栽培されているという

ふうなことでございますけれども、エゴマに限らず市

内の農家さんの中では、そばというふうなことで遊休

農地だったところを再度耕耘されまして、そばを作付

けされているというふうなこともございます。いろい

ろな品目で耕作放棄地を出さないというふうな取り組

みを、みんなでしっかりやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 はい、やはりいろんな、尾花沢にはすばらしい作物

があるということで、なかなか増えないという、増や

せないという、話をした時に、販路の拡大が必要にな

ってくるという声もお聞きしております。そのために

テレビコマーシャルとかも使いながら、行っているよ

うでありますが、そうやってしっかりと、すばらしい

栄養価のあるものを皆さんに知っていただいて、高額

ということもありますが、ぜひ小学校、中学校の方に

も、尾花沢にはこういう素晴らしいエゴマを作ってい

るんだという情報も、ぜひ提供していただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最後に、食品ロス削減推進についてお伺いいたしま

す。市長の方からもありましたけども、30.10 運動と

いうことで、県の方でもしっかり対応されているとい

うことがありますが、市の方では具体的にはどのよう

な今取り組みをされているのでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。現在、今月の市報等をもちまして、

大量の食品ロスという部分のトピックスを枠を取らせ

てもらいました。まず大前提で、食品ロスの現状を説

明しまして、そして私たちができることをというキー

ワードのもと、買い物で同じものを買ってしまわない

ように冷蔵庫のチェックをお願いします。あと、必要

なぶんだけ買って食べきる。あと、食品に表示されて

いる保存方法を確認して欲しい、あと、食品を長持ち

させる工夫ということで、小分けに冷凍保存するなど

の部分を入れました。最後には 30.10運動を謳ってお

りますけれども、現在、新型コロナウイルス関係で活

動、さまざまな自粛が残念ながらされております。時

期ですと、卒業式、謝恩会、入学式、歓送迎会等が時

期でもあります。1日も早い終息を願っておりまして、

暁には市内の飲食店で美味しい料理をみんなが食べ、

そして懇親を深めてもらって、その際に食への感謝、

食品ロスを改めて感じてもらえるよう、時期を見なが

ら、商店街のほうと、組合の代表者の方とも相談しな

がら、ＰＲを図ってまいりたいと思います。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 本当に今は、新型コロナウイルスで本当にいろんな

ことを自粛しなければいけない、また、でもそれは、

終息に向けての、皆さんの協力なくてはできないこと

だと思います。山形県でもいろんな対策を打たれてい

て、この食品ロスに対して行っておりますが、山形市

内においては、カルタを作ったり、皆さんにそれで周

知をしたり、また、ある方は、自分の食事会の時にコ

ップのコースターに30.10運動推奨ということで、プ

リントしたり、そうやってそれぞれ工夫しながら取り

組まれているということもお聞きしています。また新

庄市においては、Ａ４の紙を４等分にして、30.10 運

動ということをプリントして、このテーブルの上に置

くとか、そうやって可視化して取り組んでいこうとい

う動きもあるようですけども、尾花沢市では、今言わ

れたように、コロナウイルスのほうが終息した後には

っていうことですけども、ぜひ具体的なことで考えて

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 環境整備課長。 

◎環境整備課長（鈴 木   賢 君） 

 お答えします。貴重なご意見ありがとうございます。

やはり県としましても、様々な三角柱の簡単な様式も

ございます。その部分などもポスター等、増刷しなが

ら組合のほうに配って、周知を今後する計画もありま

す。皆さんご存知のとおり、宴会で幹事さんの責任っ

て大きいと思います。簡単に司会原稿も準備されてい

るようであります。やはり肝心な乾杯終わってからは

ご奉仕の報告があったりとか、その時にゆっくり 30

分食べましょうと、そして懇親を図って、最後皆さん



座ってください10分間残さず食べましょう、そしてお

開きというようなパターン化を今後、市民の皆さんに

周知、ＰＲしてまいりたいと思います。以上です。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 小関議員。 

◎10番（小 関 英 子 議員） 

 やはり、具体的にってことが本当に大事になるかな

と思います。そしてまた、それを持続していくってこ

とが大事になるかなと思います。最近は、宴会に行か

せていただいても、顔見ていただいて 30.10だねって

言ってくださる方もいらっしゃいますので、本当に今

回のコロナウイルスのほうが終息して、市民の方、ま

た観光客の方とかも、しっかり楽しい食事をして、そ

して食品ロスが無い尾花沢であってほしいなと思いま

すので、ぜひこれからもしっかりと、私自身も食品ロ

スが、家庭内からのごみが一番多いということも聞い

ておりますので、私自身もしっかり気を付けて、食品

ロスを無くしていきたいと思っておりますので、これ

からも、それぞれの立場でできることをしっかりと取

り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

◎議 長（大 類 好 彦 議員） 

 以上で、小関英子議員の質問を打ち切ります。 

 本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

大変ご苦労様でございました 。 

 

散 会  午後４時09分 

 


